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第２ 「租税特別措置法（相続税法の特例関係）の取扱いについて」（法令解釈通達）関係 

【措置法第 69条の４((小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例))関係】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※下線部分が改正部分である。 
（改正） 

（説明） 
措置法第 69 条の４第１項((小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例))に規定する

小規模宅地等（以下 69 の４―12 において「小規模宅地等」という。）又は措置法第 69 条の５第１項

((特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例))に規定する選択特定計画山林について、

措置法第 69 条の４第１項の規定(以下 69 の４―26 の 2 までにおいて「小規模宅地等の特例」という。)

又は第 69 条の５第１項の規定の適用を重複して受けようとする場合において、その選択特定計画山林

の価額が措置法第 69 条の５第５項に規定する限度額（69 の５―12 の説明参照）を超えるときは、そ

の小規模宅地等の全てについて措置法第 69条の４第１項の規定の適用がないこととなる。しかし、そ

の後の期限後申告書及び修正申告書において、当該限度額を超えないこととなったときは、その小規

模宅地等について措置法第 69条の４第１項の規定の適用を受けることができる。 

これらのことは、令和元年度税制改正において創設された個人の事業用資産の相続税の納税猶予（措

置法第 70 条の６の 10((個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除))の規定をいう。69

の４―26 の２において同じ。）を重複適用する場合において、同条第１項に規定する特例事業用資産

のうち同条第２項第１号イに掲げるものの面積が、同号イに規定する限度面積（70 の６の 10―17 の

説明参照）を超えるとき又は期限後申告書若しくは修正申告書により超えないこととなったときにつ

いても同様である。 

本通達は、このことを留意的に明らかにした。  

（小規模宅地等の特例、特定計画山林の特例又は個人の事業用資産についての納税猶予及び免除

を重複適用する場合に限度額要件等を満たさないとき） 

69の４―12 措置法第69条の４第１項に規定する小規模宅地等（以下69の５―13までにおいて「小

規模宅地等」という。）、措置法第69条の５第１項((特定計画山林についての相続税の課税価

格の計算の特例))に規定する選択特定計画山林（以下69の５―13までにおいて「選択特定計画

山林」という。）又は措置法第70条の６の10第１項((個人の事業用資産についての相続税の納

税猶予及び免除))に規定する特例事業用資産のうち同条第２項第１号イに掲げるもの（以下69

の５―13までにおいて「猶予対象宅地等」という。）について、措置法第69条の４第１項、第

69条の５第１項又は第70条の６の10第１項の規定の適用を重複して受けようとする場合におい

て、その選択特定計画山林の価額が措置法第69条の５第５項（措置法令第40条の２の２第９項

において読み替えて適用する場合を含む。）に規定する限度額（69の５―12参照）を超えると

き又はその猶予対象宅地等の面積が同号イに規定する限度面積（70の６の10―17参照）を超え

るときは、その小規模宅地等の全てについて措置法第69条の４第１項の規定の適用はないこと

に留意する。 

なお、この場合、その後の国税通則法第18条第２項に規定する期限後申告書及び同法第19条

第３項に規定する修正申告書において、当該限度額又は当該限度面積を超えないこととなった

ときは、その小規模宅地等について措置法第69条の４第１項の規定の適用があることに留意す

る。 

(注)１ 上記の限度額を超える場合における当該選択特定計画山林及び上記の限度面積を超え

る場合における当該猶予対象宅地等は、その全てについて措置法第69条の５第１項及び

第70条の６の10第１項の規定の適用もないことに留意する（69の５―13及び70の６の10

―18参照）。 

２ 上記の「猶予対象宅地等」には、措置法第70条の６の９第１項((個人の事業用資産の贈

与者が死亡した場合の相続税の課税の特例))（同条第２項の規定により読み替えて適用

する場合を含む。）の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた措置法

第70条の６の８第１項((個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除))に規

定する特例受贈事業用資産のうち同条第２項第１号イに掲げるものを含むことに留意す

る。 
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(新設） 

（説明） 

令和元年度税制改正において個人の事業用資産の納税猶予が創設されたが、その納税猶予制度と特

定事業用宅地等に係る小規模宅地等の特例とは選択制とされている。具体的には、被相続人が次に掲

げる者のいずれかに該当する場合には、措置法第 69 条の４第６項の規定により、当該被相続人から相

続又は遺贈により取得(注)をした全ての同条第３項第１号に規定する特定事業用宅地等について、小規

模宅地等の特例の適用がないこととされた（措法 69 の４⑥）。 

１ 措置法第 70 条の６の８第１項の規定の適用を受けた同条第２項第２号に規定する特例事業受贈

者に係る同条第１項に規定する贈与者 

２ 措置法第 70 条の６の 10 第１項の規定の適用を受ける同条第２項第２号に規定する特例事業相続

人等に係る同条第１項に規定する被相続人 

(注) 上記の「取得」には、措置法第 70 条の６の９第１項（同条第２項の規定により読み替えて適用す

る場合を含む。）の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる場合における当該取

得が含まれる。 

したがって、例えば、被相続人から相続又は遺贈により特定事業用宅地等を取得した者が個人の事

業用資産の相続税の納税猶予の適用を受けない場合であっても、その者又はその者以外の者が次に掲

げる場合に該当するときのその被相続人は、上記１又は２に掲げる者に該当することになるため、当

該被相続人から相続又は遺贈により取得をした特定事業用宅地等については、小規模宅地等の特例の

適用がないこととなる。本通達ではこのことを留意的に明らかにした。 

① 当該取得した者以外の者が個人の事業用資産の相続税の納税猶予の適用(注)を受けるとき 

② 当該取得した者又はその者以外の者が既に被相続人からの贈与により取得した財産について個人

の事業用資産の贈与税の納税猶予（措置法第 70条の６の８((個人の事業用資産についての贈与税の

納税猶予及び免除))の規定をいう。）の適用(注)を受けていたとき 

(注) 建物及び減価償却資産など特定事業用宅地等に該当しない特定事業用資産（措置法第 70条の６の

10 第２項第１号又は第 70 条の６の８第２項第１号に規定する特定事業用資産をいう。）についての

適用を含む。 

なお、当該被相続人から相続又は遺贈により取得をした措置法第 69 条の４第３項第２号に規定する

特定居住用宅地等、同項第３号に規定する特定同族会社事業用宅地等及び同項第４号に規定する貸付

事業用宅地等については、同条第６項の規定の適用はないことから、当該被相続人が上記１又は２に

掲げる者に該当する場合であっても、これらの宅地等について、他の要件を満たす場合には、小規模

宅地等の特例の適用を受けることが可能である。本通達の(注)２ではこのことを留意的に明らかにし

た。 

 

  

（個人の事業用資産についての納税猶予及び免除の適用がある場合） 

69の４―26の２ 被相続人が次に掲げる者のいずれかに該当する場合には、措置法第69条の４第

６項の規定により、当該被相続人から相続又は遺贈により取得をした全ての同条第３項第１号

に規定する特定事業用宅地等について、同条第１項の規定の適用がないことに留意する。 

１ 措置法第70条の６の８第１項の規定の適用を受けた同条第２項第２号に規定する特例事業

受贈者に係る同条第１項に規定する贈与者 

２ 措置法第70条の６の10第１項の規定の適用を受ける同条第２項第２号に規定する特例事業

相続人等に係る同条第１項に規定する被相続人 

(注)１ 上記の「取得」には、措置法第70条の６の９第１項（同条第２項の規定により読み替え

て適用する場合を含む。）の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる

場合における当該取得が含まれることに留意する。 

２ 当該被相続人から相続又は遺贈により取得をした措置法第69条の４第３項第２号に規

定する特定居住用宅地等、同項第３号に規定する特定同族会社事業用宅地等及び同項第４

号に規定する貸付事業用宅地等については、同条第６項の規定の適用はないことに留意す

る。 
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【措置法第 69条の５((特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例))関係】 

（特定計画山林の特例、小規模宅地等の特例又は個人の事業用資産についての納税猶予及び免除

を重複適用する場合の限度額の計算等） 

69の５―12 措置法第69条の４第１項の規定の適用を受けようとする措置法第69条の５第５項に

規定する選択宅地等面積（以下69の５―12において「選択宅地等面積」という。）及び措置法

第70条の６の10第１項の規定の適用を受けようとする措置法令第40条の２の２第９項において

読み替えて適用する措置法第69条の５第５項に規定する猶予適用宅地等面積（以下69の５―12

において「猶予適用宅地等面積」という。）の合計が200㎡に満たない場合において、同項の規

定により同条第１項の規定の適用を受けることができる特定計画山林の価額の限度額は、次の

算式により計算した価額となることに留意する。 

Ａ×
200㎡ （Ｂ＋Ｃ）

200㎡
 

(注)１ 措置法第69条の５第５項（措置法令第40条の２の２第９項において読み替えて適用す

る場合を含む。）の規定により、措置法第69条の５第２項第３号イ又はロの要件を満た

す特定計画山林相続人等が選択した全ての特定森林経営計画対象山林又は特定受贈森林

経営計画対象山林（以下69の５―12において「特定（受贈）森林経営計画対象山林」と

いう。）である特定計画山林（以下69の５―12において「選択山林」という。）、小規

模宅地等又は猶予対象宅地等について、措置法第69条の５第１項、第69条の４第１項又

は第70条の６の10第１項の規定の適用を重複して受ける場合において、上記の計算に該

当するときを算式で示せば、次のとおりとなる。 

Ｂ＋Ｃ＋（200㎡×
Ｄ

Ａ
）≦200㎡ 

２ 算式中の符号は次のとおりである。 

Ａは、措置法第69条の５第２項第３号イ又はロの要件を満たす特定計画山林相続人等

に係る全ての特定（受贈）森林経営計画対象山林である特定計画山林の価額の合計額 

Ｂは、選択宅地等面積 

Ｃは、猶予適用宅地等面積 

Ｄは、選択山林の価額の合計額 

   ３ 上記の「猶予対象宅地等」には、措置法第70条の６の９第１項（同条第２項の規定に

より読み替えて適用する場合を含む。）の規定により相続又は遺贈により取得したもの

とみなされた措置法第70条の６の８第１項に規定する特例受贈事業用資産のうち同条第

２項第１号イに掲げるものを含むことに留意する。 

 
※下線部分が改正部分である。 

（改正） 
（説明） 

  措置法第 69 条の５の「特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例」（以下 69 の５―

13 までにおいて「特定計画山林の特例」という。）と措置法第 69条の４の「小規模宅地等についての

相続税の課税価格の計算の特例」（以下 69 の５―13 までにおいて「小規模宅地等の特例」という。）

を重複して適用する場合には、特定計画山林の特例の適用を受けることができる措置法第 69 条の５第

２項第４号に規定する特定計画山林（以下 69の５―13 までにおいて「特定計画山林」という。）の価

額については一定の限度額が設けられているが（措法 69 の５⑤）、令和元年度税制改正により創設さ

れた措置法第 70 条の６の 10の「個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除」（以下 69

の５―13 までにおいて「事業用資産の納税猶予」という。）とこれらの特例とを重複適用する場合に

も、一定の限度額が設けられている（措令 40 の２の２⑨）。 

  本通達の改正は、特定計画山林の特例、小規模宅地等の特例又は事業用資産の納税猶予を重複して

適用する場合の特定計画山林の選択が可能な限度額を計算式で示したものである。 

また、本通達の(注)の１の改正は、この場合に選択をした選択山林、措置法第 69 条の４第１項に規

定する小規模宅地等（以下 69の５―13 までにおいて「小規模宅地等」という。）又は措置法第 70条

の６の 10 第１項に規定する特例事業用資産のうち同条第２項第１号イに掲げる宅地等（以下 69 の５
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―13までにおいて「猶予対象宅地等」という。）が限度額以下であるかどうかを確認するための検算

式を示したものである。 

なお、法令上、この特例と小規模宅地等の特例又は事業用資産の納税猶予とを重複適用する場合の

限度額計算は、まず、小規模宅地等の特例を適用し、次に 400 ㎡からその適用を受けようとする小規

模宅地等に応じて措置法令第 40 条の７の 10 第７項の規定に基づき計算した面積を控除した面積の範

囲内で事業用資産の納税猶予を適用した上で、小規模宅地等の特例に係る選択宅地等面積及び事業用

資産の納税猶予に係る猶予適用宅地等面積の合計が 200 ㎡に満たない場合において、本通達で示した

算式により計算した価額の範囲内で特定（受贈）森林経営計画対象山林についてこの特例の適用を受

けることができることとされているが（措法 69 の５⑤、措令 40 の２の２⑨）、先に特定（受贈）森

林経営計画対象山林を特定計画山林として選択し、その選択した価額を基に、小規模宅地等について

小規模宅地等の特例の適用を受ける部分又は猶予対象宅地等について事業用資産の納税猶予の適用を

受ける部分を選択したとしても、これらの面積が本通達の(注)の１で示した算式の範囲内で収まるの

であれば、この特例の適用があることに留意する必要がある。 

また、猶予対象宅地等には、措置法第 70 条の６の９第１項（同条第２項の規定により読み替えて適

用する場合を含む。）の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた措置法第 70条の６

の８第１項に規定する特例受贈事業用資産のうち同条第２項第１号イに掲げる宅地等が含まれること

から、本通達の(注)の３において、これを留意的に明らかにしている。 

 (注)１ 「選択山林」とは、措置法第 69 条の５第５項（措置法令第 40 条の２の２第９項において読

み替えて適用する場合を含む。）の規定により、措置法第 69条の５第２項第３号イ又はロの要

件を満たす同号に規定する特定計画山林相続人等が選択した全ての特定（受贈）森林経営計画

対象山林である特定計画山林をいう。 

   ２ 「特定（受贈）森林経営計画対象山林」とは、措置法第 69 条の５第２項第１号に規定する特

定森林経営計画対象山林又は同項第２号に規定する特定受贈森林経営計画対象山林をいう。 

   ３ 「選択宅地等面積」とは、措置法第 69条の５第５項に規定する選択宅地等面積をいい、具体

的には、措置法第 69 条の４第２項第３号イからハまでの規定により計算した面積をいう。 

   ４ 「猶予適用宅地等面積」とは、措置法令第 40 条の２の２第９項において読み替えて適用する

措置法第 69 条の５第５項に規定する猶予適用宅地等面積をいい、具体的には、措置法第 70 条

の６の 10第１項の規定の適用に係る宅地等の面積に 400 分の 200 を乗じて得た面積をいう。 

 

（参考）限度額の計算例 

 宅地Ａ（50 ㎡：特定同族会社事業用宅地等に該当）、宅地Ｂ（99 ㎡：特定居住用宅地等に該当）

及び宅地Ｃ（50 ㎡：貸付事業用宅地等に該当）について小規模宅地等の適用を受け、宅地Ｄ（100

㎡：猶予対象宅地等に該当）について事業用資産の納税猶予の適用を受ける場合 

⇒ 次の算式により計算した金額が限度額となる 

  

    

 

      ※１ 選択宅地等面積＝50 ㎡×
200

400
＋99 ㎡×

200

330
＋50㎡＝135 ㎡ 

      ※２ 猶予適用宅地等面積＝100 ㎡×
200

400
＝50 ㎡ 

 

   

  

限度額 ＝ 選択山林の価額 × 
200 ㎡ － （135 ㎡※１＋50 ㎡※２） 

200 ㎡ 
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（特定計画山林の特例、小規模宅地等の特例又は個人の事業用資産についての納税猶予及び免除

を重複適用する場合に限度額要件を満たさないとき） 

69の５―13 小規模宅地等、選択特定計画山林又は猶予対象宅地等について、措置法第69条の４

第１項、第69条の５第１項又は第70条の６の10第１項の規定の適用を重複して受けようとする

場合において、その選択特定計画山林の価額が第69条の５第５項（措置法令第40条の２の２第

９項において読み替えて適用する場合を含む。）に規定する限度額（69の５―12参照）を超え

るときは、その選択特定計画山林の全てについて第69条の５第１項の規定の適用はないことに

留意する。 

なお、この場合、その後の国税通則法第18条第２項に規定する期限後申告書及び同法第19条

第３項に規定する修正申告書において、当該限度額を超えないこととなったときは、その選択

特定計画山林について措置法第69条の５第１項の規定の適用があることに留意する。 

(注) 上記の限度額を超える場合には、当該小規模宅地等及び当該猶予対象宅地等の全てにつ

いて措置法第69条の４第１項及び第70条の６の10第１項の規定の適用もないことに留意す

る（69の４―12及び70の６の10―18参照）。 

 

※下線部分が改正部分である。 

（改正） 
（説明） 

  特定計画山林の特例と小規模宅地等の特例を重複適用して相続税の申告を行う場合に、その適用を

受けようとして選択した特定計画山林（以下 69の５―13 までにおいて「選択特定計画山林」という。）

の価額が限度額（69の５―12((特定計画山林の特例、小規模宅地等の特例又は個人の事業用資産につ

いての納税猶予及び免除を重複適用する場合の限度額の計算等))の説明を参照。）を超える場合には、

その選択特定計画山林の全てについて特定計画山林の特例の適用がないこととなるが、その後の修正

申告において限度額を超えないこととなったとき等は、その選択特定計画山林について特定計画山林

の特例の適用を受けることができる。 

  これは、事業用資産の納税猶予とこれらの特例とを重複適用する場合においても同様である。 

  本通達は、このことを留意的に明らかにした。 
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（平成21年改正前措置法第69条の５の取扱い） 

69の５―16 平成21年改正法附則第64条第１項又は第11項の規定によりなお従前の例による

ものとされる平成21年改正前措置法第69条の５((特定事業用資産についての相続税の課税

価格の計算の特例))、平成21年改正措令による改正前の措置法令第40条の２の２((特定事

業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例))及び平成21年改正措規による改正前

の措置法規則第23条の２の２((特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特

例))の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、平成21年６月17日付課資２―７ほか

２課共同「租税特別措置法（相続税法の特例関係）の取扱いについて」の一部改正につい

て（法令解釈通達）による改正前の「租税特別措置法（相続税法の特例関係）の取扱いに

ついて」の取扱いの例による。 

 (注) 平成21年改正前措置法第69条の５の規定の適用を受ける場合には、租税特別措置法

施行令等の一部を改正する政令（平成31年政令第102号）による改正後の措置法令第40

条の２の２第９項の規定の適用はないことに留意する。 
 

※下線部分が改正部分である。 

（改正） 
（説明） 

  平成 21 年度税制改正により、所得税法等の一部を改正する法律（平成 21 年法律第 13 号。以下 69

の５―16 において「平成 21 年改正法」という。）第５条による改正前の租税特別措置法（以下 69の

５―16 において「平成 21 年改正前措置法」という。）第 69 条の５の「特定事業用資産についての相

続税の課税価格の計算の特例」（以下 69の５―16 において「特定事業用資産の特例」という。）の適

用対象から、平成 21 年改正前措置法第 69 条の５第２項第７号に規定する特定同族会社株式等及び同

項第８号に規定する特定受贈同族会社株式等（以下 69の５―16 において「特定受贈同族会社株式等」

という。）が除外された。 

  ただし、平成 21 年改正法附則第 64 条第１項の規定により、平成 21 年３月 31 日までに贈与により

取得した特定受贈同族会社株式等に係る相続税については、原則として、平成 21年改正前措置法第 69

条の５の規定を適用することとされている。 

  この平成 21 年改正前措置法第 69 条の５第７項においては、特定事業用資産の特例と小規模宅地等

の特例とを重複適用する場合の限度額が設けられているが、特定事業用資産の特例と事業用資産の納

税猶予とを重複適用する場合にどのような取扱いとなるのか、すなわち、特定計画山林の特例と事業

用資産の納税猶予とを重複適用する場合の限度額について規定した租税特別措置法施行令等の一部を

改正する政令（平成 31 年政令第 102 号）による改正後の措置法令第 40 条の２の２第９項の規定が適

用されるのか疑問も生じる。この点、同項の規定は措置法第 69 条の５第５項に関する読替規定である

ところ、これを平成 21 年改正前措置法第 69 条の５第７項に適用するとの規定はない。したがって、

特定事業用資産の特例と事業用資産の納税猶予とを重複適用する場合には、同令第 40条の２の２第９

項の規定の適用はなく、限度額の調整を行う必要はないこととなる。 

  本通達の(注)の改正はこのことを留意的に明らかにした。 

  なお、平成 21 年改正前措置法第 69 条の５の規定の適用を受ける場合であっても、小規模宅地等の

特例と事業用資産の納税猶予とを重複適用する場合には、措置法第 70 条の６の 10 第２項第１号イ及

び措置法令第 40 条の７の 10第７項の規定による限度面積の調整を要することに留意する。 
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【措置法第 70条の２の７((相続時精算課税適用者の特例))関係】 

（納税猶予分の贈与税額が算出されない場合） 

70の２の７―１ 特例事業受贈者（措置法第70条の６の８第２項第２号((個人の事業用資産

についての贈与税の納税猶予及び免除))に規定する特例事業受贈者をいう。以下70の２の

７―３までにおいて同じ。）が贈与により取得した特例受贈事業用資産（同条第１項に規

定する特例受贈事業用資産をいう。70の２の７―２において同じ。）につき同条第２項第

３号ロの規定により計算した同号に規定する納税猶予分の贈与税額が零となる場合には、

当該特例事業受贈者は措置法第70条の２の７第１項の規定の適用を受けることができない

ことに留意する。 

 
(新設） 

（説明） 

  贈与により措置法第70条の６の８第１項に規定する特例受贈事業用資産を取得した受贈者が相

続時精算課税の適用を受ける者である場合に、当該特例受贈事業用資産について相続時精算課税

の適用を受けるものとして同条第２項第３号ロの規定により計算した同号に規定する納税猶予分

の贈与税額が零となるときは、猶予される贈与税額がないことから当該受贈者については同条第

１項の規定の適用はない。 

  このように相続時精算課税により計算した納税猶予分の贈与税額が零となる場合に措置法第70

条の２の７第１項の規定の適用を受けることができるのか疑義が生じるが、同項は、その適用を

受けることができる者について「贈与により第70条の６の８第１項の規定の適用に係る特例受贈

事業用資産・・・を取得した同条第１項の規定の適用を受ける特例事業受贈者」と規定している。 

つまり、措置法第70条の２の７第１項の規定は、措置法第70条の６の８第１項の規定の適用を

受けることが前提とされているのであって、相続時精算課税により計算した納税猶予分の贈与税

額が零となる受贈者、すなわち、贈与により取得した特定事業用資産の価額が相続時精算課税の

特別控除額（2,500万円）以下である受贈者は、同項の規定の適用を受けることはないことから、

当該受贈者は、措置法第70条の２の７第１項の規定の適用を受けることができないこととなる。 

  本通達は、このことを留意的に明らかにした。 

  なお、当該受贈者は、措置法第70条の２の７第１項の規定による相続時精算課税の適用を受け

ることができないだけであり、暦年課税により計算した納税猶予分の贈与税額が算出される場合

には、所要の要件を満たすことで措置法第70条の６の８第１項の規定の適用を受けることができ

る。 

  



43 
 

 

（特例受贈事業用資産の取得の時前に贈与により取得した財産がある場合） 

70の２の７―２ 特例事業受贈者が措置法第70条の２の７第２項に規定する贈与者からの贈

与による特例受贈事業用資産の取得の時前に当該贈与者からの贈与を受けたことから、措

置法第70条の２の７第２項の規定により相続時精算課税が適用されない贈与があるときに

おける当該贈与により取得した財産に係る贈与税額は、暦年課税により計算することとな

り、相続税法第21条の５（措置法第70条の２の４を含む。）の規定の適用があることに留

意する。 
 

(新設） 

（説明） 

  措置法第70条の６の８第１項に規定する特例事業受贈者がその年１月１日において60歳以上で

ある同項に規定する贈与者から贈与により同項に規定する特例受贈事業用資産を取得した場合に

おいて、当該特例事業受贈者が当該特例受贈事業用資産の取得の時前に当該贈与者から贈与によ

り取得した財産については、相続時精算課税の適用を受けることができないこととされている（措

法70の２の７②）。 

したがって、当該財産については、暦年課税（基礎控除額（相法21の５、措法70の２の４）、

一般税率（相法21の７））により贈与税額を計算することとなる。 

本通達は、このことを留意的に明らかにした。 
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（相続時精算課税関係通達の準用） 

70の２の７―３ 相続税法基本通達19―11((相続時精算課税適用者に対する法第19条の規定の適

用))、21の９―２((「相続時精算課税選択届出書」の提出先等))、21の９―３((提出期限後に「相

続時精算課税選択届出書」が提出された場合))及び21の９―５((住所又は居所を証する書類))か

ら21の18―２((相続人が２人以上いる場合))までについては、特例事業受贈者が措置法第70条の

２の７第１項の規定の適用を受ける場合について準用する。 
 

(新設） 

（説明） 

  本通達は、措置法第70条の６の８第１項に規定する特例事業受贈者が措置法第70条の２の７第

１項の規定の適用を受ける場合において、相続時精算課税関係通達（相基通19―11、21の９―２、

21の９―３及び21の９―５～21の18―２）の準用があることを留意的に明らかにした。 
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【措置法第 70条の６の８((個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除))関係】 

（贈与者の意義等） 

70の６の８―１ 措置法第70条の６の８第２項第１号に規定する特定事業用資産（以下70の

６の８―54までにおいて「特定事業用資産」という。）に係る同条第１項に規定する贈与

者（以下70の６の10―16までにおいて「贈与者」という。）からは、既に同条第１項の規

定の適用に係る贈与をしているものは除かれることに留意する。 

(注)１ 措置法第70条の６の８第２項第２号に規定する特例事業受贈者（以下70の６の10

―16までにおいて「特例事業受贈者」という。）が２人以上ある場合において、同

一年中に、これらの特例事業受贈者に特定事業用資産の贈与を行うものは「既に同

条第１項の規定の適用に係る贈与をしているもの」に含まれないことに留意する。 

２ 一の個人が、ある事業（措置法第70条の６の８第２項第１号に規定する事業に限

る。以下70の６の10―58までにおいて同じ。）につき措置法令第40条の７の８第１

項第１号に定める者に該当し、かつ、他の事業につき同項第２号に定める者に該当

する場合において、これらのうちいずれか一の者として措置法第70条の６の８第１

項の規定の適用に係る贈与をしているときは、他の者として特定事業用資産の贈与

を行う場合であっても、当該個人は、(注)１に掲げる場合に該当する場合を除き、

「既に同条第１項の規定の適用に係る贈与をしているもの」に該当することに留意

する。 

 
（新設） 

（説明） 
  措置法第70条の６の８第１項に規定する贈与者（以下70の６の10―16までにおいて「贈与者」

という。）に係る要件については、措置法令第40条の７の８第１項において、次に掲げる場合の

区分に応じ、それぞれに定めるとおりとされている（措令40の７の８①）。 

⑴ 措置法第70条の６の８第２項第１号に規定する特定事業用資産（以下70の６の８―54までに

おいて「特定事業用資産」という。）を有していた者が同条第１項の規定の適用に係る贈与の

時前において当該特定事業用資産に係る事業（同条第２項第１号に規定する事業に限る。以下

70の６の10―58までにおいて同じ。）を行っていた者である場合 次に掲げる要件の全てを満

たす者 

イ 当該贈与の時において所得税の納税地の所轄税務署長に当該事業を廃止した旨の届出書を

提出していること又は当該贈与に係る措置法第70条の６の８第１項に規定する贈与税の申告

書の提出期限までに当該届出書を提出する見込みであること。 

ロ 当該事業について、当該贈与の日の属する年、その前年及びその前々年の所得税法第２条

第１項第37号に規定する確定申告書を同項第40号に規定する青色申告書（措置法第25条の２

第３項の規定の適用に係るものに限る。以下70の６の８―51までにおいて同じ。）により所

得税の納税地の所轄税務署長に提出していること。 

⑵ ⑴に掲げる場合以外の場合 次に掲げる要件の全てを満たす者 

イ ⑴の贈与の直前において、⑴に定める者と生計を一にする親族（措置法第70条の６の８第

１項の規定の適用を受けようとする者が当該贈与の時前に相続又は遺贈により取得した当該

特定事業用資産に係る事業と同一の事業に係る他の資産について措置法第70条の６の10第１

項の規定の適用を受けようとする場合又は受けている場合には、同項の規定の適用に係る同

項に規定する被相続人（以下70の６の10―23までにおいて「被相続人」という。）で措置法

令第40条の７の10第１項第１号に定める者の相続の開始の直前において、その者と生計を一

にしていたその者の親族）であること。 

ロ ⑴に定める者の措置法第70条の６の８第１項の規定の適用に係る贈与の時（同項の規定の

適用を受けようとする者が当該贈与の時前に相続又は遺贈により取得した同項の規定の適用

を受けようとする特定事業用資産に係る事業と同一の事業に係る他の資産について措置法第

70条の６の10第１項の規定の適用を受けようとする場合又は受けている場合には、同項の規

定の適用に係る被相続人で措置法令第40条の７の10第１項第１号に定める者の相続の開始の

時）後に当該特定事業用資産の贈与をしていること。 

措置法第70条の６の８第１項の規定の適用に当たっては、贈与者はその営む事業に係る特定事

業用資産の全ての贈与を行う必要があるが（措法70の６の８①）、同項では、この贈与者につい

て、既に同項の規定の適用に係る贈与をしているものを除いている。つまり、贈与者はその営む
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事業に係る特定事業用資産の全てを一括して贈与する必要がある。これは、贈与者が複数の事業

を営んでいる場合も同様であり、事業ごとに複数回、特定事業用資産を後継者に贈与した場合、

その後継者が措置法第70条の６の８第１項の規定の適用を受けることができるのは、最初の贈与

に係るもののみとなる。 

本通達は、このことを留意的に明らかにした。 

  ところで、個人の事業用資産についての納税猶予（措法70の６の８～70の６の10）は、後継者

が１人又は最大３人に限定されている非上場株式等についての納税猶予（措法70の７～70の７の

８）と異なり後継者の数に制限はないため、例えば、複数の事業を営む場合においてその事業ご

とに異なる後継者が承継することや、一の事業に係る店舗が複数ある場合にその店舗ごとに異な

る後継者が、それぞれ別の事業として承継することも可能であるが、このように後継者が複数あ

る場合に、「既に同条第１項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く」との規定から、各

後継者への贈与をそれぞれ一括して行うだけでなく、各後継者への贈与の時点も「同時」でなけ

ればならないのか、との疑義も生じる。 

  しかしながら、後継者が複数ある場合にそのような贈与契約を締結することは、遠方に居住す

る者がある場合等、必ずしも現実的でない場合があり、法がその適用を受けるためには複数の後

継者との贈与契約を一時点で同時に行わなければならないことまでも要求しているものと解する

ことは適当ではない。また、措置法規則第23条の８の８第16項第６号は、措置法第70条の６の８

第１項の規定の適用に係る贈与税の申告書に添付すべき書類として「特定事業用資産・・・を取

得した日の属する年中において、特例事業受贈者に係る贈与者から贈与により特定事業用資産を

取得した他の同条第１項の規定の適用を受けようとする者がいる場合には、当該特例事業受贈者

が同項の規定の適用を受けるものの選択についてのその者の同意を証する書類」と規定しており、

他の後継者（特例事業受贈者）が同一年中に受ける贈与については同条第１項の規定の適用があ

ることを前提とした規定ぶりとなっている。 

以上のことから、特定事業用資産に係る事業の後継者（特例事業受贈者）が複数ある場合にお

いて、同一年中に特定事業用資産を他の後継者に贈与した贈与者というのは、当該他の後継者以

外の後継者との関係では「既に措置法第70条の６の８第１項の規定の適用に係る贈与をしている

もの」に含まれず、当該贈与者は、各後継者への贈与を「同時」に行う必要はなく、同一年中に

行えばよいこととなる。なお、各後継者への贈与は、前述のとおり、それぞれ一括して行う必要

がある。 

本通達の(注)の１は、このことを留意的に明らかにした。 

   また、贈与者は上記⑴及び⑵のとおり、自ら事業を営んでいる者（上記⑴）と事業を営んでい

る者と生計を一にするその者の親族（上記⑵）とに区分されるところ、一の個人が、ある事業に

つき上記⑴に定める者に該当し、かつ、他の事業につき上記⑵に定める者に該当する場合におい

て、これらのうちいずれか一の者として措置法第70条の６の８第１項の規定の適用に係る贈与を

しているときは、他の者として特定事業用資産の贈与を行う場合であっても、当該個人は、本通

達の(注)の１に掲げる場合に該当する場合を除き、「既に同条第１項の規定の適用に係る贈与を

しているもの」に該当することになる。 

本通達の(注)の２は、このことを留意的に明らかにした。 
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（新設） 
（説明） 
  措置法第 70 条の６の８第１項は、同項の規定の適用対象となる贈与者が行う贈与について、「その

事業に係る特定事業用資産の全て・・・の贈与」と規定している（措法 70 の６の８①）。このため、

例えば、贈与者（生計一親族等を含む。）がＡ事業及びＢ事業を営む場合において、贈与者が同項の

規定の適用に係る贈与をするには、これら２つの事業に係る特定事業用資産の全ての贈与が必要なの

か、それとも、いずれかの事業に係る特定事業用資産の全ての贈与で足りるのか疑義も生じる。しか

しながら、同項は「その事業に係る特定事業用資産の全て」と規定していることからすれば、全ての

事業に係る特定事業用資産について贈与が必要となることはなく、事業ごとに特定事業用資産の全て

の贈与が必要となるものと解することが相当である。 

  そこで、本通達の⑴は、贈与者（生計一親族等を含む。）の営む事業が２以上ある場合には、その事

業ごとに特定事業用資産の全ての贈与が行われたかどうかの判定を行うことを留意的に明らかにした。 

したがって、上記の例では、Ａ・Ｂ両事業に係る特定事業用資産の全ての贈与をした場合だけでな

く、Ａ事業又はＢ事業のいずれか一の事業に係る特定事業用資産の全ての贈与をした場合についても、

措置法第 70 条の６の８第１項の適用対象となることとなる。 

  また、贈与者は、複数の後継者への贈与を行うことも可能であり、また、その贈与は、必ずしも同

時に行う必要はなく、同一年中であれば、異なる時期に行うことも可能である（70 の６の８―１の説

明を参照。）。この際、一の事業を２人以上の受贈者がそれぞれ別の事業として承継をする場合にお

いて、その贈与が異なる時期に行われたときには、その贈与のうち最後に行われた贈与直後において

当該事業に係る特定事業用資産の全ての贈与が行われたかどうかの判定を行うこととなる。 

本通達の⑵は、このことを留意的に明らかにした。 

 (注) 「生計一親族等」とは、当該贈与者と生計を一にする配偶者その他の親族及び措置法令第 40条

の７の８第４項に規定する者をいう（以下 70 の６の８―17までにおいて同じ。）。 

 

  

（「全ての贈与」の意義） 

70の６の８―２ 措置法第70条の６の８第１項の規定の適用に当たっては、贈与者はその有

する特定事業用資産の全ての贈与をする必要があるのであるが、全ての贈与が行われたか

どうかの判定については、次の取扱いに留意する。 

⑴ 贈与者（生計一親族等を含む。）の営む事業が２以上ある場合には、その事業ごとに

判定を行う。 

 (注) 「生計一親族等」とは、当該贈与者と生計を一にする配偶者その他の親族及び措

置法令第40条の７の８第４項に規定する者をいう（以下70の６の８―17までにおい

て同じ。）。 

⑵ 贈与者が同一年中に、２人以上の者に特定事業用資産の贈与をした場合において、そ

の贈与が異なる時期に行われたときには、当該贈与のうち最後に行われた贈与直後にお

いて特定事業用資産の全ての贈与が行われたかどうかの判定を行う。 



64 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（新設） 
（説明） 

  措置法第 70 条の６の８第１項は、同項の適用対象となる特定事業用資産の贈与者からの贈与（以下

70 の６の 10―12 までにおいて「特例対象贈与」という。）について、「平成 31 年１月１日から令和

10 年 12 月 31 日までの間の贈与で、最初のこの項の規定の適用に係る贈与及び当該贈与の日その他政

令で定める日から１年を経過する日までの贈与に限る」と規定している。 

  また、「政令で定める日」については、措置法令第 40 条の７の８第２項において、措置法第 70 条

の６の８第１項の規定の適用を受けようとする者が、当該贈与の時前に相続又は遺贈により取得をし

た同項の規定の適用を受けようとする特定事業用資産に係る事業と同一の事業に係る他の資産につい

て措置法第 70 条の６の 10 第１項の規定の適用を受けようとする場合又は受けている場合における最

初の同項の規定の適用に係る相続の開始の日と規定されている。 

  ところで、措置法第 70 条の６の８第１項は、「・・・間の贈与で、・・・贈与及び・・・贈与」と

規定している。したがって、同項の「平成 31 年１月１日から令和 10 年 12 月 31 日までの間」という

期間は、「最初のこの項の規定の適用に係る贈与」と「当該贈与の日その他政令で定める日から１年

を経過する日までの贈与」の両方に係るものとなり、当該期間内に行われるこれらの贈与が、特例対

象贈与として同項の適用対象となることになる。 

  また、贈与者からの贈与が「最初の措置法第 70 条の６の８第１項の規定の適用に係る贈与」に該当

するかどうかの判定は、受贈者が、当該贈与に係る特定事業用資産に係る事業と同一の事業に係る他

の資産につき既に同項の規定の適用に係る贈与又は措置法第 70 条の６の 10 第１項の規定の適用に係

る相続若しくは遺贈を受けていないかどうかにより行うことになる。したがって、既にある事業につ

いて措置法第 70 条の６の８第１項の規定の適用を受けている者が、その事業と異なる事業に係る特定

事業用資産の贈与を受ける場合には、当該贈与は「最初の贈与」に該当することとなる。 

本通達の本文並びに(注)の２及び３は、このことを留意的に明らかにした。 

なお、贈与者には、事業を営んでいた者（措置法令第 40 条の７の８第１項第１号に定める者）と事

業を営んでいた者の生計一親族等（同項第２号に定める者）があるところ、後者については事業を営

んでいた者の特例対象贈与又は措置法第 70 条の６の 10 第１項の規定の適用に係る相続の開始の時後

に贈与を行うことがその要件とされているため、事業を営んでいた者の生計一親族等が行う贈与が「最

初の贈与」となることはない。 

（特例受贈事業用資産の取得の意義等） 

70の６の８－３ 措置法第70条の６の８第１項の適用対象となる特定事業用資産の贈与者

からの贈与による取得は、平成31年１月１日から令和10年12月31日までの間の贈与で、次

に掲げる贈与（以下70の６の10―12までにおいて「特例対象贈与」という。）による取得

に限られることに留意する。 

⑴ 最初の同項の規定の適用に係る贈与 

 ⑵ ⑴の贈与の日から１年を経過する日までの贈与 

(注)１ 措置法第70条の６の８第１項に規定する贈与税の申告書に同項の規定の適用を

受ける旨の記載がある特定事業用資産が同項に規定する特例受贈事業用資産（以下

70の６の10―18までにおいて「特例受贈事業用資産」という。）に該当することに

留意する。 

２ 措置法第70条の６の８第１項の規定の適用を受けようとする者が、当該贈与の時

前に相続又は遺贈により取得をした同項の規定の適用を受けようとする特定事業用

資産に係る事業と同一の事業に係る他の資産について措置法第70条の６の10第１項

の規定の適用を受けようとする場合又は受けている場合には、70の６の８―３⑵中

「⑴の贈与の日」とあるのは「最初の措置法第70条の６の10第１項の規定の適用に

係る相続の開始の日」となることに留意する。 

３ 贈与者からの贈与が「最初の措置法第70条の６の８第１項の規定の適用に係る贈

与」に該当するかどうかの判定は、受贈者が、当該贈与に係る特定事業用資産に係

る事業と同一の事業に係る他の資産につき既に同項の規定の適用に係る贈与又は措

置法第70条の６の10第１項の規定の適用に係る相続若しくは遺贈を受けていないか

どうかにより行うことに留意する。 
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  そして、この特例対象贈与により取得した特定事業用資産のうち、措置法第 70条の６の８第１項に

規定する贈与税の申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載があるものが同項に規定する特例受贈

事業用資産（以下 70 の６の 10―18 までにおいて「特例受贈事業用資産」という。）に該当すること

を、本通達の(注)の１において留意的に明らかにした。 

 

 

（参考）適用対象となる贈与の期間 

 

 【ケース１】最初の贈与が令和元年６月 15 日である場合 

    令和元年６月 15日から令和２年６月 15日までに受ける贈与が適用対象 

   ⇒ Ｂからの贈与は適用対象となるが、Ｃからの贈与は適用対象とならない。 

 

【ケース２】最初の贈与が令和 10年２月 15 日である場合 

令和 10 年２月 15 日から同年 12 月 31 日までに受ける贈与が適用対象 

    ⇒ 乙からの贈与は適用対象となるが、丙及び丁からの贈与は適用対象とならない。 

 

 

 

 

 

  

Ｈ31
1/1

R元
６/15

最初の
贈与

R２
1/1

R３
1/1

R10
12/31

R10
1/1

ケース１

R２
６/15

１年
経過日

B贈与

適用可

C贈与

×
適用不可

R10
２/15

R11
２/15

１年
経過日

乙贈与

適用可

丙贈与

×
適用不可

ケース２
最初の
贈与

丁贈与

×
適用不可

A贈与 甲贈与
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（新設） 
（説明） 

  贈与税の納税猶予の適用を受けることを前提とした特定事業用資産の贈与があった場合において、

贈与者がその贈与があった日の属する年中に死亡すること、あるいは、その翌年の贈与税の申告書の

提出期限前に、かつ、受贈者による贈与税の申告書の提出前に死亡することがある。 

特定事業用資産の特例対象贈与があった日と贈与者の死亡の日とが同一年中であり、かつ、その受

贈者が贈与者の死亡に係る相続又は遺贈によって財産を取得した場合（受贈者が贈与者に係る相続時

精算課税適用者（相続時精算課税の適用を受けようとする者を含む。）である場合を除く。）におい

て、相続税法第 21 条の２第４項の規定に該当するときは、当該相続の開始の年の被相続人から当該特

例対象贈与により取得した特定事業用資産は、贈与税の課税価格の計算の基礎に算入されず相続税の

課税対象とされるので、措置法第 70 条の６の８第１項の規定の適用はない。 

本通達の⑴イ(ｲ)は、このことを留意的に明らかにした。 

（特例対象贈与に係る贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合） 

70の６の８―４ 特例対象贈与に係る贈与者が、当該特例対象贈与に係る贈与税の申告書の

提出期限前に、かつ、受贈者による当該申告書の提出前に死亡した場合（70の６の８―５

及び70の６の８―６に掲げる場合を除く。）における措置法第70条の６の８第１項の規定

の適用については、次に掲げることに留意する。 

⑴ 贈与者が特例対象贈与をした日の属する年に死亡した場合 

イ 受贈者がロ以外の者である場合 

(ｲ) 受贈者が贈与者の死亡に係る相続又は遺贈により財産を取得したとき 

当該特例対象贈与により取得をした特定事業用資産については、相続税法第21条

の２第４項の規定に該当する場合には贈与税の課税価格の計算の基礎に算入され

ないので、措置法第70条の６の８第１項の規定の適用はない。 

(注) 上記の場合、贈与者の死亡に係る相続税については、当該特定事業用資産は、

措置法令第40条の７の10第３項の規定により受贈者が贈与者から相続又は遺贈に

より取得をしたものとみなされることから、措置法第70条の６の10第１項の規定

の適用に係る要件を満たしている場合には、同項の規定の適用を受けることがで

きることに留意する。 

(ﾛ) 受贈者が贈与者の死亡に係る相続又は遺贈により財産を取得しなかったとき 

受贈者が、当該特例対象贈与により取得をした特定事業用資産について措置法第

70条の６の８第１項の規定の適用を受ける旨の贈与税の申告書を提出したとき（同

項の規定の適用に係る要件を満たしている場合に限る。）は、当該申告書は、同項

の規定の適用のある申告書となることに留意する。 

この場合において、同項の規定による贈与税の納税猶予の適用要件のうち担保の

提供については、その提供を要しないものとし、同条第14項の規定による贈与税の

免除の規定の適用に当たっては、当該申告書の提出があった時に免除の効果が生ず

るものとして取り扱う。 

ロ 受贈者が贈与者に係る相続時精算課税適用者（相続時精算課税の適用を受けようと

する者を含む。）である場合 

当該特例対象贈与により取得をした特定事業用資産については、贈与税の課税価格

の計算の基礎に算入されるが、相続税法第28条第４項の規定により贈与税の申告は不

要のため措置法第70条の６の８第１項の規定の適用はない。 

(注) 上記の場合、贈与者の死亡に係る相続税については、当該特定事業用資産は、措

置法令第40条の７の10第３項の規定により受贈者が贈与者から相続又は遺贈によ

り取得をしたものとみなされることから、措置法第70条の６の10第１項の規定の

適用に係る要件を満たしている場合には、同項の規定の適用を受けることができ

ることに留意する。 

⑵ 贈与者が特例対象贈与をした日の属する年の翌年に死亡した場合 

上記⑴のイ(ﾛ)を準用する。 
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この場合、当該特定事業用資産は、措置法令第 40 条の７の 10 第３項の規定により受贈者が贈与者

から相続又は遺贈により取得したものとみなされることから、措置法第 70 条の６の 10 第１項の規定

の適用に係る要件を満たしている場合には、同項の規定の適用を受けることができる。 

本通達の⑴イ(ｲ)の(注)は、このことを留意的に明らかにした。 

また、特定事業用資産の特例対象贈与があった日と贈与者の死亡の日とが同一年中であり、かつ、

その贈与者の死亡に係る相続又は遺贈によって受贈者が財産を取得しなかった場合（受贈者が贈与者

に係る相続時精算課税適用者（相続時精算課税の適用を受けようとする者を含む。）である場合を除

く。）には、当該特例対象贈与によって取得した特定事業用資産については、贈与税が課税されるこ

ととなるが、措置法第 70条の６の８第１項の規定の適用の有無が問題となる。ところで、同項の規定

においてはその納税猶予の期限が贈与者の死亡の日までとされているので、既にその申告書の提出期

限前に贈与者が死亡している場合には、納税猶予に係る期限の確定事由が発生していることになり、

同項の規定の適用を受ける実益はないことになる。しかしながら、同項の規定は、その贈与者が死亡

した場合又はその死亡の時前に受贈者が死亡した場合には、その納税猶予に係る税額を免除すること

とされており（措法 70の６の８⑭）、同項の規定の適用の実益は主としてこの免除にあるのであるか

ら、一概に納税猶予の実益がないことを理由として同項の規定の適用がないものと解し、その贈与税

の免除の実益をも適用しないとすることは適当ではないことから、その旨を本通達の⑴イ(ﾛ)において

留意的に明らかにした。なお、この場合において、同項の規定による贈与税の納税猶予の適用要件の

うち担保の提供については、農地の納税猶予や非上場株式等の納税猶予の取扱いと同様に、措置法第

70 条の６の８第１項の規定の適用後即免除になるため、同項の規定の適用要件である担保提供を当該

贈与税の申告時に求めることに実益がないことから、担保提供を要しないものとし、同条第 14項の規

定による贈与税の免除の規定の適用に当たっては、当該申告書の提出があった時に免除の効果が生ず

るものとして取り扱うこととした。 

  次に、特定事業用資産の特例対象贈与があった日と贈与者の死亡の日とが同一年中であり、かつ、

受贈者がその贈与者に係る相続時精算課税適用者（相続時精算課税の適用を受けようとする者を含む。）

である場合には、当該特例対象贈与により取得した特定事業用資産については、贈与税の課税価格の

計算の基礎に算入されるが、相続税法第 28 条第４項の規定により贈与税の申告は不要とされるので、

措置法第 70 条の６の８第１項の規定の適用はない。 

本通達の⑴ロはこのことを留意的に明らかにした。この場合、当該特定事業用資産は、措置法令第

40 条の７の 10 第３項の規定により受贈者が贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされ

ることから、措置法第 70 条の６の 10 第１項の規定の適用に係る要件を満たしている場合には、同項

の規定の適用を受けることができる。 

本通達の⑴ロの(注)は、このことを留意的に明らかにした。 

なお、贈与者の死亡が当該特定事業用資産の特例対象贈与のあった年の翌年であった場合で受贈者

による贈与税の申告書の提出前であるときは、当該特定事業用資産は当然に贈与税の課税対象となり、

また、贈与税の申告書の提出も要することから、本通達の⑴のイ(ﾛ)と同様の取扱いであることを本通

達の⑵において留意的に明らかにした。 
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（新設） 
（説明） 

  措置法第 70 条の６の８第１項の規定の適用を受ける特例事業受贈者が、特定申告期限の翌日から５

年を経過する日後に、同項の規定の適用を受ける特例受贈事業用資産の全てについて、同項の規定の

適用に係る贈与（以下 70の６の９―３までにおいて「免除対象贈与」という。）をした場合には、同

条第２項第３号に規定する納税猶予分の贈与税額（既に同条第４項の規定の適用があった場合には同

項の規定の適用があった特例受贈事業用資産の価額に対応するものとして措置法令第 40 条の７の８

第 19 項の規定により計算した金額を除く。以下 70 の６の９―３までにおいて「猶予中贈与税額」と

いう。）の全てが免除される（措法 70の６の８⑭三）。 

また、この場合における免除対象贈与により取得した特例受贈事業用資産に係る贈与税の納税猶予

に係る期限は、前の贈与者の死亡の日となり（措法 70の６の８①）、この前の贈与者が死亡した場合

には、その前の贈与者からその特例受贈事業用資産を相続又は遺贈により取得したものとみなされ、

その前の贈与の時（措置法第 70 条の６の８第 18 項の規定の適用があった場合には、同項に規定する

認可決定日）における当該特例受贈事業用資産の価額を基礎として計算した価額が相続税の課税価格

の計算の基礎に算入されることとなる（措法 70の６の９②）。 

ところで、免除対象贈与があった場合において、その贈与を受けた特例事業受贈者に係る贈与者の

前の贈与者が、その贈与があった日の属する年中に死亡すること、あるいは、その翌年の贈与税の申

告書の提出期限前に、かつ、受贈者による贈与税の申告書の提出前に死亡することがある。 

免除対象贈与があった場合、措置法第 70 条の６の８第１項の規定においてはその納税猶予の期限が

前の贈与者の死亡の日までとされているので、既にその申告書の提出期限前に前の贈与者が死亡して

いる場合には、納税猶予に係る期限の確定事由が発生していることになり、同項の規定の適用を受け

る実益はないことになる。しかしながら、同項の規定は、前の贈与者が死亡した場合又はその死亡の

時前に受贈者が死亡した場合には、その納税猶予に係る税額を免除することとされており（措法 70の

６の８⑭）、同項の規定の適用の実益は主としてこの免除にあるのであるから、一概に納税猶予の実

益がないことを理由として同項の規定の適用がないものと解し、その贈与税の免除の実益をも適用し

ないとすることは適当ではないことから、その旨を本通達において留意的に明らかにした。 

なお、この場合において、措置法第 70 条の６の８第１項の規定による贈与税の納税猶予の適用要件

のうち担保の提供については、農地の納税猶予や非上場株式等の納税猶予の取扱いと同様に、同項の

規定の適用後即免除になるため、同項の規定の適用要件である担保提供を当該贈与税の申告時に求め

ることに実益がないことから、担保提供を要しないものとし、同条第 14 項の規定による贈与税の免除

の規定の適用に当たっては、当該申告書の提出があった時に免除の効果が生ずるものとして取り扱う

こととした。 

（特例対象贈与に係る贈与者の前の贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合） 

70の６の８―５ 措置法第70条の６の８第１項の規定の適用を受けようとする特例事業受

贈者に係る贈与者の前の贈与者が、特例対象贈与に係る贈与税の申告書の提出期限前に、

かつ、特例事業受贈者による当該申告書の提出前に死亡した場合における同項の規定の適

用については、当該特例事業受贈者が、当該特例対象贈与により取得をした特定事業用資

産について同項の規定の適用を受ける旨の贈与税の申告書を提出したとき（同項の規定の

適用に係る要件を満たしている場合に限る。）は、当該申告書は、同項の規定の適用のあ

る申告書となることに留意する。 

この場合において、同項の規定による贈与税の納税猶予の適用要件のうち担保の提供に

ついては、その提供を要しないものとし、同条第14項（第３号に係る部分に限る。）の規

定による贈与税の免除の規定の適用に当たっては、当該申告書の提出があった時に免除の

効果が生ずるものとして取り扱う。 

(注) 「前の贈与者」とは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める者に当該特

定事業用資産の贈与をした者をいう（以下70の６の８―43において同じ。）。 

イ 贈与者に対する措置法第70条の６の８第１項の規定の適用に係る贈与が、当該贈

与をした者の措置法第70条の６の８第14項（第３号に係る部分に限る。）の規定の

適用に係るもの（以下このイ、70の６の８―43及び70の６の８－57において「免除

対象贈与」という。）である場合 特定事業用資産の免除対象贈与をした者のうち

最初に措置法第70条の６の８第１項の規定の適用を受けた者 

ロ イに掲げる場合以外の場合 贈与者 
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  (注)１ 「特定申告期限」とは、措置法第 70条の６の８第１項の規定の適用を受ける特例事業受贈者

の最初の同項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限又は最初

の措置法第 70 条の６の 10 第１項の規定の適用に係る相続に係る同項に規定する相続税の申告

書の提出期限のいずれか早い日をいう（措法 70 の６の８⑥。以下 70 の６の８―54 までにおい

て同じ。）。 

    ２ 「前の贈与者」とは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める者に当該特定事業用

資産の贈与をした者をいう（措法 70 の６の８①、措令 40 の７の８③。以下 70 の６の 10―１

までにおいて同じ。）。 

イ 贈与者に対する措置法第 70 条の６の８第１項の規定の適用に係る贈与が、免除対象贈与で

ある場合 特定事業用資産の免除対象贈与をした者のうち最初に措置法第 70 条の６の８第

１項の規定の適用を受けた者 

ロ イに掲げる場合以外の場合 贈与者 

    ３ 「前の贈与」とは、(注)２のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める者に対

する当該特例受贈事業用資産の贈与をいう（以下 70 の６の９―４までにおいて同じ。）。 

 

 

（参考）前の贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１代目 
事業者 

２代目 
事業者 

 

納税猶予 ２代目 
事業者 

３代目 
事業者 

⑤第１項の規定の適用を受けようとする受贈者 

④第 14項第３号に係る贈与（免除対象贈与） 

 

③当該特例事業受贈者に係る贈与者 

納税猶予 

①前の贈与者 

②前の贈与 

申告期限 

前に死亡 
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（新設） 
（説明） 

  贈与者（措置法第 70条の６の８第１項の規定の適用を受けている特例事業受贈者に限る。）による

免除対象贈与が行われた場合において、当該贈与に係る特例事業受贈者が同項の規定の適用を受けた

ときには、その免除対象贈与に係る納税猶予の期限は前の贈与者の死亡の日であり、当該贈与者の死

亡は納税猶予の期限とされていない。 

  したがって、当該贈与者が当該免除対象贈与の日の属する年中に死亡した場合であっても、当該贈

与に係る特例事業受贈者が措置法第 70条の６の８第１項の規定の適用を受けるときには、当該贈与に

係る贈与税の申告書の提出期限前に納税猶予に係る期限の確定事由が生じていないことから、当該贈

与に係る特例事業受贈者は、同項に規定する贈与税の申告書を提出することができる。 

  本通達は、特例受贈事業用資産に係る贈与者（措置法第 70 条の６の８第１項の規定の適用を受けて

いる特例事業受贈者に限る。）が、当該特例受贈事業用資産の贈与（当該贈与者の同条第 14項第３号

の規定の適用に係る贈与（免除対象贈与）に限る。）の日の属する年に死亡した場合において、当該

贈与に係る特例事業受贈者が同条第１項の規定の適用を受けるためには、同項に規定する贈与税の申

告書の提出を要することを留意的に明らかにするとともに、当該贈与者の相続の開始に係る相続税の

計算については、同項の規定の適用を受けた当該特例受贈事業用資産には、措置法令第 40条の７の８

第 42 項の規定により、相続税法第 19 条、第 21 条の 15 及び第 21 条の 16 の規定の適用がなく、当該

特例受贈事業用資産の価額は、相続税の課税価格には加算されないことを留意的に明らかにした。 

   

 

（参考）免除対象贈与をした贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（措置法第70条の６の８第１項の規定の適用を受けている贈与者が贈与税の申告期限前に

死亡した場合） 

70の６の８―６ 贈与者（措置法第70条の６の８第１項の規定の適用を受けている特例事業

受贈者に限る。）が、当該贈与者に係る特例受贈事業用資産の贈与（当該贈与者の措置法

第70条の６の８第14項第３号の規定の適用に係る贈与に限る。）の日の属する年に死亡し

た場合において、当該贈与に係る特例事業受贈者が措置法第70条の６の８第１項の規定の

適用を受けるためには、同項に規定する贈与税の申告書の提出を要することに留意する。 

なお、当該贈与者の相続の開始に係る相続税については、同項の規定の適用を受けた当

該特例受贈事業用資産には、措置法令第40条の７の８第42項の規定により、相続税法第19

条、第21条の15及び第21条の16の規定の適用がないことに留意する。 

１代目 
事業者 

２代目 
事業者 

 

納税猶予 ２代目 
事業者 

３代目 
事業者 

④第 14項第３号に係る贈与に係る特例事業受贈者 

③第 14項第３号に係る贈与（免除対象贈与） 

 

②贈与者（第１項の規定の適用を 

受けている特例事業受贈者） 

納税猶予 

申告期限 

前に死亡 

①前の贈与者 
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（新設） 
（説明） 

  受贈者が、財産の贈与を受けた年中において死亡した場合又はその贈与を受けた翌年の贈与税の申

告書の提出期限前にその申告書を提出しないで死亡した場合には、その受贈者の相続人（包括受遺者

を含む。）は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から 10か月以内にその死亡した受贈者

に係る贈与税の申告書を提出しなければならないこととされている（相法 28②）。 

ところで、特定事業用資産の特例対象贈与に係る受贈者が当該特定事業用資産の特例対象贈与を受

けた年中において死亡した場合又はその翌年の贈与税の申告書の提出期限前にその申告書を提出しな

いで死亡した場合には、その受贈者の死亡により既に納税猶予の期限の確定事由が発生しているため、

その受贈者の相続人や包括受遺者が、その死亡した受贈者について措置法第 70 条の６の８第１項の規

定の適用を受けようとする旨の贈与税の申告書を提出することができるかどうかについては疑義が生

ずるところである。これについては、70 の６の８―４においても述べたように、「個人の事業用資産

についての贈与税の納税猶予及び免除」は、主として納税猶予税額の免除に実益があることから受贈

者の死亡のタイミングによりこの実益を奪うことはあまりに納税者にとって酷であること、また、農

地の贈与税の納税猶予及び非上場株式等の贈与税の納税猶予においても同様のケースについて納税猶

予の適用を認めることとしている（70 の４―20、70 の７―４参照）ことも考慮し、当該特定事業用資

産の受贈者が贈与税の申告期限前に死亡した場合においても、その適用要件を具備しているときは、

同項の規定の適用を受けることができるものと取り扱って差し支えないこととした。 

 この場合において、措置法第 70 条の６の８第１項の規定による贈与税の納税猶予の適用要件のうち

担保の提供については、農地の納税猶予及び非上場株式等の納税猶予の取扱いと同様に、同項の規定

の適用後即免除になるため同項の規定の適用要件である担保提供を当該贈与税の申告時に求めること

に実益がないことから、担保提供を要しないものとし、同条第 14項の規定による贈与税の免除の規定

の適用に当たっては、当該申告書の提出があった時に免除の効果が生ずるものとして取り扱うことと

した。 

  

（特例対象贈与に係る受贈者が贈与税の申告期限前に死亡した場合） 

70の６の８―７ 特例対象贈与に係る受贈者が、当該特例対象贈与を受けた日の属する年の

中途において死亡した場合又は当該特例対象贈与に係る贈与税の申告書の提出期限前に

当該申告書を提出しないで死亡した場合において、当該受贈者の相続人（包括受遺者を含

む。）が当該受贈者の当該特例対象贈与に係る特定事業用資産について措置法第70条の６

の８第１項の規定の適用を受ける旨の贈与税の申告書を提出したとき（同項の規定の適用

に係る要件を満たしている場合に限る。）は、当該申告書は、同項の規定の適用のある申

告書として取り扱って差し支えない。 

この場合において、同項の規定による贈与税の納税猶予の適用要件のうち担保の提供に

ついては、その提供を要しないものとし、同条第14項の規定による贈与税の免除の規定の

適用に当たっては、当該申告書の提出があった時に免除の効果が生ずるものとして取り扱

う。 
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（新設） 
（説明） 

  措置法第 70 条の６の８第３項においては、同条第１項の規定の適用を受ける特例事業受贈者、特例

受贈事業用資産又は当該特例受贈事業用資産に係る事業について同条第３項各号に掲げる場合に該当

することとなった場合には、納税の猶予に係る期限が到来し、同条第２項第３号に規定する納税猶予

分の贈与税額（以下 70 の６の９―３までにおいて「納税猶予分の贈与税額」という。）及び利子税を

納付しなければならないこととされている。 

ところで、措置法第 70条の６の８第３項の規定は贈与税の申告書の提出期限以降に適用される規定

であることから、措置法第 70条の６の８第１項の適用要件を充足する場合には、特例対象贈与の日か

ら当該贈与税の申告書の提出期限までの間に同条第３項各号に掲げる事由が生じた場合であっても同

条第１項の規定の適用を受けることができるのか、また、当該適用を受けることができるとした場合

に同条第３項の規定の適用はないのかについては疑義の生ずるところである。 

この点、措置法第 70条の６の８第１項の規定の適用に当たっては、特例事業受贈者は中小企業にお

ける経営の承継の円滑化に関する法律第 12 条第１項の認定（以下 70 の６の８―８において「特例円

滑化法認定」という。）を受けていることが要件とされているところ（措法 70の６の８②二ロ）、特

例円滑化法認定を受けた後、措置法第 70条の６の８第３項各号に掲げる事実が判明したときは、中小

企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第９条の規定により当該認定を取り消すこと

ができることとされている（円滑化省令９⑭⑯）。 

したがって、特例対象贈与の日から贈与税の申告書の提出期限までの間に措置法第 70条の６の８第

３項各号に規定する事由が生じた場合には、そもそも措置法第 70条の６の８第１項の規定の適用の前

提条件となる特例円滑化法認定がなされないことから、事実上、同項の規定の適用を受けることがで

きない。また、そもそも措置法第 70 条の６の８は、個人事業者の事業を円滑に後継者に承継し、当該

後継者が当該事業を維持し経営を引き続いて行っていくものについて税制上の支援を行うために創設

された制度であることに鑑みると、同条第１項の規定の適用を受けることができると解することは適

当でない。 

本通達は、このことを留意的に明らかにした。 

  

（申告期限前に全部確定事由が生じた場合） 

70の６の８―８ 特例対象贈与があった日の翌日から贈与税の申告書の提出期限までの間

に、措置法第70条の６の８第３項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなった場

合には、当該特例対象贈与に係る特定事業用資産について同条第１項の規定の適用を受け

ることができないことに留意する。 
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（新設） 
（説明） 

  措置法第 70 条の６の８第１項は、期限内申告に限り適用されるのであるが（ゆうじょ規定も設けら

れていない。）、本通達においては、農地の納税猶予や非上場株式等の納税猶予における取扱いと同

様に、例外的に、修正申告又は更正があった場合でも、その修正申告又は更正が期限内申告書の提出

により同項の規定の適用を受けた特例受贈事業用資産の評価誤り又は税額計算の誤りのみに基づくも

のであるときは、当該修正申告又は更正により納付すべき贈与税額（附帯税を除く。）については、

当初からこの制度の適用があるものとして取り扱うこととした。 

これは、期限内申告に含まれている特例受贈事業用資産の単純な評価誤りや税額の計算誤りのよう

な軽微な原因に基づく増加税額については、納税者の立場を考慮し、納税猶予の適用を認めようとす

るものである。したがって、修正申告又は更正に基づく税額であっても、当該修正申告又は更正の起

因となった事実の中に当該原因によるもの以外のものが含まれているときは、この取扱いは適用され

ない。また、これにより納税猶予の適用が受けられるのは、特例受贈事業用資産の評価誤り又は税額

の計算誤りによって増加する本税の額に限られ、附帯税の額についてまでは適用されない。なお、こ

れによる納税猶予の適用は、その効果を贈与税の申告期限まで遡及することとしていることから同じ

附帯税であっても延滞税については、これを課される余地がない。 

 なお、これによる納税猶予の適用についても、一般の場合と同様に、当該修正申告又は更正による

贈与税の本税の額とその本税に係る利子税の額との合計額に相当する担保の提供が必要であるが、そ

の担保の提供に係る期限は、農地の納税猶予や非上場株式等の納税猶予における取扱いと同様に、国

税通則法第 35 条第２項の規定による納期限である当該修正申告書の提出の日又は当該更正に係る通

知書が発せられた日の翌日から起算して１月を経過する日までとして取り扱うこととした。 

 

  

（修正申告等に係る贈与税額の納税猶予） 

70の６の８―９ 措置法第70条の６の８第１項の規定は、特例受贈事業用資産の贈与に係る

贈与税についての期限後申告、修正申告又は更正に係る税額について適用がないことに留

意する。 

ただし、修正申告又は更正があった場合で、当該修正申告又は更正が期限内申告におい

て同項の規定の適用を受けた特例受贈事業用資産の評価又は税額計算の誤りのみに基づ

いてされるときにおける当該修正申告又は更正により納付すべき贈与税額（附帯税を除

く。）については、当初から同項の規定の適用があることとして取り扱う。 

この場合において、当該修正申告又は更正により納税猶予を受ける贈与税の本税の額と

当該本税に係る利子税の額に相当する担保については、当該修正申告書の提出の日又は当

該更正に係る通知書が発せられた日の翌日から起算して１月を経過する日までに提供し

なければならないこととして取り扱う。 
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（担保の提供等） 

70 の６の８―10 措置法第 70 条の６の８第１項の規定による担保の提供については、国税通則

法第 50 条から第 54条までの規定の適用があることに留意する。 
 

（新設） 
（説明） 

  個人の事業用資産に係る贈与税の納税猶予の適用を受けるためには、贈与税の申告書の提出期限ま

でに担保を提供する必要がある（措法 70 の６の８①）。 

本通達は、担保提供に関する原則は国税通則法の規定に基づくものであることを留意的に明らかに

したものである。 
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（贈与税の額に相当する担保） 

70の６の８―11 措置法第70条の６の８第１項に規定する「当該納税猶予分の贈与税額に相

当する担保」とは、納税猶予に係る贈与税の本税の額と当該本税に係る納税猶予期間中の

利子税の額との合計額に相当する担保をいうことに留意する。 

なお、この場合の当該本税に係る猶予期間中の利子税の額は、同項の規定の適用に係る

贈与税の申告書の提出期限における贈与者の平均余命年数を納税猶予期間として計算した

額によるものとして取り扱うことに留意する。 

(注) 上記平均余命年数は、相続税法施行規則第12条の３((平均余命))に定める平均余命

によることに留意する（以下70の６の10―10において同じ。）。 
 

（新設） 
（説明） 

  本通達は、担保として必要な財産の価額は、本税のほか猶予期間中の利子税も担保する必要がある

ことを留意的に明らかにしたものである。 

  この場合に担保提供時には「贈与者の死亡の日まで」という未確定の猶予期間に係る利子税を計算

することはできないことから、必要担保額の計算に当たっては「贈与者の平均余命年数に相当する納

税猶予期間中の利子税の額」による取扱いとしている。 

なお、この場合における「平均余命年数」は、相続税法施行規則第 12 条の３((平均余命))に定める

平均余命によることを本通達の(注)で留意的に明らかにしている。 

   

 

《参考条文等》 

○相続税法施行規則（抜粋） 

（平均余命） 

第十二条の三 施行令第五条の八に規定する財務省令で定める平均余命は、厚生労働省の作成に係る

完全生命表に掲げる年齢及び性別に応じた平均余命（一年未満の端数があるときは、これを切り捨

てた年数）とする。  
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（新設） 
（説明） 

  措置法第 70 条の６の８第２項第１号では、同号に規定する特定事業用資産に係る贈与者（生計一親

族等を含む。）の事業から「不動産貸付業その他政令で定めるもの」を除く旨規定し、措置法令第 40

条の７の８第５項は、この「政令で定めるもの」として「駐車場業及び自転車駐車場業」を規定して

いる。 

そこで、本通達は、贈与者（生計一親族等を含む。）の不動産貸付業、駐車場業又は自転車駐車場業

については、その規模、設備の状況及び営業形態等を問わず全て措置法第 70条の６の８第２項第１号

に規定する不動産貸付業又は措置法令第 40 条の７の８第５項に規定する駐車場業若しくは自転車駐

車場業に該当し、措置法第 70条の６の８第１項の規定の適用対象となる事業に当たらないことを留意

的に明らかにした。 

ところで、下宿等のように部屋を使用させるとともに食事を提供する事業は「不動産貸付業その他

政令で定めるもの」に当たるのではないかとの疑義も生じる。しかしながら、一般に下宿等は、単に

部屋を使用させるだけでなく、むしろ食事を提供することなどが主となると考えられる。また、所得

税の取扱い（所得税基本通達 26―４）においても、下宿等から生ずる所得の区分は、事業所得又は雑

所得に該当するものとされ、このような事業は、単なる不動産の貸付けではないものとされている。 

そこで、本通達の(注)は、下宿等のように部屋を使用させるとともに食事を供する事業は、「不動

産貸付業その他政令で定めるもの」に当たらないことを留意的に明らかにした。したがって、下宿等

が事業所得を生ずべき事業として行われている場合には、措置法第 70 条の６の８第１項の適用対象と

なることになる。 

なお、上記の取扱いは、措置法第 69 条の４の「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の

特例」（以下 70 の６の 10―18 までにおいて「小規模宅地等の特例」という。）に係る同条第３項第

１号に規定する特定事業用宅地等及び同項第４号に規定する貸付事業用宅地等の判定についても同様

とされている（69の４―13、14）。 

 

《参考条文等》 

○所得税基本通達（抄） 

（アパート、下宿等の所得の区分） 

26―４ アパート、下宿等の所得の区分については、次による。 

   ⑴ アパート、貸間等のように食事を供さない場合の所得は、不動産所得とする。 

⑵ 下宿等のように食事を供する場合の所得は、事業所得又は雑所得とする。 

  

（贈与者の事業の意義等） 

70の６の８―12 贈与者（生計一親族等を含む。）の事業からは、不動産貸付業並びに措置

法令第40条の７の８第５項に規定する駐車場業及び自転車駐車場業が除かれているので

あるから、贈与者（生計一親族等を含む。）の不動産貸付業、駐車場業又は自転車駐車場

業については、その規模、設備の状況及び営業形態等を問わず全て措置法第70条の６の８

第１項の規定の適用対象となる事業に当たらないことに留意する。 

(注) 下宿等のように部屋を使用させるとともに食事を供する事業は、措置法第70条の６

の８第２項第１号に規定する「不動産貸付業その他政令で定めるもの」に当たらない

ことに留意する。 
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（新設） 
（説明） 

  措置法第 70 条の６の８第１項の規定の適用対象となる特定事業用資産は、贈与者（生計一親族等を

含む。）の事業の用に供されていた一定の資産をいうのであるが、これに該当するかどうかは、特例

対象贈与の直前において現実に事業の用に供されていたかどうかで判定することになる。 

したがって、過去に贈与者（生計一親族等を含む。）の事業の用に供されていた資産であっても、

その特例対象贈与の直前において当該事業の用に供されていない資産については、同項の規定の適用

はないのが原則である。ただし、災害、疾病等のため、一時的に当該事業の用に供されていない資産

については、これらの事由が解消すれば再び事業の用に供することが見込まれるものであり、引き続

き事業の用に供されていた資産とみることができることから、これらの資産は「贈与の直前において

事業の用に供されていた資産」に含まれることを、本通達において留意的に明らかにした。 

  ところで、贈与者には、事業を営んでいた者（措置法令第 40 条の７の８第１項第１号に定める者）

のほか、自らは事業を営んでいないが、その者の生計一親族等が事業を営んでいる者（同項第２号に

定める者。以下 70の６の８―14 までにおいて「非事業者」という。）も含まれるが、この非事業者に

係る特定事業用資産が事業の用に供されていたかどうかについては、当該非事業者に係る生計一親族

等（同項第１号に定める者に限る。）の特例対象贈与（当該非事業者から特例対象贈与により取得を

した特定事業用資産について措置法第 70 条の６の８第１項の規定の適用を受けようとする者が、当該

特例対象贈与の時前に生計一親族等（措置法令第 40 条の７の 10 第１項第１号に定める者に限る。）

から相続又は遺贈により取得をした当該特定事業用資産に係る事業と同一の事業に係る他の資産につ

いて措置法第 70 条の６の 10 第１項の規定の適用を受けようとする場合又は受けている場合には、当

該生計一親族等に係る相続の開始）の直前における現況により判定することとなる。 

本通達の(注)の１は、このことを留意的に明らかにした。 

  また、贈与者の営む一の事業を、２人以上の受贈者がそれぞれ別の事業として承継をする場合にお

いて、特例対象贈与が異なる時期に行われたときには、当該特例対象贈与のうち最初に行われた贈与

の直前における現況により、特定事業用資産が事業の用に供されていたかどうかの判定を行うことと

なる。 

本通達の(注)の２は、このことを留意的に明らかにした。 

   

 

  

（贈与者の事業の用に供されていた資産） 

70の６の８―13 措置法第70条の６の８第２項第１号イからハまでに定める資産が贈与者

（生計一親族等を含む。）の事業の用に供されていた資産に該当するかどうかは、当該資

産が特例対象贈与の直前において現実に事業の用に供されていたかどうかで判定するの

であるが、当該事業の用に供されていた資産には、災害、疾病等のため、当該特例対象贈

与の直前において一時的に当該事業の用に供されていないものが含まれることに留意す

る。 

(注)１ 贈与者が措置法令第40条の７の８第１項第２号に定める者に該当する場合にお

ける上記の判定は、当該贈与者に係る生計一親族等（同項第１号に定める者に限

る。）の特例対象贈与（当該贈与者から特例対象贈与により取得をした特定事業用

資産について措置法第70条の６の８第１項の規定の適用を受けようとする者が、当

該特例対象贈与の時前に生計一親族等（措置法令第40条の７の10第１項第１号に定

める者に限る。）から相続又は遺贈により取得をした当該特定事業用資産に係る事

業と同一の事業に係る他の資産について措置法第70条の６の10第１項の規定の適

用を受けようとする場合又は受けている場合には、当該生計一親族等に係る相続の

開始。以下70の６の８―14⑵において同じ。）の直前における現況により行うこと

に留意する。 

２ 贈与者の営む一の事業を、２人以上の受贈者がそれぞれ別の事業として承継をす

る場合において、特例対象贈与が異なる時期に行われたときにおける上記の判定は、

当該特例対象贈与のうち最初に行われた贈与の直前における現況により行うことに

留意する。 
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（新設） 
（説明） 

  措置法第 70 条の６の８第１項の適用対象となる特定事業用資産は、同条第２項第１号において、

「贈与者の前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年の前年分の事業所得・・・に係る青色申告書・・・

の貸借対照表に計上されているものに限る」と規定されており、事業の用に供されていたという実質

だけでなく、貸借対照表に計上されているという形式面での要件により、適用対象となる資産が明確

化されている。 

ところで、同号の「贈与者」は生計一親族等を含む概念であり、事業を営んでいる者と非事業者と

が含まれる。したがって、同号の「貸借対照表」は、次に掲げる贈与者の区分に応じ、それぞれに定め

る貸借対照表が該当することとなる。 

  ⑴ 「贈与者」が事業を営んでいる者（本通達の⑴に掲げる者）である場合 その者の特例対象贈与

の日の属する年の前年分の事業所得（所得税法第 27 条第１項に規定する事業所得をいう。以下 70

の６の８―64までにおいて同じ。）に係る青色申告書（同法第２条第１項第 40 号に規定する青色申

告書をいい、措置法第 25条の２第３項の規定の適用に係るものに限る。以下 70の６の８―14にお

いて同じ。）の貸借対照表 

⑵ 贈与者が非事業者（本通達の⑵に掲げる者）である場合 その者に係る生計一親族等（措置法令

第 40条の７の８第１項第１号に定める者に限る。）の特例対象贈与の日の属する年の前年分の事業

所得に係る青色申告書の貸借対照表 

(注) 上記⑵の「特例対象贈与の日」は、当該非事業者から特例対象贈与により取得をした特定事

業用資産について措置法第 70条の６の８第１項の規定の適用を受けようとする者が、当該特例

対象贈与の時前に当該非事業者に係る生計一親族等（措置法令第 40 条の７の 10 第１項第１号

に定める者に限る。）から相続又は遺贈により取得をした当該特定事業用資産に係る事業と同

一の事業に係る他の資産について措置法第 70 条の６の 10 第１項の規定の適用を受けようとす

る場合又は受けている場合には、当該生計一親族等に係る相続の開始の日となることに留意す

る。 

  本通達は、このことを留意的に明らかにした。 

  なお、上記⑴に掲げる贈与者又は上記⑵に定める生計一親族等の特例対象贈与の直前において事業

の用に供されていた措置法第 70 条の６の８第２項第１号イからハまでに規定する資産であっても、当

該特例対象贈与の日の属する年中に取得をした資産など上記⑴又は⑵に定める貸借対照表に計上され

ていない資産については、特定事業用資産に該当しないことになる。 

  本通達の(注)は、このことを留意的に明らかにした。 

  

（特定事業用資産の基準となる貸借対照表） 

70の６の８―14 措置法第70条の６の８第１項の規定の対象となる特定事業用資産は、次に

掲げる贈与者の区分に応じ、それぞれに定める貸借対照表に計上されているものに限られ

ることに留意する。 

⑴ 措置法令第40条の７の８第１項第１号に定める贈与者 当該贈与者の特例対象贈与

の日の属する年の前年分の事業所得（所得税法第27条第１項に規定する事業所得をい

う。以下70の６の８―64までにおいて同じ。）に係る青色申告書（同法第２条第１項第

40号に規定する青色申告書をいい、措置法第25条の２第３項の規定の適用に係るものに

限る。以下70の６の８―14において同じ。）の貸借対照表 

⑵ 措置法令第40条の７の８第１項第２号に定める贈与者 当該贈与者に係る生計一親

族等（同項第１号に定める者に限る。）の特例対象贈与の日の属する年の前年分の事業

所得に係る青色申告書の貸借対照表 

(注) ⑴に掲げる贈与者又は⑵に定める生計一親族等の特例対象贈与の直前において事

業の用に供されていた措置法第70条の６の８第２項第１号イからハまでに規定する

資産であっても、当該特例対象贈与の日の属する年中に取得をした資産など⑴又は⑵

に定める貸借対照表に計上されていない資産については、特定事業用資産に該当しな

いことに留意する。 
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（新設） 
（説明） 

  措置法第 70 条の６の８第２項第１号イに掲げる宅地等（以下 70 の６の 10―18 までにおいて「宅地

等」という。）は、措置法規則第 23 条の８の８第１項で定める建物又は構築物（以下 70 の６の８―

15 において「建物等」という。）の敷地の用に供されているもののうち、措置法令第 40条の７の８第

６項で定めるものに限られるところ、同項では「措置法第 70条の６の８第２項第１号に規定する贈与

者の事業の用に供されていた宅地等」をその対象として規定している。 

  そして、この「贈与者の事業の用に供されていた宅地等」の判定に当たっては、「誰」の事業か、ま

た、「何」の事業かの判定を適切に行うことが重要となるが、この場合、この特例の対象となる宅地

等は建物等の敷地の用に供されていたものであることから、①贈与者の所有する宅地等の上に贈与者

の所有する建物等が存する場合と②贈与者の所有する宅地等の上に贈与者以外の者が所有する建物等

が存する場合を念頭において整理する必要がある。 

 ⑴ 贈与者の所有する宅地等の上に贈与者の所有する建物等が存する場合 

  イ 贈与者がその所有する建物等を自己の事業の用に供していたときには、その宅地等は、当該贈

与者の事業の用に供されていたものとして、この特例の適用対象となる。 

  ロ 贈与者がその所有する建物等を相当の対価により継続的に貸し付けていたときには、その宅地

等は当該贈与者の不動産貸付の用に供されていた宅地等に該当することから、この特例の適用対

象とならないこととなる。 

  ハ 贈与者がその所有する建物等を無償（相当の対価に至らない程度の対価の授受がある場合を含

む。以下 70 の６の８―15において同じ。）で貸し付けていたときには、その宅地等は当該贈与者

の不動産貸付の用に供されていないことになるのであるが、生計一親族等が当該建物等を借り受

けていた場合には、親族間における建物等の利用の実態等を踏まえれば、当該生計一親族等の建

物等の利用状況に基づき判定を行うことが相当である。したがって、当該生計一親族等が当該建

物等を自己の事業の用に供していたときは、当該宅地等は当該生計一親族等の事業の用に供され

ていた宅地等として、この特例の適用対象となる。 

   (注) 宅地等又は建物等の貸付けで不動産貸付たる「事業」に該当するものは、相当の対価によ

り継続的になされるものであることから、上記の「無償」には、例えば、固定資産税その他

の必要経費を補う程度の相当の対価に至らない程度の対価の授受がある場合を含むことにな

る。 

 ⑵ 贈与者の所有する宅地等の上に贈与者以外の者が所有する建物等が存する場合 

  イ 当該建物等の所有者が贈与者の生計一親族等である場合 

   (ｲ) 贈与者の所有する宅地等の上に当該贈与者の生計一親族等が所有する建物等が存する場合に

おいて、当該贈与者が当該宅地等を当該生計一親族等に相当の対価により継続的に貸し付けて

いたときには、その宅地等は当該贈与者の不動産貸付の用に供されていた宅地等に該当するこ

とから、この特例の適用対象とならないこととなる。 

   (ﾛ) 贈与者の所有する宅地等の上に当該贈与者の生計一親族等が所有する建物等が存する場合に

おいて、当該贈与者が当該宅地等を当該生計一親族等に無償で貸し付けていたときには、その

宅地等は当該贈与者の不動産貸付の用に供されていないことになるのであるが、この場合には、

この特例の対象となる宅地等が建物等の敷地の用に供されていた宅地等であることに鑑みれば、

当該宅地等は当該建物等の所有者の用に供されていたものとして取り扱うことが相当であり、

その建物等の所有者ごとにその建物等をどのように利用していたかにより判定を行うことが相

当である。 

したがって、この場合に当該生計一親族等が当該建物等を自己の事業の用に供していたとき

は、当該宅地等は当該生計一親族等の事業の用に供されていた宅地等として、この特例の適用

（贈与者の事業の用に供されていた宅地等の範囲） 

70の６の８―15 措置法令第40条の７の８第６項の「贈与者の事業の用に供されていた宅地

等」とは、贈与者（生計一親族等を含む。）の事業の用に供されていた建物又は構築物で、

当該贈与者が所有していたもの又は当該贈与者の親族（生計一親族等を除く。）が所有し

ていたもの（当該贈与者が当該建物又は構築物を当該親族から無償（相当の対価に至らな

い程度の対価の授受がある場合を含む。）で借り受けていた場合における当該建物又は構

築物に限る。）の敷地の用に供されていたものをいうことに留意する。 
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対象となる。なお、当該生計一親族等が当該建物等を相当の対価により継続的に貸し付けてい

たときには、その宅地等は当該生計一親族等の不動産貸付の用に供されていた宅地等に該当し、

この特例の適用対象とならないこととなる。 

     他方、当該生計一親族等が当該建物等を無償で貸し付けていたときには、その宅地等は当該

贈与者の事業の用及び当該生計一親族等の事業の用のいずれにも供されていないことになる。 

しかしながら、当該建物等を「当該贈与者及び当該生計一親族等」以外の当該贈与者の生計

一親族等（以下 70 の６の８―15 において「他の生計一親族等」という。）が無償で借り受けて

いる場合には、親族間における建物等の利用の実態等を踏まえれば、当該他の生計一親族等の

建物等の利用状況に基づき判定を行うことが相当であり、当該他の生計一親族等が当該建物等

を自己の事業の用に供していたときには、当該宅地等は当該他の生計一親族等の事業の用に供

されていた宅地等として、この特例の対象となる。 

ロ 当該建物等の所有者が贈与者の生計一親族等以外の者である場合 

上記イの考え方を前提とすると、建物等の所有者が贈与者の生計一親族等以外の者である場合

には、当該建物等の敷地の用に供される宅地等はこの特例の対象となる宅地等に該当する余地は

ないこととなる。しかしながら、建物等の所有者が無償で建物等を貸し付けていた場合において、

当該建物の所有者が当該贈与者の親族（生計一親族等を除く。）であり、かつ、当該贈与者又は

当該贈与者の生計一親族等が当該建物等を無償で借り受けている場合には、親族間における建物

等の利用の実態等を踏まえれば、当該贈与者又は当該贈与者の生計一親族等の建物等の利用状況

に基づき判定を行うことが相当であり、当該贈与者又は当該贈与者の生計一親族等が当該建物等

を自己の事業の用に供していたときには、当該宅地等は当該他の生計一親族等の事業の用に供さ

れていた宅地等として、この特例の対象となる。 

(注) 当該建物の所有者が、相当の対価により当該贈与者又は当該贈与者の生計一親族等に当該

建物を貸し付けていたときには、当該宅地等は当該建物の所有者の不動産貸付の用に供され

ていた宅地等に該当することから、当該贈与者又は当該贈与者の生計一親族等が当該建物等

を事業の用に供していたとしても、当該宅地等については、この特例の適用はないこととな

る。 

  本通達は、これらのことを留意的に明らかにした。 

  (注) 上記の取扱いは、小規模宅地等の特例においても同様とされている（69の４―４）。 
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（新設） 
（説明） 

  措置法第 70 条の６の８第２項第１号に規定する「不動産貸付事業その他政令で定める事業」（以下

70 の６の８―16 において「不動産貸付事業等」という。）の用に供されていた資産は特定事業用資産

に該当せず措置法第 70条の６の８第１項の規定の適用を受けることができないことから、不動産貸付

事業等の用に供されていた資産かどうかの判定は重要な意味をもつ。 

  ところで、贈与者（贈与者が措置法令第 40条の７の８第１項第２号に定める者である場合には、当

該贈与者の生計一親族等。以下 70 の６の８―16 において同じ。）がその営む事業に従事する使用人に

提供している寄宿舎等の用に供されていた建物及びその敷地の用に供されていた宅地等は、貸家及び

その敷地の用に供されていた宅地等に当たり、不動産貸付事業等の用に供されていた資産に該当する

のではないかとの疑義も生じる。しかしながら、贈与者が営む事業に従事する使用人に寄宿舎等を提

供する行為は、事業の遂行に伴う従業員の福利厚生の一環として行われるのが通常であることから、

その寄宿舎等は贈与者の営む「事業」の事業用施設とみるのが合理的であり、寄宿舎等の使用者から

その使用の対価を徴している場合であっても、そのこと自体を不動産貸付とみるのは適当でない。 

  本通達は、このような考え方の下に、贈与者の営む事業に従事する使用人の寄宿舎等（当該贈与者

の親族のみが使用していたものを除く。）の用に供されていた建物及びその敷地の用に供されていた

宅地等は、贈与者の営む事業そのものの用に供されていたものとして、当該贈与者の当該事業に係る

特定事業用資産に当たることを留意的に明らかにした。 

  なお、贈与者の営む事業が不動産貸付事業等である場合には、その事業に係る寄宿舎等も不動産貸

付事業等の用に供されていた資産に該当することとなる。 

 (注) 上記の取扱いは、小規模宅地等の特例においても同様とされている（69 の４―６）。 

  

（使用人の寄宿舎等の敷地等） 

70の６の８―16 贈与者（贈与者が措置法令第40条の７の８第１項第２号に定める者である

場合には、当該贈与者の生計一親族等。以下70の６の８―16において同じ。）の営む事業

に従事する使用人の寄宿舎等（当該贈与者の親族のみが使用していたものを除く。）の用

に供されていた建物及びその敷地の用に供されていた宅地等は、当該贈与者の当該事業に

係る特定事業用資産に当たることに留意する。 
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（新設） 
（説明） 

  措置法第 70 条の６の８第２項第１号イに掲げる宅地等及び同号ロに掲げる建物について、事業の用

に供されていた部分以外の部分がある場合には、その部分は特定事業用資産に該当しないこととされ

ている（措令 40 の７の８⑥⑦）。 

  このため、一棟の建物が複数の用途に供されている場合には、その建物及びその建物の敷地の用に

供されていた宅地等について、事業の用に供されていた部分の範囲を確定させることが必要となるが、

この場合、建物については、その利用状況に応じ事業の用に供されていた部分を確定し、その敷地の

用に供されていた宅地等については、その確定された当該建物の用途別の床面積比によりあん分する

ことにより事業の用に供されていた部分を確定するのが合理的である。 

  ところで、店舗兼住宅等（贈与者（生計一親族等を含む。）の事業の用に供されていた建物のうち

に当該事業の用以外の用に供されていた部分のある建物及び当該建物の敷地の用に供されていた宅地

等をいう。以下 70 の６の８―17 において同じ。）については、贈与者が、特例対象贈与の時前にその

持分の一部を当該贈与者の配偶者に贈与し、その配偶者がその持分の贈与につき相続税法第 21条の６

第１項の規定による贈与税の配偶者控除の適用を受け又は受けようとする場合がある。 

  この際、その配偶者が、その持分は居住用部分から優先的に贈与を受けたものであるとして、その

持分に係る居住用部分の判定を相続税法基本通達 21 の６―３((店舗兼住宅等の持分の贈与があった

場合の居住用部分の判定))のただし書の取扱いを適用し、贈与税の配偶者控除の適用を受けている又

は受けようとしている場合が考えられる。このような場合において、贈与しなかった持分に係る贈与

者の事業の用に供されていた部分の範囲の確定は、その配偶者への持分の贈与につき同通達のただし

書の取扱いを受けているということを前提として行うのか否かという疑義も生じる。 

  しかしながら、①特定事業用資産に該当する宅地等及び建物の判定は特例対象贈与の直前の現況で

行うこと（措法 70 の６の８②一）、②相続税法基本通達 21 の６―３のただし書の取扱いの適用は、

贈与税の配偶者控除を適用する場合の計算に限った取扱いであること、及び③同通達のただし書の取

扱いを受けて共有となった店舗兼住宅等であっても、これを譲渡した場合に生ずる譲渡所得の金額の

計算は、それぞれの者がそれぞれの持分について居住用及び事業用の割合に応じ土地建物を譲渡した

ものとして計算するのが相当であるとされていることから、店舗兼住宅等に係る事業の用に供されて

いた部分の範囲の確定に当たっても、同通達ただし書の取扱いを受けているということを前提として

判定するのは適当でないと考えられる。 

  そこで、本通達は、措置法第 70条の６の８第１項の規定の適用に当たり贈与者がその配偶者に贈与

しなかった店舗兼住宅等の持分のうち贈与者（生計一親族等を含む。）の事業の用に供されていた部

分の範囲の確定は、特例対象贈与の直前における現況によって行うことを留意的に明らかにした。 

 (注) 上記の取扱いは、小規模宅地等の特例においても同様とされている（69 の４―９）。 

 

《参考条文等》 

○相続税法基本通達（抄） 

   （店舗兼住宅等の持分の贈与があった場合の居住用部分の判定） 

  21 の６―３ 配偶者から店舗兼住宅等の持分の贈与を受けた場合には、21 の６―２により求めた当該

店舗兼住宅等の居住の用に供している部分の割合にその贈与を受けた持分の割合を乗じて計算し

た部分を居住用不動産に該当するものとする。 

（店舗兼住宅等の敷地の持分の贈与について贈与税の配偶者控除の適用を受けたものの事

業の用に供されていた部分の範囲） 

70の６の８―17 店舗兼住宅等（贈与者（生計一親族等を含む。）の事業の用に供されてい

た建物のうちに当該事業の用以外の用に供されていた部分のある建物及び当該建物の敷

地の用に供されていた宅地等をいう。）で、特例対象贈与の日の属する年以前にされたそ

の持分の贈与につき相続税法第21条の６第１項の規定による贈与税の配偶者控除の適用

を受け又は受けようとするもの（相続税法基本通達21の６―３のただし書の取扱いを適用

して贈与税の申告がされたもの又はされるものに限る。）であっても、措置法令第40条の

７の８第６項及び第７項に規定する当該贈与者の当該事業の用に供されていた部分の判

定は、当該特例対象贈与の直前における現況によって行うことに留意する。 
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ただし、その贈与を受けた持分の割合が 21 の６―２により求めた当該店舗兼住宅等の居住の用に

供している部分（当該居住の用に供している部分に受贈配偶者とその配偶者との持分の割合を合わ

せた割合を乗じて計算した部分をいう。以下 21の６―３において同じ。）の割合以下である場合に

おいて、その贈与を受けた持分の割合に対応する当該店舗兼住宅等の部分を居住用不動産に該当す

るものとして申告があったときは、法第 21条の６第１項の規定の適用に当たってはこれを認めるも

のとする。また、贈与を受けた持分の割合が 21 の６―２により求めた当該店舗兼住宅等の居住の用

に供している部分の割合を超える場合における居住の用に供している部分についても同様とする。 

（注）相続の開始の年に当該相続に係る被相続人から贈与により取得した居住用不動産で特定贈与

財産に該当するものについて法第 21 条の６第１項の規定を適用する場合において、19―10 に

より 21 の６―３のただし書に準じて当該居住用不動産に該当する部分の計算を行っていると

きは、同項の適用を受ける居住用不動産は 21 の６―３のただし書により計算するものとする。 
 

  



84 
 

 

 

 
 
 

（新設） 
（説明） 

 特定事業用資産である宅地等又は建物については、措置法第 70 条の６の８第２項第１号イ又はロに

おいて限度面積が設けられており、宅地等については、その面積の合計のうち 400 ㎡以下の部分に、

建物については、その床面積の合計のうち 800 ㎡以下の部分に限られている（以下 70の６の８―18に

おいて、この要件を「限度面積要件」という。）。 

  ところで、措置法第 70 条の６の８第１項の規定の適用については、贈与者は複数の後継者に贈与をす

ることも可能であり、また、後継者は複数の者から贈与を受けることも可能である。このため、一の贈与

者が複数の後継者にそれぞれ宅地等を贈与するような場合も生じるところ、このような場合における限度

面積要件の判定は、各後継者を基準にそれぞれが取得した宅地等の面積を基に行うのか、それとも贈与者

を基準にその贈与した全ての宅地等の面積を基に行うのか疑問も生じる。この点、同条第２項第１号は、

特定事業用資産について「贈与者・・・の事業・・・の用に供されていた次に掲げる資産・・・の区分に

応じそれぞれ次に定めるもの」と規定し、宅地等については同号イにおいてその面積の合計のうち400㎡

以下の部分と、また、建物については同号ロにおいてその床面積の合計のうち800㎡以下の部分とそれぞ

れ規定していることから、贈与者を基準として限度面積要件の判定を行うこととなる（参考１）。 

  また、これは、一の後継者が複数の贈与者からそれぞれ宅地等の贈与を受けた場合における限度面

積要件の判定についても同様であり、各贈与者を基準に判定を行うこととなる（参考２）。 

本通達は、このことを留意的に明らかにした。 

 

（参考１）一の贈与者が複数の後継者に贈与をする場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考２）一の後継者が複数の贈与者から贈与を受ける場合 

  

  

（限度面積の判定について） 

70の６の８―18 宅地等又は建物に係る措置法第70条の６の８第２項第１号イ又はロに定

める限度面積要件の判定は、贈与者ごとに行うことに留意する。 
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（新設） 
（説明） 

  償却資産（地方税法第 341 条第４号に規定する償却資産をいう。以下 70 の６の８―19 において同

じ。）に係る固定資産税の納税義務者はその所有者とされており（地方税法 343①）、リース資産（所

得税法第 67 条の２第１項((リース取引に係る所得の金額の計算))に規定するリース資産をいう。）に

ついても、その賃貸人が納税義務者となるのが原則である。 

  ただし、地方税法では、償却資産に係る売買があった場合において売主が当該償却資産の所有権を

留保しているときは、固定資産税の賦課徴収については、当該償却資産は、売主及び買主の共有物と

みなす旨規定しており（地方税法 342③）、この場合の売買には、償却資産に係る賃貸借契約であって

も、賃貸借期間満了後に当該償却資産を賃借人に無償譲渡することとなっている場合等も含まれると

解されている。そして、このような場合における償却資産の申告（地方税法 383、394、745）について

は、原則として買主（賃借人）が行うこととされている（地方税法の施行に関する取扱いについて（市

町村税関係）第３章第１節 10）。 

  本通達は、リース資産であっても賃借人である贈与者が償却資産の申告を行っているものについて

は、贈与者が所有権を有する償却資産と実質的に変わりがないことから、措置法第 70 条の６の８第２

項第１号ハに定める減価償却資産に該当することを、留意的に明らかにした。 

 

 

 

  

（特定事業用資産である減価償却資産に該当するリース資産） 

70の６の８―19 リース資産（所得税法第67条の２第１項((リース取引に係る所得の金額の

計算))に規定するリース資産をいう。）であっても、当該リース資産の賃借人である贈与

者が、地方税法第341条第４号((固定資産税に関する用語の意義))に規定する償却資産と

して同法第342条第３項((固定資産税の課税客体等))の規定に基づき同法第383条((固定

資産の申告))、第394条((道府県知事又は総務大臣によつて評価される固定資産の申告))

又は第745条((道府県が課する固定資産税の賦課徴収等))の規定による償却資産の申告を

行っているものについては、措置法第70条の６の８第２項第１号ハに定める減価償却資産

に該当することに留意する。 
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（新設） 
（説明） 

  特例事業受贈者については、特例対象贈与の日まで引き続き３年以上にわたり特定事業用資産に係

る事業（当該事業に準ずるものを含む。）に従事していたことがその要件とされている（措法 70の６

の８②二ハ）。また、「当該事業に準ずるもの」として、措置法規則第 23条の８の８第５項において、

特定事業用資産に係る事業と同種又は類似の事業に係る業務（当該特定事業用資産に係る事業に必要

な知識及び技能を習得するための学校教育法第１条に規定する高等学校、大学、高等専門学校その他

の教育機関における修学を含む。）が規定されている。 

この要件は、この制度が後継者による円滑な事業の承継を支援するものであることから、その事業

の継続に必要な知識及び経験を備えていることを求めるものであるところ、その知識及び経験を得る

場は、贈与者（生計一親族等を含む。）の営む事業に限られるものではないことから、当該事業と同

種又は類似の事業等に従事していた場合についても、その要件を満たすこととされている。 

本通達の⑴は、受贈者が従事していた事業が特定事業用資産に係る事業と「同種又は類似の事業」

に該当するかどうかの判定に当たっては、日本標準産業分類（平成 25 年総務省告示第 405 号）に掲げ

る中分類（中分類がない場合には大分類）に基づき行うこととした。この取扱いは、取引相場のない

株式に係る類似業種比準価額の計算を行う場合における類似業種の採り方（財産評価基本通達 181）

及びその際に用いる業種目を、日本標準産業分類の分類項目に基づき分類し「令和○年分の類似業種

比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」（法令解釈通達）として定めていることを踏

まえたものである。 

なお、当該受贈者が従事していた事業が中分類上、特定事業用資産に係る事業と異なるものに分類

される場合であっても、当該受贈者が当該事業において従事していた業務が当該特定事業用資産に係

る事業において行われる業務と同種又は類似のものであるとき（例えば、贈与者が内科医院（中分類

上、医療業に該当する。）を営んでいた場合において、後継者が介護老人保健施設（中分類上、社会保

険・社会福祉・介護事業に該当する。）において医師として従事していた場合など）は、当該受贈者は

特定事業用資産に係る事業に従事していた場合に該当することとなる。 

本通達の⑴の(注)はこのことを留意的に明らかにした。 

次に、措置法規則第 23条の８の８第５項では、「特定事業用資産に係る事業に必要な知識及び技能

を習得するための高等学校、大学、高等専門学校その他の教育機関における修学」を特定事業用資産

に係る事業と同種又は類似の事業に係る業務に含んでいることから、その修学期間は、上記の３年以

上の期間に含まれることとなる。 

本通達の⑵は、このことを留意的に明らかにした。 

（３年以上事業に従事していたこと） 

70の６の８―20 特定事業用資産の贈与を受けた受贈者が、措置法第70条の６の８第２項第

２号ハの３年以上特定事業用資産に係る事業（当該事業に準ずるものとして措置法規則第

23条の８の８第５項に規定するものを含む。）に従事していたかどうかの判定は、次によ

ることに留意する。 

 ⑴ 当該受贈者が従事していた事業が措置法規則第23条の８の８第５項に規定する「特定

事業用資産に係る事業と同種又は類似の事業」に該当するかどうかの判定は、日本標準

産業分類（平成25年総務省告示第405号）に掲げる中分類（中分類がない場合には大分

類）に基づき行う。 

  (注) 当該受贈者が従事していた事業が中分類上、特定事業用資産に係る事業と異なる

ものに分類される場合であっても、当該受贈者が当該事業において従事していた業

務が、当該特定事業用資産に係る事業において行われる業務と同種又は類似のもの

であるときは、当該受贈者は特定事業用資産に係る事業に従事していた場合に該当

することに留意する。 

 ⑵ 当該特定事業用資産に係る事業に必要な知識及び技能を習得するための高等学校、大

学、高等専門学校その他の教育機関における修学期間は、上記の３年以上の期間に含ま

れる。 

 ⑶ 上記の３年以上の期間には、当該受贈者が学生、生徒又は給与所得者等として繁忙期

及び休祭日等に当該特定事業用資産に係る事業に従事していた期間を含めても差し支

えない。 
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また、この要件が事業の円滑な承継のために設けられているものであること、特例事業受贈者につ

いては特例対象贈与の日において 20 歳以上であればよいため（措法 70 の６の８②二イ）、３年以上

の期間が義務教育期間中である高等学校在学中にも及ぶ場合があること、農地の納税猶予における取

扱い（70の４―11）などを踏まえ、本通達の⑶は、受贈者が学生、生徒又は給与所得者等として繁忙

期及び休祭日等に特定事業用資産に係る事業に従事していた期間を、上記の３年以上の期間に含めて

も差し支えないこととした。 

  (注) 上記の「20 歳以上」の要件は、令和４年４月１日以後は「18 歳以上」となる（平成 31 年改正

法附則 79⑦）。 
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（納税猶予の対象とならない資産保有型事業の意義） 

70の６の８―21 措置法第70条の６の８第２項第２号ヘの要件を判定する場合において、特

定事業用資産に係る事業が同項第４号に規定する資産保有型事業に該当するかどうかの

判定は、特例対象贈与の日の属する年の前年１月１日から当該特例対象贈与に係る贈与税

の申告期限までの間のいずれかの日において次の算式を満たすかどうかにより行うこと

に留意する。 

（算式） 

  
Ｂ＋Ｃ

Ａ＋Ｃ
 ≧ 

70

100
 

 

(注)１ 上記算式中の符号は次のとおり。 

Ａ＝当該いずれかの日における当該事業に係る貸借対照表に計上されている総資産

の帳簿価額の総額 

Ｂ＝当該いずれかの日における当該事業に係る貸借対照表に計上されている特定資

産（現金、預貯金その他の資産であって措置法規則第23条の８の８第８項に規定

するものをいう。以下70の６の８―23において同じ。）の帳簿価額の合計額 

Ｃ＝当該いずれかの日以前５年以内において特別関係者（特例事業受贈者と措置法

令第40条の７の８第15項に規定する特別の関係がある者をいう。以下70の６の８

―23において同じ。）が当該特例事業受贈者から受けた措置法第70条の６の８第

４号ハに規定する必要経費不算入対価等（以下70の６の８―23までにおいて「必

要経費不算入対価等」という。）の合計額 

２ 上記算式中の金額の算定については、次の取扱いに留意する。 

⑴ 上記Ｃの金額の算定に当たり、特定事業用資産に係る事業に従事したことその

他の事由により特別関係者が支払を受けた対価又は給与の金額がある場合で、当

該対価又は給与の金額が最初の特例対象贈与の時（当該贈与の時前に相続又は遺

贈により取得をした当該事業と同一の事業に係る他の資産について措置法第70条

の６の10第１項の規定の適用を受けようとする場合又は受けている場合には、最

初の同項の規定の適用に係る相続の開始の時。以下70の６の８―31において同

じ。）前又は当該特例対象贈与の時以後のいずれに属するものか区分することが

できないときは、当該区分することができない金額を当該特例対象贈与の日の属

する年の１月１日から当該特例対象贈与の日の前日までの日数と当該特例対象贈

与の日からその年の12月31日までの日数がそれぞれその年の日数に占める割合に

よりあん分する。この場合において、あん分後の金額に１円未満の端数があると

きは、その端数金額を切り捨てて差し支えない。なお、必要経費不算入対価等の

意義については、70の６の８―23を参照。 

⑵ 上記算式による判定は特定事業用資産に係る事業について行うことから、特例

事業受贈者が特定事業用資産に係る事業以外の事業（以下70の６の８―21におい

て「特例対象外事業」という。）を行っている場合には、当該特例対象外事業の

用に供される資産及び当該特例事業受贈者の特別関係者が当該特例対象外事業に

従事したことその他の事由により支払を受けた対価又は給与の金額は、上記の算

式に算入されない。 

⑶ 特例事業受贈者が一の贈与者から特例対象贈与により取得をした特定事業用資

産に係る事業が２以上ある場合における上記算式中の各金額は、その２以上の事

業の合計による。 

３ 特例事業受贈者の事業活動のために必要な資金の借入れを行ったことその他の措

置法規則第23条の８の８第７項に規定する事由が生じたことにより、当該いずれか

の日において当該特定事業用資産に係る事業が上記算式を満たした場合には、当該

いずれかの日から同日以後６月を経過する日までの期間は、資産保有型事業の判定

に係る上記の期間から除かれることに留意する。 
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（新設） 
（説明） 

  措置法第 70 条の６の８第２項第２号ヘでは、特例事業受贈者の要件として、その者の特定事業用資

産に係る事業が、特例対象贈与の時において資産保有型事業、資産運用型事業及び性風俗関連特殊営

業に該当しないことと規定されている。 

  これらのうち、資産保有型事業とは、措置法第 70条の６の８第２項第４号に規定する事業をいうと

ころ、本通達は、その要件を計算式により留意的に明らかにしたものである。 

  なお、上記算式中のＣの金額の算定に当たり、特定事業用資産に係る事業に従事したことその他の

事由により特別関係者が支払を受けた対価又は給与の金額がある場合に、その支払日が特定できず、

当該対価又は給与の金額が最初の特例対象贈与の時（当該贈与の時前に相続又は遺贈により取得をし

た当該事業と同一の事業に係る他の資産について措置法第 70 条の６の 10 第１項の規定の適用を受け

ようとする場合又は受けている場合には、最初の同項の規定の適用に係る相続の開始の時。以下 70の

６の８―31 において同じ。）前に属するものか、当該特例対象贈与の時以後のいずれに属するものか

区分することができない場合も考えられる。そこで、本通達の(注)の２⑴では、このような場合には、

当該区分することができない金額を当該特例対象贈与の日の属する年の１月１日から当該特例対象贈

与の日の前日までの日数と当該特例対象贈与の日からその年の 12 月 31 日までの日数がそれぞれその

年の日数に占める割合によりあん分して取り扱うこととした。 

  ところで、資産保有型事業の判定を行う場合の上記算式中のＡ及びＢの金額については、措置法第

70 条の６の８第２項第４号イ及びロにおいて「当該事業に係る・・・」と規定され、また上記算式中

のＣの金額に係る同号ハに規定する必要経費不算入対価等については、措置法令第 40 条の７の８第

16 項において「当該特定事業用資産に係る事業に従事したこと・・・」と規定され、いずれも特定事

業用資産に係る事業に係るものに限定されている。 

したがって、特例事業受贈者が特定事業用資産に係る事業以外の事業（以下 70 の６の８―21 にお

いて「特例対象外事業」という。）を営んでいる場合には、当該特例対象外事業の用に供される資産

及び当該特例事業受贈者の特別関係者（特例事業受贈者と措置法令第 40 条の７の８第 15 項に規定す

る特別の関係がある者をいう。以下 70 の６の８―23 において同じ。）が当該特例対象外事業に従事し

たことその他の事由により支払を受けた対価又は給与の金額は、上記の算式に算入されないこととな

る。 

他方、特例事業受贈者が一の贈与者から特例対象贈与により取得をした特定事業用資産に係る事業

が２以上ある場合における上記算式中の各金額は、その２以上の事業に係る各金額の合計によること

となる。 

本通達の(注)の２⑵及び⑶は、このことを留意的に明らかにした。 

なお、措置法令第 40 条の７の８第 14 項ただし書は、資産保有型事業に該当するかどうかの判定期

間（特例対象贈与の日の属する年の前年１月１日から当該特例対象贈与に係る贈与税の申告期限まで

の間）について、特例事業受贈者の事業活動のために必要な資金の借入れを行ったことその他の措置

法規則第 23 条の８の８第７項に規定する事由が生じたことにより、特例対象贈与の日の属する年の前

年１月１日から当該特例対象贈与に係る贈与税の申告期限までの間のいずれかの日において当該特定

事業用資産に係る事業が上記算式を満たした場合には、上記算式を満たした日から同日以後６月を経

過する日までの期間を当該判定期間から除いている。 

本通達の(注)の３は、このことを留意的に明らかにした。 
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（新設） 
（説明） 

  措置法第 70 条の６の８第２項第２号ヘでは、特例事業受贈者の要件として、その者の特定事業用資

産に係る事業が、特例対象贈与の時において資産保有型事業、資産運用型事業及び性風俗関連特殊営

業に該当しないことと規定されている。 

  これらのうち、資産運用型事業とは、措置法第 70条の６の８第２項第５号に規定する事業をいうと

ころ、本通達は、その要件を計算式により留意的に明らかにしたものである。 

  なお、措置法令第 40 条の７の８第 17 項ただし書は、資産運用型事業に該当するかどうかの判定期

間（特例対象贈与の日の属する年の前年１月１日から当該特例対象贈与の日の属する年の 12 月 31 日

までの間のいずれかの年）について、特例事業受贈者の事業活動のために必要な資金を調達するため

に特定資産を譲渡したことその他の措置法規則第 23 条の８の８第９項に規定する事由が生じたこと

により、当該いずれかの年において当該特定事業用資産に係る事業が上記算式を満たした場合には、

当該いずれかの年の１月１日からその翌年 12 月 31 日までの期間を当該判定期間から除いている。 

本通達の(注)の２は、このことを留意的に明らかにした。 

  また、70 の６の８―21 の(注)の２の取扱いは、資産運用型事業の判定を行う場合についても同様で

あることから、本通達の(注)の３においてこれを準用することとしている。 

  

（納税猶予の対象とならない資産運用型事業の意義） 

70の６の８―22 措置法第70条の６の８第２項第２号ヘの要件を判定する場合において、特

定事業用資産に係る事業が同項第５号に規定する資産運用型事業に該当するかどうかの

判定は、特例対象贈与の日の属する年の前年１月１日から当該特例対象贈与の日の属する

年の12月31日までの間のいずれかの年において次の算式を満たすかどうかにより行うこ

とに留意する。 

（算式） 

Ｂ

Ａ
 ≧ 

75

100
 

(注)１ 上記算式中の符号は次のとおり。 

Ａ＝当該いずれかの年における総収入金額 

Ｂ＝当該いずれかの年における特定資産の運用収入の合計額 

２ 特例事業受贈者の事業活動のために必要な資金を調達するために特定資産を譲渡

したことその他の措置法規則第23条の８の８第９項に規定する事由が生じたことに

より、当該いずれかの年において当該特定事業用資産に係る事業が上記算式を満た

した場合には、当該いずれかの年の１月１日からその翌年12月31日までの期間は、

資産運用型事業の判定に係る上記の期間から除かれることに留意する。 

   ３ 70の６の８―21(注)２は、資産運用型事業の判定を行う場合について準用する。 
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（新設） 
（説明） 

  措置法第 70 条の６の８第２項第４号ハに規定する必要経費不算入対価等（以下 70 の６の８―23ま

でにおいて「必要経費不算入対価等」という。）は、資産保有型事業の判定（措法 70 の６の８②四）

の際に用いられるほか、同条第 16 項から第 18 項までの規定による猶予税額の免除の適用を受ける場

合には、必要経費不算入対価等に相当する贈与税については免除されず納付を要することとされてい

る。 

  この必要経費不算入対価等については、措置法令第 40 条の７の８第 16 項において、特例事業受贈

者の特別関係者が特定事業用資産に係る事業に従事したことその他の事由により当該特例事業受贈者

から支払を受けた対価又は給与の金額であって、所得税法第 56 条((事業から対価を受ける親族がある

場合の必要経費の特例))又は第 57 条((事業に従事する親族がある場合の必要経費の特例等))の規定

により当該事業に係る事業所得の金額の計算上、必要経費に算入されるもの以外のもの、と規定され

ている。つまり、特例事業受贈者の特別関係者が当該特例事業受贈者から支払を受けた対価又は給与

の金額は、同法第 56 条又は第 57 条の規定により必要経費に算入されるものを除き、全て必要経費不

算入対価等に該当することとなる。 

  そして、この所得税法第 56 条又は第 57 条の規定により必要経費に算入されるものとは、事業を営

む居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその事業から支払を受ける対価に係る各種所得の金

額の計算上必要経費に算入されるものや（所法 56）、当該生計を一にする配偶者その他の親族が同法

第 57条第１項に規定する青色事業専従者に該当する場合に当該事業から支払を受ける一定の給与（所

法 57①）が該当する。 

  したがって、特例事業受贈者と生計を一にする親族に該当しない特別関係者が当該事業から支払を

受けた対価又は給与の金額は、当該事業に係る事業所得の金額の計算上、必要経費に算入されるもの

であっても、必要経費不算入対価等に該当することとなる。 

  本通達の⑴は、このことを留意的に明らかにした。 

  ところで、必要経費不算入対価等は特例事業受贈者の特別関係者がその者から支払を受けた対価等

が対象となるが、この「特別関係者」とは措置法令第 40 条の７の８第 15 項第１号から第６号までに

掲げる者をいい、その中には「特例事業受贈者の使用人」も含まれている（措令 40 の７の８⑮三）。

つまり、特例事業受贈者の営む特定事業用資産に係る事業に従事する者もその者の使用人として特別

関係者に該当し、当該使用人が支払を受けた対価又は給与も必要経費不算入対価等に該当することと

なる。しかしながら、必要経費不算入対価等に係る取扱いは、親族等への対価等の支払により特定事

業用資産に係る事業から親族等へ資産流出させることで当該事業の資産を縮小し、措置法第 70条の６

の８第 16 項から第 18 項までの規定による猶予税額の免除を受けるといった税負担の回避への対応と

して設けられたものであるところ、当該事業に従事する特例事業受贈者の使用人が第三者である場合、

親族内にその資産が留まることはなく、租税回避を企図して給与の支払がされることもあまり想定さ

れない。そこで、本通達の⑵は、当該特例事業受贈者の使用人（措置法令第 40 条の７の８第 15 項第

（必要経費不算入対価等の意義） 

70の６の８―23 必要経費不算入対価等の算定に当たっては、次によることに留意する。 

 ⑴ 特例事業受贈者の特別関係者が特定事業用資産に係る事業に従事したことその他の

事由により当該特例事業受贈者から支払を受けた対価又は給与の金額は、所得税法第56

条((事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例))又は第57条((事業に従

事する親族がある場合の必要経費の特例等))の規定により当該事業に係る事業所得の

金額の計算上、必要経費に算入されるもの以外のものについては必要経費不算入対価等

に該当することから、特例事業受贈者と生計を一にする親族に該当しない特別関係者が

当該事業から支払を受けた対価又は給与の金額は、当該事業に係る事業所得の金額の計

算上、必要経費に算入されるものであっても、必要経費不算入対価等に該当することに

留意する。 

⑵ 当該特定事業用資産に係る事業に従事する当該特例事業受贈者の使用人（措置法令第

40条の７の８第15項第１号又は第２号に掲げる者を除く。）が当該事業に従事したこと

により支払を受けた対価又は給与は、必要経費不算入対価等に該当しないものとして差

し支えない。 
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１号又は第２号に掲げる者を除く。）が当該事業に従事したことにより支払を受けた対価又は給与は、

必要経費不算入対価等に該当しないものとして差し支えないこととした。 

 

 

 （参考）必要経費不算入対価等の範囲（イメージ） 

 

  

特別関係者に支払うもの

生計一親族に支払うもの

必要経費
不算入対価等

所得税法56条・57条の規定により
必要経費に算入される金額

事業所得の金額の計算上
必要経費に算入されない（所法56）

特例事業受贈者が支払う対価・給与

生計一親族以外に支払うもの

事業所得の金額の計算上
必要経費に算入される（所法37）
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（新設） 
（説明） 

  特例事業受贈者が贈与者から特例受贈事業用資産の贈与とともに一定の債務を引き受けた場合には、

当該特例受贈事業用資産の価額から当該債務の金額を控除した金額により、納税猶予分の贈与税額の

計算をすることとされている（措法 70の６の８②三）。 

  ところで、相続税法第 13条第１項では、相続税の課税価格の計算上控除すべき債務については相続

開始の際に現に存するものとし、同法第 14 条第１項では、その債務は確実と認められるものに限ると

している。これらの規定は相続税の債務控除に関するものであり、措置法第 70条の６の８第２項第３

号の規定による納税猶予分の贈与税額の計算に関する規定ではないが、相続税の債務控除も納税猶予

分の贈与税額の計算も債務を控除するという点については同様である。 

そこで、本通達は、納税猶予分の贈与税額の計算上控除する措置法第 70 条の６の８第２項第３号イ

の債務は、その引き受けた時に現に存するものであって、確実と認められるものに限り、その金額は、

当該債務を引き受けた時の現況による金額によることを留意的に明らかにした。 

したがって、例えば贈与者から特例受贈事業用資産とともに保証債務を引き受けた場合、当該保証

債務は控除すべき債務に該当しないこととなる。ただし、当該保証債務に係る主たる債務者が弁済不

能の状態にあるため、保証債務者がその債務を履行しなければならない場合で、かつ、主たる債務者

に求償して返還を受ける見込みがない場合には、主たる債務者が弁済不能の部分の金額は、当該保証

債務者の債務として控除することとなる（相基通 14―３）。 

  

（債務の金額の意義） 

70の６の８―24 措置法第70条の６の８第２項第３号イの債務は、その引き受けた時に現に

存するものであって、確実と認められるものに限り、その金額は、当該債務を引き受けた

時の現況による金額によることに留意する。 
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（新設） 
（説明） 

  納税猶予分の贈与税額を計算する場合において特例受贈事業用資産の贈与とともに引き受けた措置

法第 70 条の６の８第２項第３号イの特例受贈事業用資産に係る債務がある場合、当該特例受贈事業用

資産の価額から当該債務の金額を控除した金額として政令で定める価額をもって贈与税の課税価格と

することとされている（措法 70 の６の８②三）。 

  この政令で定める価額については措置法令第 40 条の７の８第８項において規定されており、具体的

には、次の⑴に掲げる金額から⑵に掲げる金額を控除した残額を特例受贈事業用資産の価額から控除

した金額に相当する価額とされている。 

 ⑴ 当該特例受贈事業用資産の贈与とともに引き受けた債務の金額 

⑵ ⑴の債務の金額のうち当該特例受贈事業用資産に係る事業に関するものと認められるもの以外の

債務（当該事業に関するもの以外の債務であることが金銭の貸付けに係る消費貸借に関する契約書

その他の書面により明らかにされているものに限る。）の金額 

したがって、特例受贈事業用資産の価額から控除する措置法第 70 条の６の８第２項第３号イの「特

例受贈事業用資産に係る債務」には、当該特例受贈事業用資産に係る事業に関するものと認められる

債務のほか、当該事業に関するものと認められるもの以外の債務であることが金銭の貸付けに係る消

費貸借に関する契約書その他の書面によって明らかにされない債務も含まれることとなる。 

本通達は、このことを留意的に明らかにした。 

なお、上記⑵の「当該事業に関するものと認められるもの以外の債務」は、例えば次に掲げるもの

が該当する。 

⑴ 居住の用に供する家屋及びその敷地を取得するための資金に充てるための借入金（当該家屋及び

その敷地に当該事業の用に供する部分がある場合において当該事業の用に供する部分を明らかに区

分できるときにおける当該事業の用に供する部分以外の部分に対応する借入金を含む。） 

⑵ 教育に要する資金に充てるための借入金 

⑶ 当該事業の用に供しない自動車その他の資産の取得に要する資金に充てるための借入金 

 本通達の(注)は、このことを留意的に明らかにした。 

  

（特例受贈事業用資産に係る事業に関するものと認められる債務の意義） 

70の６の８―25 措置法第70条の６の８第２項第３号に規定する納税猶予分の贈与税額（以

下70の６の８―75までにおいて「納税猶予分の贈与税額」という。）の計算をする場合に

は、特例受贈事業用資産の贈与とともに引き受けた同号イの「特例受贈事業用資産に係る

債務」を控除する必要があるのであるが、当該債務には、当該特例受贈事業用資産に係る

事業に関するものと認められる債務のほか、当該事業に関するものと認められるもの以外

の債務であることが金銭の貸付けに係る消費貸借に関する契約書その他の書面によって

明らかにされない債務も含まれることに留意する。 

 (注) 「当該事業に関するものと認められるもの以外の債務」は、例えば次に掲げるもの

が該当することに留意する。 

   ⑴ 居住の用に供する家屋及びその敷地を取得するための資金に充てるための借入

金（当該家屋及びその敷地に当該事業の用に供する部分がある場合において当該事

業の用に供する部分を明らかに区分できるときにおける当該事業の用に供する部

分以外の部分に対応する借入金を含む。） 

   ⑵ 教育に要する資金に充てるための借入金 

   ⑶ 当該事業の用に供しない自動車その他の資産の取得に要する資金に充てるため

の借入金 
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（新設） 
（説明） 

  措置法令第 40条の７の８第９項では、「前項の特例受贈事業用資産が土地及び土地の上に存する権

利並びに家屋及びその附属設備又は構築物である場合において同項の価額を計算するときにおける同

項の特例受贈事業用資産の価額は、同項の債務の引受けがないものとした場合における価額とする」

と規定されている。 

  したがって、措置法令第 40条の７の８第８項の特例受贈事業用資産の価額が債務の引受けがないも

のとした場合における価額とされるのは、「同項の価額を計算するとき」すなわち、「措置法第 70条

の６の８第２項第３号の規定による納税猶予分の贈与税額」の計算をする場合に限られるのであって、

当該特例受贈事業用資産に係る特例対象贈与の日の属する年分の贈与税で同条第１項の「贈与税の申

告書の提出により納付すべきものの額」の計算については、措置法令第 40条の７の８第９項の規定の

適用はないこととなる。 

  なお、平成元年３月 29 日付直評５、直資２―204「負担付贈与又は対価を伴う取引により取得した

土地等及び家屋等に係る評価並びに相続税法第７条及び第９条の規定の適用について」（以下 70の６

の８―26において「負担付贈与通達」という。）１は、土地及び土地の上に存する権利並びに家屋及

びその附属設備又は構築物のうち、負担付贈与又は個人間の対価を伴う取引により取得したものの価

額は、当該取得時における通常の取引価額に相当する金額によって評価することとしているが、措置

法令第 40 条の７の８第９項の規定が適用される場合には、債務の引受けがないものとされることか

ら、この負担付贈与通達の取扱いがないこととなる。 

したがって、この場合における納税猶予分の贈与税額の計算については、特例受贈事業用資産の価

額は財産評価基本通達の定めによって算定した金額によることとなり、また、贈与税の申告書の提出

により納付すべきものの額の計算については、土地及び土地の上に存する権利並びに家屋及びその附

属設備又は構築物である特例受贈事業用資産の価額は贈与時における通常の取引価額に相当する金額

によることとなる。 

  本通達は、これらのことを留意的に明らかにした。 

 

 

《参考条文等》 

○負担付贈与通達（抄） 

１ 土地及び土地の上に存する権利（以下「土地等」という。）並びに家屋及びその附属設備又は構

築物（以下「家屋等」という。）のうち、負担付贈与又は個人間の対価を伴う取引により取得したも

のの価額は、当該取得時における通常の取引価額に相当する金額によって評価する。 

 ただし、贈与者又は譲渡者が取得又は新築した当該土地等又は当該家屋等に係る取得価額が当該

課税時期における通常の取引価額に相当すると認められる場合には、当該取得価額に相当する金額

によって評価することができる。 

(注) 「取得価額」とは、当該財産の取得に要した金額並びに改良費及び設備費の額の合計額をい

い、家屋等については、当該合計金額から、評価基本通達 130((償却費の額等の計算))の定めに

よって計算した当該取得の時から課税時期までの期間の償却費の額の合計額又は減価の額を控

除した金額をいう。 

  

（債務の引受けがないものとされる場合） 

70の６の８―26 措置法令第40条の７の８第９項の規定により同条第８項の特例受贈事業

用資産の価額が債務の引受けがないものとした場合における価額とされるのは、措置法第

70条の６の８第２項第３号の規定による納税猶予分の贈与税額の計算をする場合に限ら

れるのであって、当該特例受贈事業用資産に係る特例対象贈与の日の属する年分の贈与税

で同条第１項の贈与税の申告書の提出により納付すべきものの額の計算については、措置

法令第40条の７の８第９項の規定の適用はないことに留意する。 

 (注) 措置法令第40条の７の８第９項の規定が適用される場合には、平成元年３月29日付

直評５、直資２―204「負担付贈与又は対価を伴う取引により取得した土地等及び家屋

等に係る評価並びに相続税法第７条及び第９条の規定の適用について」の取扱いがな

いことに留意する。 
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（新設） 
（説明） 

  特例事業受贈者に係る贈与者が２以上ある場合における措置法第 70 条の６の８第２項第３号に規

定する納税猶予分の贈与税額の計算に関する規定には、措置法令第 40 条の７の８第 11 項及び第 12項

の２つの規定があるが、措置法第 70条の６の８第１項の規定の適用を受ける者に係る納税猶予分の贈

与税額の総額を計算するに当たっては、措置法令第 40 条の７の８第 11 項の規定のみにより計算する

ことも可能であることから、同項と同条第 12 項との関係については疑義が生ずるところである。 

しかしながら、措置法令第 40 条の７の８第 12 項の規定が、納税猶予分の贈与税額を計算する場合

には適用がなく納税猶予適用後の確定税額を計算する場合にのみ適用されると解した場合には、同項

の端数処理により切り捨てられた金額は（特例受贈事業用資産の全部を事業の用に供さなくなったと

きでも）贈与者又は受贈者の死亡時まで猶予税額として残ることとなり不合理な状態になる。また、

同項においては「前項の場合において」と規定されていることから、同項の規定は、納税猶予分の贈

与税額の総額を計算する場合にも適用があると解することが相当である。 

そして、措置法令第 40 条の７の８第 12 項第１号イ又は第２号の金額を算定する場合には、同項第

１号イ又は第２号においては「前項の規定を適用して計算した納税猶予分の贈与税額」と規定されて

いることから、100 円未満の端数処理は行わない金額となる。 

本通達においては、これらの内容を納税猶予分の贈与税額の計算の順序として示すことにより留意

的に明らかにした。 

  

（特例事業受贈者に係る贈与者が２以上ある場合の納税猶予分の贈与税額の計算） 

70の６の８―27 特例事業受贈者に係る贈与者が２以上ある場合における納税猶予分の贈

与税額の計算は、次の順により行うことに留意する。 

⑴ 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに掲げる額を当該特例事業受贈者に係るその

年分の贈与税の課税価格とみなして、措置法第70条の６の８第２項第３号の規定により

計算する（措置法令第40条の７の８第10項の規定による100円未満の端数処理は行わな

い。）。 

イ ロに掲げる場合以外の場合 当該特例事業受贈者がその年中において特例対象贈与

により取得をした全ての特例受贈事業用資産の価額（措置法第70条の６の８第２項第

３号イに規定する特例受贈事業用資産の価額をいう。ロにおいて同じ。）の合計額 

ロ 当該特例受贈事業用資産が相続税法第21条の９第３項（措置法第70条の２の６第１

項、第70条の２の７第１項（第70条の２の８において準用する場合を含む。）又は第

70条の３第１項において準用する場合を含む。）の規定の適用を受けるものである場

合 当該特例受贈事業用資産に係る特例事業受贈者がその年中において特例対象贈与

により取得をした全ての特例受贈事業用資産の価額を特定贈与者（相続税法第21条の

９第５項に規定する特定贈与者をいう。）ごとに合計した額のそれぞれの額 

⑵ 措置法令第40条の７の８第12項の規定により、当該特例受贈事業用資産の上記⑴イ及

びロに掲げる場合の区分に応じ、当該特例受贈事業用資産に係る贈与者の異なるものご

との納税猶予分の贈与税額を計算する（同項の規定による100円未満の端数処理を行

う。）。 

⑶ 上記⑵により算出されたそれぞれの納税猶予分の贈与税額の合計額が当該特例事業

受贈者に係る納税猶予分の贈与税額となる。 
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（新設） 
（説明） 

  措置法第 70 条の６の８第３項第１号においては、特例事業受贈者が特例受贈事業用資産に係る事業

を廃止した場合には、その事業を廃止した日から２月を経過する日（同日までに当該特例事業受贈者

が死亡した場合には、当該特例事業受贈者の相続人（包括受遺者を含む。）が当該特例事業受贈者の

死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から６月を経過する日。以下 70 の６の８―28

において同じ。）に納税の猶予に係る期限が到来することとされている（措法 70の６の８③一、㉖）。 

  また、措置法第 70 条の６の８第４項においては、特例受贈事業用資産の全部又は一部が特例事業受

贈者の事業の用に供されなくなった場合には、猶予中贈与税額のうち、当該事業の用に供されなくな

った部分に対応する贈与税については、当該事業の用に供されなくなった日から２月を経過する日を

もって納税猶予に係る期限とされている。 

  ところで、特例事業受贈者が特例受贈事業用資産に係る事業を２以上営んでいる場合において、そ

のうちの一部の事業のみ廃止したときに、措置法第 70条の６の８第３項第１号の規定に該当するもの

として猶予税額の全ての期限が到来するのか、それとも、同条第４項の場合に該当するものとして、

その廃止した事業に係る特例受贈事業用資産の価額に対応する猶予税額についてのみその期限が到来

するのか、疑義が生じる。しかしながら、一部の事業を廃止したに過ぎない場合に、特例事業受贈者

によって引き続き営まれている事業に係る猶予税額についてまで納税猶予の期限が到来すると解する

ことは、措置法第 70 条の６の８第３項の規定とは別に同条第４項の規定が設けられていることから適

当でなく、同条第３項第１号の「事業を廃止した場合」とは、特例受贈事業用資産に係る事業の全て

を廃止した場合をいうものと解することが相当である。 

したがって、特例受贈事業用資産に係る事業が２以上ある場合において、そのうちの一部の事業を

廃止したときは、同号の規定の適用はなく、同条第４項の規定に基づき、その廃止した事業に係る特

例受贈事業用資産に対応する猶予中贈与税額に相当する贈与税のみ、その期限が到来することとなる。 

  また、特例受贈事業用資産に係る事業を他の事業（措置法第 70 条の６の８第２項第１号に規定する

事業に限る。）に転業した場合については、特例受贈事業用資産に係る事業は引き続き営まれている

ことから、「事業を廃止した場合」に該当することはない。 

  次に、災害、疾病等のためやむを得ず一時的に当該事業を休止した場合についても、これらの事由

が解消すれば、当該事業が再開されることが見込まれることから、「事業を廃止した場合」に該当す

ることはない。 

なお、転業に伴い使用されなくなった特例受贈事業用資産がある場合や、事業を休止し、その再開

後において使用されていない特例受贈事業用資産がある場合など、本通達の⑴から⑶に掲げる場合に

該当したことに伴い特例事業受贈者の事業の用に供されなくなった特例受贈事業用資産があるときは、

当該特例受贈事業用資産に係る猶予中贈与税額に相当する贈与税については、同項の規定に基づき、

納税猶予の期限が到来することとなる。 

本通達は、これらのことを留意的に明らかにした。 

  

（事業を廃止した場合の意義） 

70の６の８―28 措置法第70条の６の８第３項第１号の「事業を廃止した場合」とは、特例

受贈事業用資産に係る事業の全てを廃止した場合をいうのであって、次に掲げる場合は、

同号の「事業を廃止した場合」に該当しないことに留意する。 

 ⑴ 特例受贈事業用資産に係る事業が２以上ある場合において、そのうちの一部の事業を

廃止したとき 

 ⑵ 特例受贈事業用資産に係る事業を他の事業（措置法第70条の６の８第２項第１号に規

定する事業に限る。）に転業した場合 

 ⑶ 災害、疾病等のためやむを得ず一時的に当該事業を休止した場合 

 (注) 上記の場合に該当したことに伴い、特例事業受贈者の事業の用に供されなくなった

特例受贈事業用資産があるときは、当該特例受贈事業用資産に係る猶予中贈与税額

（措置法第70条の６の８第４項に規定する猶予中贈与税額をいう。以下70の６の８―

74までにおいて同じ。）に相当する贈与税については、同項の規定に基づき、納税猶

予の期限が到来することに留意する。 
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（新設） 
（説明） 

  措置法第 70 条の６の８第３項第２号においては、特例受贈事業用資産に係る事業が資産保有型事業

又は資産運用型事業に該当することとなった場合には、その該当することとなった日から２月を経過

する日（同日までに当該特例事業受贈者が死亡した場合には、当該特例事業受贈者の相続人（包括受

遺者を含む。）が当該特例事業受贈者の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から６

月を経過する日）に納税の猶予に係る期限が到来することとされている（措法 70の６の８③二、㉖）。 

  本通達は、確定事由となる資産保有型事業又は資産運用型事業の意義については、その判定時点が

異なるのみで、70の６の８―21((納税猶予の対象とならない資産保有型事業の意義)) 及び 70 の６の

８―22((納税猶予の対象とならない資産運用型事業の意義))と同様であることから、これらを準用す

ることとしている。 

  ところで、特例事業受贈者が、特例受贈事業用資産を譲渡した場合において、その譲渡があった日

から１年以内に当該譲渡の対価の額の全部又は一部をもって特例事業受贈者の事業の用に供される資

産（措置法第 70条の６の８第２項第１号イ若しくはロに掲げる資産又は同号ハに定める資産に限る。）

を取得する見込みであることにつき、同条第５項の規定による納税地の所轄税務署長の承認を受けた

ときは、当該譲渡の時には納税猶予の期限は到来せず、当該譲渡があった日から１年を経過する日ま

でに当該資産の取得に充てられた当該譲渡の対価の額に相当する部分については納税猶予が継続され

ることとされている。そして、この場合には、措置法令第 40 条の７の８第 24 項において、当該譲渡

があった日から同日以後１年を経過する日又は措置法第 70 条の６の８第５項第３号の取得の日のい

ずれか早い日までの間は、同項の譲渡の対価の額に相当する金銭は、特定資産に該当しないものとみ

なすこととされている。したがって、当該金銭は資産保有型事業の判定に当たり、分母のみ算入され、

また、当該金銭の運用により生じる利子等の収入は資産運用型事業の判定に当たり、分母のみ算入さ

れることとなる。 

本通達の(注)は、このことを留意的に明らかにした。 

 

  

（確定事由となる資産保有型事業又は資産運用型事業の意義） 

70の６の８―29 措置法第70条の６の８第３項第２号の要件を判定する場合には、70の６の

８―21((納税猶予の対象とならない資産保有型事業の意義)) 及び70の６の８―22((納税

猶予の対象とならない資産運用型事業の意義))を準用する。 

この場合において、70の６の８―21中「特例対象贈与の日の属する年の前年１月１日」

とあるのは「贈与税の申告期限の翌日」と、「贈与税の申告期限」とあるのは「措置法第

70条の６の８第４項に規定する猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき納税の猶

予に係る期限が確定する日」と、70の６の８―22中「特例対象贈与の日の属する年の前年

１月１日」とあるのは「贈与税の申告期限の翌日」と、「の日の属する年の12月31日」と

あるのは「に係る措置法第70条の６の８第４項に規定する猶予中贈与税額に相当する贈与

税の全部につき納税の猶予に係る期限が確定する日の属する年の前年12月31日」となるこ

とに留意する。 

 (注) 特例事業受贈者が措置法第70条の６の８第５項の承認を受けた場合には、同項の譲

渡があった日から同日以後１年を経過する日又は同項第３号の取得の日のいずれか

早い日までの間は、同項の譲渡の対価の額に相当する金銭は、特定資産に該当しない

ことに留意する。 
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（新設） 
（説明） 

  措置法第 70 条の６の８第３項第２号においては、特例受贈事業用資産に係る事業が風俗営業等の規

制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律 122 号。以下 70 の６の８―30 において「風営法」

という。）第２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業に該当することとなった場合には、その該当

することとなった日から２月を経過する日（その該当することとなった日から当該２月を経過する日

までの間に当該特例事業受贈者が死亡した場合には、当該特例事業受贈者の相続人（包括受遺者を含

む。）が当該特例事業受贈者の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から６月を経過

する日）に納税の猶予に係る期限が到来することとされている（措法 70の６の８③二、㉖）。 

ところで、風営法上、「性風俗関連特殊営業」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営

業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいうこと

とされており（風営法２⑤）、これらの営業を営もうとする者は、公安委員会に一定の届出をしなけ

ればならないこととされている（風営法 27、31 の２、31 の７、31 の 12、31 の 17）。 

本通達は、上記風営法の規定を踏まえ、措置法第 70 条の６の８第３項第２号の性風俗関連特殊営業

に「該当することとなった日」とは、風営法第 27 条第 1 項、第 31 条の２第 1 項、第 31 条の７第１

項、第 31条の 12 第 1 項又は第 31条の 17 第１項の届出書を提出した日をいうこととした。 

  

（性風俗関連特殊営業に該当することとなった日の意義） 

70の６の８―30 措置法第70条の６の８第３項第２号の風俗営業等の規制及び業務の適正

化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条第５項((用語の意義))に規定する性風俗

関連特殊営業に「該当することとなった日」とは、同法第27条第１項、第31条の２第１項、

第31条の７第１項、第31条の12第１項又は第31条の17第１項((営業等の届出))の届出書を

提出した日とする。 
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（新設） 
（説明） 

  措置法第 70 条の６の８第３項第３号においては、「特例事業受贈者のその年の当該事業に係る事業

所得の総収入金額が零となった場合」には、その年の 12 月 31 日から２月を経過する日（その該当す

ることとなった日から当該２月を経過する日までの間に当該特例事業受贈者が死亡した場合には、当

該特例事業受贈者の相続人（包括受遺者を含む。）が当該特例事業受贈者の死亡による相続の開始が

あったことを知った日の翌日から６月を経過する日）に納税の猶予に係る期限が到来することとされ

ている（措法 70 の６の８③三、㉖）。 

  この措置法第 70 条の６の８第３項第３号の「当該事業」とは、同項の柱書の「特例受贈事業用資産

に係る事業」を指すことから、同号の「当該事業に係る事業所得の総収入金額が零となった場合」の

判定は、特例受贈事業用資産に係る事業を基準に行うこととなる。 

したがって、特例事業受贈者が一の贈与者から特例対象贈与により取得をした特例受贈事業用資産

に係る事業が２以上ある場合には、その２以上の事業の合計額をもって総収入金額が零かどうかの判

定を行うこととなる。つまり、２以上の事業のうちいずれかの事業に係る総収入金額が零となったと

しても、措置法第 70 条の６の８第３項第３号の規定により納税猶予の期限が到来することはない。 

ただし、「総収入金額が零となった事業」については何らの事業活動が行われていないことから、

当該事業に係る特例受贈事業用資産については特例事業受贈者の事業の用に供されなくなったものに

該当することとなり、同条第４項の規定により、当該特例受贈事業用資産に係る猶予中贈与税額に相

当する贈与税の納税猶予の期限が到来することとなる。 

  また、特例事業受贈者が特例受贈事業用資産に係る事業と別の事業を営んでいる場合には、当該別

の事業に係る総収入金額を含まずに、総収入金額が零かどうかの判定を行うこととなる。 

  本通達は、これらのことを留意的に明らかにした。 

 

  

（事業所得の総収入金額が零となった場合） 

70の６の８―31 措置法第70条の６の８第３項第３号の「当該事業に係る事業所得の総収入

金額が零となった場合」の判定を行う場合には、次によることに留意する。 

⑴ 特例事業受贈者が一の贈与者から特例対象贈与により取得をした特例受贈事業用資

産に係る事業が２以上ある場合には、その２以上の事業の合計額により行う。 

⑵ 特例事業受贈者が特例受贈事業用資産に係る事業と別の事業を営んでいる場合には、

当該別の事業に係る総収入金額は、上記の判定に含まれない。 
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（新設） 
（説明） 

  措置法第 70 条の６の８第３項第６号においては、特例事業受贈者が同条第１項の規定の適用を受け

ることをやめる旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該届出書の提出

があった日から２月を経過する日（当該届出書の提出があった日から当該２月を経過する日までの間

に当該特例事業受贈者が死亡した場合には、当該特例事業受贈者の相続人（包括受遺者を含む。）が

当該特例事業受贈者の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から６月を経過する日）

に納税の猶予に係る期限が到来することとされている（措法 70の６の８③六、㉖）。 

したがって、当該届出書の提出があった場合には、当該届出書の提出があった日から２月を経過す

る日に納税の猶予に係る期限が到来することになる。 

本通達は、このことを留意的に明らかにした。 

なお、農地の納税猶予の場合には、70 の４－35 において、「措置法第 70 条の４第１項第４号の規

定に該当することによる納税猶予の期限は、同項の規定の適用を受けている受贈者から同項の規定の

適用を受けることをやめる旨の届出書の提出があった場合においても、当該納税猶予に係る贈与税の

額及び当該贈与税の額に係る利子税の額（以下 70の４―35 において「贈与税額等」という。）の全部

の納付がない限り、確定しないのであるから留意する。なお、当該届出書の提出があった後に贈与税

額等の全部の納付があったときは、当該届出書は、当該贈与税額等の全部の納付があった日に提出さ

れたものとして取り扱う。」としているが、これは、措置法第 70条の４第１項第４号において、受贈

者が措置法第 70 条の４第 1 項の規定の適用を受けることをやめようとする場合において、納税猶予に

係る贈与税の額及び当該贈与税の額に係る利子税を納付してその旨を記載した届出書を納税地の所轄

税務署長に提出したときは、当該届出書の提出があった日から２月を経過する日（その該当すること

となった後同日以前に当該受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続人（包括受遺者を含む。）

が当該受贈者の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から６月を経過する日）まで納

税を猶予すると規定されていることによるものであり、上記のとおり、措置法第 70 条の６の８第３項

第６号の規定ぶりとは異なることから、本通達は、70 の４－35 における取扱いとは異なることとなる。 

 

  

（特例事業受贈者が個人の事業用資産についての納税猶予の適用を取りやめる場合の期限） 

70の６の８―32 措置法第70条の６の８第３項第６号の規定に該当することによる納税の

猶予に係る期限は、同条第１項の規定の適用を受けている特例事業受贈者から同項の規定

の適用を受けることをやめる旨の届出書の提出があった日から２月を経過する日（当該届

出書の提出があった日から当該２月を経過する日までの間に当該特例事業受贈者が死亡

した場合には、当該特例事業受贈者の相続人（包括受遺者を含む。）が当該特例事業受贈

者の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から６月を経過する日）となる

ことから、当該納税猶予に係る贈与税の額及び当該贈与税の額に係る利子税の額の納付の

有無に関わらず、当該２月を経過する日に確定することに留意する。 
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（新設） 
（説明） 

  特例事業受贈者は、複数の贈与者から特例対象贈与を受けることが可能であるところ、その特例対

象贈与も、同一年中に行われる場合や異なる年に行われる場合、また、同一の事業について行われる

場合や異なる事業について行われる場合など、様々である。 

  そこで、本通達は、特例事業受贈者に係る贈与者が２以上ある場合における措置法第 70 条の６の８

第３項各号に掲げる場合に該当するかどうかの判定は、贈与者の異なるものごとに行うことを留意的

に明らかにした。 

  なお、特例事業受贈者に係る贈与者が、事業を行っていた者（措置法令第 40 条の７の８第１項第１

号に定める者に該当）と、その者の生計一親族等（同項第２号に定める者に該当）である場合には、

それぞれの贈与者から贈与された特定受贈事業用資産に係る事業は同一の事業であることから、事業

を廃止した場合（措法 70の６の８③一）や資産保有型事業に該当した場合（同二）など、確定事由の

判定が事業を基準として行われるものについては、同一の事由をもって、各贈与者に係る納税猶予の

期限が到来することとなる。 

 

 

  

（贈与者が２以上ある場合の全部確定事由の判定） 

70の６の８―33 特例事業受贈者に係る贈与者が２以上ある場合における措置法第70条の

６の８第３項各号に掲げる場合に該当するかどうかの判定は、贈与者の異なるものごとに

行うことに留意する。 
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（新設） 
（説明） 

  措置法第 70 条の６の８第４項においては、特例受贈事業用資産の全部又は一部が特例事業受贈者の

事業の用に供されなくなった場合には、その事業の用に供されなくなった部分に対応する猶予中贈与

税額については、その事業の用に供されなくなった日から２月を経過する日（その供されなくなった

日から当該２月を経過する日までの間に当該特例事業受贈者が死亡した場合には、当該特例事業受贈

者の相続人（包括受遺者を含む。）が当該特例事業受贈者の死亡による相続の開始があったことを知

った日の翌日から６月を経過する日）に納税の猶予に係る期限が到来することとされている（措法 70

の６の８④㉖）。 

  また、措置法第 70 条の６の８第５項においては、同条第４項の事業の用に供されなくなった事由が

特例受贈事業用資産の譲渡である場合には、その譲渡があった日から１年以内に当該譲渡の対価の額

の全部又は一部をもって特例事業受贈者の事業の用に供される資産（措置法第 70条の６の８第２項第

１号イ若しくはロに掲げる資産又は同号ハに定める資産に限る。）を取得する見込みであることにつ

き、同条第５項の規定による納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該譲渡の時には納税猶

予の期限は到来せず、当該譲渡があった日から１年を経過する日までに当該資産の取得に充てられた

当該譲渡の対価の額に相当する部分については、納税猶予が継続されることとされている（措法 70の

６の８⑤）。 

  ところで、この制度の対象となる宅地等及び建物については、それぞれ限度面積（宅地等：400 ㎡、

建物：800 ㎡）が設けられている（措法 70 の６の８②一）。このため、例えば、特例事業受贈者の事

業の用に供されている一筆の土地が限度面積を超える場合、その土地については特例受贈事業用資産

に該当する部分とそれ以外の部分とが生じることとなる。このような場合に、その土地の一部の譲渡

等をしたときは、特例受贈事業用資産である土地の譲渡等をしたのか特例受贈事業用資産以外の土地

の譲渡等をしたのか不明となる。 

そこで、措置法令第 40 条の７の８第 40 項では、特例事業受贈者が対象事業用資産（特例受贈事業

用資産及び措置法第 70 条の６の 10 第１項に規定する特例事業用資産をいう。以下 70 の６の８―34

において同じ。）以外の当該特例事業受贈者の事業の用に供されている資産（措置法第 70 条の６の８

第２項第１号イ若しくはロに掲げる資産又は同号ハに定める資産に限る。）を有する場合において、

当該資産の譲渡又は贈与をしたとき（同条第 14 項第３号の規定の適用に係る贈与をしたときを除く。）

は、当該対象事業用資産以外の資産から先に譲渡又は贈与をしたものとみなし、同条第 14項第３号の

規定の適用に係る贈与をしたときは、当該対象事業用資産から先に当該贈与をしたものとみなすこと

とされている。 

また、同一の事業の用に供されている特定事業用資産を異なる贈与者から特例対象贈与により取得

し、この制度の適用を受けた場合にも上記と同様の問題があることから、措置法令第 40条の７の８第

41 項では、特例事業受贈者が対象事業用資産の譲渡又は贈与をした場合には、当該対象事業用資産の

うち先に取得したもの（当該先に取得したものが措置法第 70 条の６の８第 14 項第３号の規定の適用

に係る贈与により取得した特例受贈事業用資産である場合には、当該特例受贈事業用資産のうち先に

同条第１項の規定の適用を受けた他の特例事業受贈者に係るもの）から順次譲渡又は贈与をしたもの

とみなすこととされている。 

本通達は、措置法第 70条の６の８第４項又は第５項の規定を適用する場合における特例受贈事業用

資産の譲渡又は贈与（以下 70の６の８―68までにおいて「譲渡等」という。）があったかどうかの判

定は、措置法令第 40 条の７の８第 40 項及び第 41項の規定により行うことを留意的に明らかにすると

ともに、本通達の(注)において、特例受贈事業用資産を措置法第 70 条の６の８第 14 項第３号の規定

による贈与をしたかどうかの判定についてもこれと同様であることを、留意的に明らかにした。 

  

（特例受贈事業用資産の譲渡等の判定） 

70の６の８―34 措置法第70条の６の８第４項又は第５項の規定を適用する場合における

特例受贈事業用資産の譲渡又は贈与（以下70の６の８―68までにおいて「譲渡等」という。）

があったかどうかの判定は、措置法令第40条の７の８第40項及び第41項の規定により行う

ことに留意する。 

(注) なお、特例受贈事業用資産を措置法第70条の６の８第14項第３号の規定による贈与

をしたかどうかの判定についても上記により行うことに留意する。 
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（新設） 
（説明） 

  措置法第 70 条の６の８第１項の規定の適用を受ける特例受贈事業用資産の全部又は一部が特例事

業受贈者の事業の用に供されなくなった場合には、猶予中贈与税額のうち、当該事業の用に供されな

くなった部分に対応する部分の金額に相当する贈与税については、当該事業の用に供されなくなった

日から２月を経過する日（当該事業の用に供されなくなった日から当該２月を経過する日までの間に

当該特例事業受贈者が死亡した場合には、当該特例事業受贈者の相続人（包括受遺者を含む。）が当

該特例事業受贈者の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から６月を経過する日）を

もって納税の猶予に係る期限とされている（措法 70 の６の８④㉖）。 

  そして、この場合に納税の猶予に係る期限が確定する猶予中贈与税額の一部の部分については、措

置法令第 40 条の７の８第 20項においてその計算方法が規定されている。本通達は、その計算方法を、

次のとおり、算式により留意的に明らかにしたものである。 

 （算式） 

事業の用に供されなく

なった時の直前の猶予

中贈与税額 

× 

事業の用に供されなくなった特例受贈事業用資産の措置法第 70条の

６の８第１項の規定の適用に係る贈与の時における価額 

当該事業の用に供されなくなった時の直前において当該事業の用に

供されていた全ての特例受贈事業用資産の措置法第 70条の６の８第

１項の規定の適用に係る贈与の時における価額 

  ところで、特例受贈事業用資産が事業の用に供されなくなった場合であっても、それが特例受贈事

業用資産の陳腐化、腐食、損耗その他これらに準ずる事由により当該特例受贈事業用資産を廃棄した

場合であって、その廃棄したことにつき、当該廃棄をした日から２月以内に納税地の所轄税務署長に

届出をしたときは、納税の猶予に係る期限は到来しないこととされている（措法 70の６の８④、措令

40 の７の８⑱）。したがって、上記算式における「当該事業の用に供されなくなった時の直前におい

て当該事業の用に供されていた全ての特例受贈事業用資産」には、措置法令第 40 条の７の８第 18 項

の届出に係る特例受贈事業用資産が含まれることとなる。 

本通達の(注)の１は、このことを留意的に明らかにした。 

（納税猶予税額の一部について納税猶予の期限が確定する場合の贈与税の額の計算） 

70の６の８―35 措置法第70条の６の８第４項の規定により納税猶予税額の一部について、

納税猶予の期限が確定する場合における贈与税の額の計算は、同項の規定に該当する直前

の猶予中贈与税額に、次に定める割合を乗ずることにより行うことに留意する。 

なお、これにより算出された金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未

満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨て、その切り捨てた金額は、納税猶

予税額として残ることに留意する。 

 

事業の用に供されなくなった特例受贈事業用資産の措置法第70条の６の８第１項の規定

の適用に係る贈与の時における価額 

当該事業の用に供されなくなった時の直前において当該事業の用に供されていた全ての

特例受贈事業用資産の措置法第70条の６の８第１項の規定の適用に係る贈与の時におけ

る価額 

(注)１ 「当該事業の用に供されなくなった時の直前において当該事業の用に供されてい

た全ての特例受贈事業用資産」には、措置法令第40条の７の８第18項の届出に係る

特例受贈事業用資産が含まれることに留意する。 

２ 「事業の用に供されなくなった特例受贈事業用資産」には、災害、疾病等のため

やむを得ず一時的に当該事業の用に供されていない特例受贈事業用資産は含まれな

いことに留意する。 

３ 措置法第70条の６の８第18項の規定の適用を受けた場合における上記算式中の

「贈与の時における価額」は、同項に規定する認可決定日における価額となること

に留意する。 
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  次に、災害、疾病等のためやむを得ず一時的に当該事業の用に供されていない特例受贈事業用資産

は、これらの事由が解消すれば、当該事業の用に供されることが見込まれるものであることから、当

該特例受贈事業用資産は、措置法第 70 条の６の８第４項の規定が適用される「事業の用に供されなく

なった特例受贈事業用資産」には含まれないこととなる。 

本通達の(注)の２は、このことを留意的に明らかにした。 

  また、特例受贈事業用資産について措置法第70条の６の８第18項の規定の適用があった場合には、

措置法令第 40 条の７の８第 31 項の規定により、上記算式における「贈与の時における価額」は措置

法第 70 条の６の８第 18項に規定する認可決定日における価額となる。 

本通達の(注)の３は、このことを留意的に明らかにした。 
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（新設） 
（説明） 

  措置法第 70 条の６の８第１項の規定の適用を受ける特例受贈事業用資産の全部又は一部が特例事

業受贈者の事業の用に供されなくなった場合には、猶予中贈与税額のうち、当該事業の用に供されな

くなった部分に対応する部分の金額に相当する贈与税については、原則として、当該事業の用に供さ

れなくなった日から２月を経過する日をもって納税の猶予に係る期限とされている（措法 70の６の８

④）。 

ところで、この「特例受贈事業用資産が事業の用に供されなくなった場合」からは、事業の用に供

することが困難になった場合として政令で定める場合が除かれており、措置法令第 40 条の７の８第

18 項においては、「政令で定める場合」として「特例受贈事業用資産の陳腐化、腐食、損耗その他こ

れらに準ずる事由により当該特例受贈事業用資産を廃棄した場合」が規定されている。したがって、

これらの事由により特例受贈事業用資産が事業の用に供されなくなった場合には、納税猶予は継続さ

れることとなる。 

ただし、措置法令第 40 条の７の８第 18 項の規定の適用に当たっては、一定の事項を記載した届出

書に当該廃棄をしたことが確認できる書類として措置法規則第 23 条の８の８第 10 項に定める書類を

添付し、当該廃棄をした日から２月以内（以下 70の６の８―36において「届出期限」という。）に納

税地の所轄税務署長に届出をしなければならないこととされており（措法 70 の６の８④、措令 40 の

７の８⑱）、当該届出書が当該届出期限までに提出されない場合には、措置法令第 40条の７の８第 18

項の規定の適用を受けることはできないこととなる。本通達は、このことを留意的に明らかにしたも

のである。 

なお、当該届出書の提出に関し、その提出がなかった場合のゆうじょ規定は法令上設けられていな

い。本通達の(注)では、このことを留意的に明らかにしている。 

 

  

（廃棄に係る届出書が届出期限までに提出されない場合等） 

70の６の８―36 特例事業受贈者が措置法令第40条の７の８第18項の規定の適用を受けよ

うとする場合には、同項に規定する期限（以下70の６の８―36において「届出期限」とい

う。）までに同項に規定する届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければ、同項の規

定の適用はないことに留意する。 

当該届出書を届出期限までに提出しない場合には、同項の廃棄をした特例受贈事業用資

産に係る猶予中贈与税額に相当する贈与税については措置法第70条の６の８第４項の事

業の用に供されなくなった日から２月を経過する日（当該事業の用に供されなくなった日

から当該２月を経過する日までの間に当該特例事業受贈者が死亡した場合には、当該特例

事業受贈者の相続人（包括受遺者を含む。）が当該特例事業受贈者の死亡による相続の開

始があったことを知った日の翌日から６月を経過する日）に納税の猶予に係る期限が到来

することに留意する。 

(注) 届出期限までに措置法令第40条の７の８第18項に規定する届出書の提出がなかっ

た場合のゆうじょ規定は設けられていない。 
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（新設） 
（説明） 

  措置法令第 40条の７の８第 18項は、措置法第 70 条の６の８第４項の規定による納税猶予の期限が

到来しない場合として「特例受贈事業用資産の陳腐化、腐食、損耗その他これらに準ずる事由により

当該特例受贈事業用資産を廃棄した場合」を規定している。 

ところで、機械装置等の処分に当たっては、その処分に伴い生じた廃材等の買取りが行われる場合

や、新たな機械装置の購入のために下取りされる場合などがあるが、このように、その処分によって

対価を得る場合についても、措置法令第 40 条の７の８第 18 項の「廃棄」に該当するのかどうか疑問

も生じる。しかしながら、措置法第 70 条の６の８第４項の規定による納税猶予の期限の確定事由から、

特例受贈事業用資産を廃棄した場合が除かれているのは、「事業の用に供されなくなった特例受贈事

業用資産は・・・確定した税額を納付することが原則ですが、建物や減価償却資産の場合、経年劣化

や陳腐化に伴いやむを得ず廃棄する場合も想定され、そのような場合にまで一律に猶予税額の納付を

求めることは酷と思われるため」（財務省 HP「令和元年度税制改正の解説」521 頁）であるところ、

処分によって得た対価がある場合に猶予税額の納付を求めることは必ずしも酷ではないと考えられる

こと、また、特例受贈事業用資産の譲渡の対価をもって新たな資産を取得した場合については同条第

５項において買換えに係る特例が規定されていることを踏まえれば、特例受贈事業用資産の処分によ

って得る対価がある場合の当該処分が措置法令第 40 条の７の８第 18 項の「廃棄」に該当すると解す

ることは相当でない。 

そこで、本通達は、措置法令第 40 条の７の８第 18 項の事由により特例受贈事業用資産を処分した

場合において、その処分によって得た対価があるときは、当該特例受贈事業用資産の処分は同項の廃

棄に該当しないことを留意的に明らかにした。なお、当該処分は、措置法第 70 条の６の８第５項の「特

例受贈事業用資産の譲渡」に該当することから、特例事業受贈者が同項の規定による税務署長の承認

を受け、当該処分によって得た対価をもって当該特例事業受贈者の事業の用に供する資産を取得した

場合には、納税猶予の期限は確定しないこととなる。 

本通達の(注)は、このことを留意的に明らかにした。 

おって、特例受贈事業用資産の処分に伴い生じた廃材等の買取りが行われた場合であっても、その

対価の額が当該処分に当たり要した費用の額以下であるときは、実質的には、当該処分によって得た

対価はないものと考えられることから、このような場合については、本通達の「処分によって得た対

価がある場合」に該当せず、措置法令第 40 条の７の８第 18項の「廃棄」に該当することに留意する。 

  

（特例受贈事業用資産の処分によって得た対価がある場合） 

70の６の８―37 措置法令第40条の７の８第18項の事由により特例受贈事業用資産を処分

した場合において、その処分によって得た対価があるときは、当該特例受贈事業用資産の

処分は同項の廃棄に該当しないことに留意する。 

 (注) 特例受贈事業用資産の処分によって得た対価がある場合における当該処分は、措置

法第70条の６の８第５項の「特例受贈事業用資産の譲渡」に該当することに留意する。 
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（新設） 
（説明） 

  特例受贈事業用資産が事業の用に供されなくなった場合には、その事業の用に供されなくなった部

分に対応する猶予中贈与税額に相当する贈与税の期限が確定することとなるが（措法 70 の６の８④）、

その事由が特例受贈事業用資産の譲渡であるときは、当該譲渡があった日から１年以内に当該譲渡の

対価の額の全部又は一部をもって特例事業受贈者の事業の用に供される資産（措置法第 70 条の６の８

第２項第１号イ若しくはロに掲げる資産又は同号ハに定める資産に限る。以下 70 の６の８―44 まで

において「買換資産」という。）を取得する見込みであることにつき、納税地の所轄税務署長の承認

（以下 70の６の８―44までにおいて「買換承認」という。）を受けたときには、次のとおりとされて

いる（措法 70の６の８⑤）。 

⑴ 当該承認に係る特例受贈事業用資産は、⑶の取得の日まで当該特例事業受贈者の事業の用に供さ

れていたものとみなす。 

⑵ 当該譲渡があった日から１年を経過する日において、当該承認に係る譲渡の対価の額の全部又は

一部が買換資産の取得に充てられていない場合には、当該譲渡に係る特例受贈事業用資産のうちそ

の充てられていないものに対応する部分は、同日において当該事業の用に供されなくなったものと

みなす。 

⑶ 当該譲渡があった日から１年を経過する日までに当該承認に係る譲渡の対価の額の全部又は一部

が買換資産の取得に充てられた場合には、当該取得をした資産は、特例受贈事業用資産とみなす。 

そして、この買換承認を受けるためには、措置法令第 40 条の７の８第 21 項の規定により、当該譲

渡があった日から１月以内（以下 70 の６の８―38において「申請期限」という。）に同項に規定する

申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならないこととされている。 

したがって、当該申請書が当該申請期限までに提出されない場合には買換承認を受けることはでき

ず、措置法第 70条の６の８第５項の規定の適用を受けることはできないこととなる。本通達はこのこ

とを留意的に明らかにしたものである。 

なお、当該申請書の提出に関し、その提出がなかった場合のゆうじょ規定は法令上設けられていな

い。本通達の(注)の１では、このことを留意的に明らかにしている。 

また、当該申請期限は「譲渡があった日から１月以内」とされ（措令 40の７の８㉑）、新たな資産

の取得期限（上記⑵及び⑶）は「譲渡があった日から１年を経過する日」とされている（措法 70 の６

の８⑤）ことから、本通達の(注)の２では、その起算日である「譲渡があった日」については、当該特

例受贈事業用資産の引渡しがあった日をいうことを留意的に明らかにしている。 

なお、これは原則的な取扱いであり、特例事業受贈者が買換承認の申請に当たり、当該特例受贈事

業用資産の譲渡に関する契約の効力の発生した日をもって「譲渡があった日」とする措置法令第 40条

の７の８第 21項の申請書の提出があった場合には、当該契約の効力の発生した日をもって「譲渡があ

った日」として取り扱って差し支えない。 

 

  

（買換承認に係る申請書が申請期限までに提出されない場合等） 

70の６の８―38 特例事業受贈者が措置法第70条の６の８第５項の規定の適用を受けよう

とする場合には、措置法令第40条の７の８第21項に規定する期限（以下70の６の８―38に

おいて「申請期限」という。）までに同項に規定する申請書を納税地の所轄税務署長に提

出しなければ、措置法第70条の６の８第５項の規定の適用はないことに留意する。 

当該申請書を申請期限までに提出しない場合には、同項の譲渡をした特例受贈事業用資

産に係る猶予中贈与税額に相当する贈与税については当該譲渡があった日から２月を経

過する日（当該譲渡があった日から当該２月を経過する日までの間に当該特例事業受贈者

が死亡した場合には、当該特例事業受贈者の相続人（包括受遺者を含む。）が当該特例事

業受贈者の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から６月を経過する日）

に納税の猶予に係る期限が到来することに留意する。 

(注)１ 申請期限までに措置法令第40条の７の８第21項に規定する申請書の提出がなか

った場合のゆうじょ規定は設けられていない。 

   ２ 「譲渡があった日」とは、当該特例受贈事業用資産の引渡しがあった日をいうこ

とに留意する（以下70の６の10―39までにおいて同じ。）。 
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（新設） 
（説明） 

  特例事業受贈者が特例受贈事業用資産の譲渡について措置法第 70 条の６の８第５項の買換承認を

受けた場合において、同項の譲渡があった日から１年を経過する日において当該譲渡の対価の額の全

部又は一部が買換資産の取得に充てられていない場合には、当該特例受贈事業用資産のうちその充て

られていないものに対応する部分は、同日において当該事業の用に供されなくなったものとみなされ、

納税猶予の期限が到来することとなる（措法 70の６の８⑤二）。 

  ところで、事業の用に供される資産の譲渡については、事業に付随して対価を得て行われるものと

して消費税法第２条第８号に規定する資産の譲渡等に該当し（消令２③）、土地の譲渡など非課税と

されるものを除き、消費税及び地方消費税（以下 70 の６の８―39において「消費税等」という。）が

課されることとなる。 

したがって、特例受贈事業用資産の譲渡をした場合に受け取る対価の額には消費税等の額が含まれ

る場合が生じることとなる。そこで、本通達は、買換資産の取得に充てるべき特例受贈事業用資産の

「譲渡の対価の額」の意義について、買換承認を受けた特例事業受贈者の次に掲げる区分に応じ、そ

れぞれに定める価額をいうことを留意的に明らかにした。 

⑴ 当該特例事業受贈者が⑶に掲げる者以外の者である場合において税抜経理方式を適用していると

き 当該特例受贈事業用資産に係る税抜価額 

⑵ 当該特例事業受贈者が⑶に掲げる者以外の者である場合において税込経理方式を適用していると

き 当該特例受贈事業用資産に係る税込価額 

⑶ 当該特例事業受贈者が免税事業者等である場合 当該特例受贈事業用資産の実際の譲渡価額 

 (注)１ 「税抜経理方式」とは、平成元年３月 29日付直所３―８、直資３―６「消費税法等の施行に

伴う所得税の取扱いについて」（以下 70 の６の８―39において「取扱い通達」という。）１⑸

((用語の意義))に定めるものをいい、具体的には、消費税等の額と当該消費税等に係る取引の

対価の額とを区分して経理する方式をいう。 

２ 「税抜価額」とは、消費税の額及び地方消費税の額を含まない取引の対価の額をいう。 

 ３ 「税込経理方式」とは、取扱い通達１⑹に定めるものをいい、具体的には、消費税等の額と

当該消費税等に係る取引の対価の額とを区分しないで経理する方式をいう。 

４ 「税込価額」とは、消費税の額及び地方消費税の額を含んだ取引の対価の額をいう。 

 ５ 「免税事業者等」とは、取扱い通達５((免税事業者等の消費税の処理))の消費税の納税義務

が免除されている個人事業者（取扱い通達５(注)の消費税が課されないこととされている資産

の譲渡等のみを行う個人事業者を含む。）をいう。 

（特例受贈事業用資産の譲渡の対価の額の意義） 

70の６の８―39 措置法第70条の６の８第５項の納税地の所轄税務署長の承認（以下70の６

の８―44までにおいて「買換承認」という。）に係る特例受贈事業用資産の「譲渡の対価

の額」は、買換承認を受けた特例事業受贈者の次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める

価額をいうことに留意する。 

 ⑴ 当該特例事業受贈者が⑶に掲げる者以外の者である場合において税抜経理方式を適

用しているとき 当該特例受贈事業用資産に係る税抜価額 

 ⑵ 当該特例事業受贈者が⑶に掲げる者以外の者である場合において税込経理方式を適

用しているとき 当該特例受贈事業用資産に係る税込価額 

 ⑶ 当該特例事業受贈者が免税事業者等である場合 当該特例受贈事業用資産の実際の

譲渡価額 

 (注)１ 「税抜経理方式」とは、平成元年３月29日付直所３―８、直資３―６「消費税法

等の施行に伴う所得税の取扱いについて」（以下70の６の８―39において「取扱い

通達」という。）１⑸((用語の意義))に定めるものをいい、「税抜価額」とは、消

費税の額及び地方消費税の額を含まない取引の対価の額をいうことに留意する。 

   ２ 「税込経理方式」とは、取扱い通達１⑹に定めるものをいい、「税込価額」とは、

消費税の額及び地方消費税の額を含んだ取引の対価の額をいうことに留意する。 

   ３ 「免税事業者等」とは、取扱い通達５((免税事業者等の消費税の処理))の消費税

の納税義務が免除されている個人事業者（取扱い通達５(注)の個人事業者を含む。）

をいうことに留意する。 
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なお、本通達は「譲渡の対価の額」に関する取扱いに係るものであるが、特例受贈事業用資産の譲

渡又は買換資産の取得に要した仲介料、登記費用等の費用などに係る消費税等や買換資産の取得価額

に係る消費税等についても同様の取扱いとなり、⑴に掲げる者である場合には税抜価額により、⑵に

掲げる者である場合には税込価額により、また、⑶に掲げる者である場合には実際の対価（税込価額）

によることとなる。 
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（新設） 
（説明） 

  措置法第 70 条の６の８第５項の買換承認を受けた場合には、同項の譲渡があった日から１年を経過

する日までに買換資産の取得をする必要があるが、この買換資産には、宅地等や建物のほか、減価償

却資産も含まれ（措法 70の６の８②一）、その種類は多種多様である。 

そこで、本通達の⑴は、買換資産の「取得」には、購入による取得のほか、自己の建設、製作又は製

造（以下 70 の６の８―40において「建設等」という。）に係る資産の建設等による取得、自己が生育

させた所得税法施行令第６条第９号イ((減価償却資産の範囲))に掲げる生物の生育による取得並びに

自己が成熟させた同号ロ及びハに掲げる生物の成熟による取得も含まれることを留意的に明らかにし

た。したがって、例えば、機械装置を自ら建設等した場合において、これに要した原材料費、労務費

及び経費に対し特例受贈事業用資産の譲渡の対価の額の全部又は一部が充てられているときは、当該

対価の額は、措置法第 70条の６の８第５項第３号の資産の取得に充てられた場合に該当することとな

る。 

  なお、措置法第 70 条の６の８第５項第２号又は第３号の１年を経過する日において資産の建設等、

生育又は成熟が完了していないときには、同日までに買換資産の取得が行われていないことから、当

該資産の建設等、生育又は成熟に要する費用に充てられた同項の特例受贈事業用資産の譲渡の対価の

額の全部が、同項第２号の買換資産の取得に充てられていないものに該当することとなる。 

本通達の⑴の(注)は、このことを留意的に明らかにした。 

  また、措置法第 70条の６の８第５項の規定による買換資産の取得の期限は、「譲渡があった日から

１年以内」とされており、譲渡があった日より前における先行取得は認められていない。そして、こ

の場合の「譲渡があった日」とは、70 の６の８―38 の(注)の２において、特例受贈事業用資産の引渡

しがあった日をいうことを留意的に明らかにしている。したがって、この「引渡しがあった日」前に

買換資産の取得が行われた場合には、原則的には同項の規定の適用は認められないのであるが、引渡

しの日にかかわらず、譲渡及び取得それぞれの契約の日を基準としてみた譲渡の日よりも取得の日の

方が後であるときは、これを緩和して同項の規定の適用を認めることが実態に即応することと考えら

れる。 

  そこで、本通達の⑵は、特例受贈事業用資産の譲渡があった日前に買換資産の取得が行われた場合

においては、その取得に関する契約が譲渡に関する契約があった日以後に行われていると認められる

ときに限り、措置法第 70条の６の８第５項の規定の適用があるものとして取り扱うこととした。 

 (注) 農地の納税猶予（措法 70の４等）においても、本通達の⑵と同様の取扱いがされている（70 の

４―67）。 

  

（買換資産の取得の意義等） 

70の６の８―40 措置法第70条の６の８第５項に規定する特例事業受贈者の事業の用に供

される資産（以下70の６の８―44までにおいて「買換資産」という。）の取得については、

次の取扱いに留意する。 

 ⑴ 措置法第70条の６の８第５項に規定する特例事業受贈者の事業の用に供される資産

（以下70の６の８―44までにおいて「買換資産」という。）の取得には、購入による取

得のほか、自己の建設、製作又は製造（以下70の６の８―40において「建設等」という。）

に係る資産の建設等による取得、自己が生育させた所得税法施行令第６条第９号イ((減

価償却資産の範囲))に掲げる生物の生育による取得並びに自己が成熟させた同号ロ及

びハに掲げる生物の成熟による取得が含まれる。 

(注) 措置法第70条の６の８第５項第２号又は第３号の１年を経過する日において資産

の建設等、生育又は成熟が完了していないときには、同日までに買換資産の取得が

行われていないことから、当該資産の建設等、生育又は成熟に要する費用に充てら

れた同項の特例受贈事業用資産の譲渡の対価の額の全部が、同項第２号の買換資産

の取得に充てられていないものに該当することに留意する。 

 ⑵ 特例受贈事業用資産の譲渡があった日前に買換資産の取得が行われた場合において

は、その取得に関する契約が譲渡に関する契約があった日以後に行われていると認めら

れるときに限り、措置法第70条の６の８第５項の規定の適用があるものとして取り扱

う。 
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（新設） 
（説明） 

  措置法第 70 条の６の８第５項の規定による買換承認を受けている場合において、その買換承認に係

る譲渡の対価の額の全部又は一部が買換資産の取得に充てられなかったときは、その充てられなかっ

た金額に対応する部分は事業の用に供されなくなったものとみなされることとなるが（措法 70の６の

８⑤二）、この場合、譲渡の対価の額のうち、その譲渡のために要した費用の額やその買換資産の取

得のために要した費用の額は、買換資産の取得に充てられた金額に含まれるのかどうかという疑問も

生じる。仮に含まれないとすれば、その費用の額に対応する部分は事業の用に供されなくなったもの

とみなされて納税猶予の期限が確定し、猶予税額の一部の納付を要することとなるが、含まれるとす

れば、その譲渡の対価の額のうちから充当されたこれらの費用の額についても、買換資産の取得に充

てられたことになり、納税猶予が継続されることとなる。 

  本通達は、これらについては後者によることを留意的に明らかにしたものであり、具体的には、次

によることとなる。 

 ⑴ 特例受贈事業用資産の譲渡について仲介料、登記費用等の費用を要した場合には、当該譲渡の対

価の額から当該譲渡に要した費用の額を控除した金額をもって措置法第70条の６の８第５項第２号

及び第３号に規定する「譲渡の対価の額」とする。 

 ⑵ 買換資産の取得について仲介料、登記費用等の費用を要した場合には、当該費用の額は、当該買

換資産の取得に充てられたものとする。 

  なお、これらの費用の額に係る消費税及び地方消費税がある場合には、70 の６の８―39((特例受贈

事業用資産の譲渡の対価の額の意義))の取扱いを準用することを、本通達の(注)で留意的に明らかに

している。 

 

 

  

（仲介料、登記費用等の費用） 

70の６の８―41 措置法第70条の６の８第５項の規定による買換承認を受けている場合に

おいて同項に規定する特例受贈事業用資産の譲渡又は買換資産の取得に要した仲介料、登

記費用等の費用があるときは、次によることに留意する。 

 ⑴ 同項に規定する特例受贈事業用資産の譲渡について仲介料、登記費用等の費用を要し

た場合には、当該譲渡の対価の額から当該譲渡に要した費用の額を控除した金額をもっ

て同項第２号及び第３号に規定する「譲渡の対価の額」とする。 

 ⑵ 買換資産の取得について仲介料、登記費用等の費用を要した場合には、当該費用の額

は、当該買換資産の取得に充てられたものとする。 

 (注) 上記の費用の額については、70の６の８―39((特例受贈事業用資産の譲渡の対価の

額の意義))を準用する。 
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（新設） 
（説明） 

  措置法第 70 条の６の８第５項第３号は、買換承認に係る譲渡の対価の額を充てて取得をした買換資

産は、同条第１項の規定の適用を受ける特例受贈事業用資産とみなす旨、規定している。 

したがって、当該譲渡の対価の額を充てて取得をした一の資産の取得価額が当該譲渡の対価の額を

超える場合においても、その取得をした当該一の資産が同項の規定の適用を受ける特例受贈事業用資

産に該当することとなる。 

本通達は、このことを留意的に明らかにした。 

ただし、当該譲渡の対価の額を充てて取得をした資産が宅地等である場合において、当該宅地等の

分筆等により、当該宅地等のうち当該譲渡の対価の額を充てて取得した部分が特定されているときは、

当該宅地等のうちその特定された部分が買換資産に該当することになる。 

そして、この場合における、当該譲渡の対価の額を充てて取得した宅地等の部分の面積については、

次の算式により計算した面積となる。 

 （算式） 

Ａ×
Ｃ

Ｂ
 

(注) 上記算式中の符号は次のとおり。 

Ａ＝取得した宅地等の面積 

Ｂ＝取得した宅地等の取得価額 

Ｃ＝譲渡をした特例受贈事業用資産の対価の額 

なお、上記の「宅地等の取得価額」及び「特例受贈事業用資産の対価の額」については、70 の６の

８―39((特例受贈事業用資産の譲渡の対価の額の意義))及び 41((仲介料、登記費用等の費用))の取扱

いによることになる。 

  本通達の(注)の１及び２は、これらのことを留意的に明らかにした。 

   

 

  

（特例受贈事業用資産とみなされる買換資産の意義） 

70の６の８―42 買換承認に係る譲渡の対価の額を充てて取得をした買換資産は、措置法第

70条の６の８第５項第３号の規定により、同条第１項の規定の適用を受ける特例受贈事業

用資産とみなされることから、当該譲渡の対価の額を充てて取得をした一の資産の取得価

額が当該譲渡の対価の額を超える場合においても、その取得をした当該一の資産が同項の

規定の適用を受ける特例受贈事業用資産に該当することに留意する。 

(注)１ 当該譲渡の対価の額を充てて取得をした資産が宅地等である場合において、当該

宅地等の分筆等により、当該宅地等のうち当該譲渡の対価の額を充てて取得した部

分が特定されているときは、当該宅地等のうちその特定された部分が買換資産に該

当することに留意する。 

この場合において、当該譲渡の対価の額を充てて取得した宅地等の部分の面積に

ついては、次の算式により計算した面積によることに留意する。 

    （算式） 

Ａ×
Ｃ

Ｂ
 

(注) 上記算式中の符号は次のとおり。 

Ａ＝取得した宅地等の面積 

Ｂ＝取得した宅地等の取得価額 

Ｃ＝譲渡をした特例受贈事業用資産の対価の額 

２ 上記(注)１の「宅地等の取得価額」及び「特例受贈事業用資産の対価の額」につ

いては、70の６の８―39及び41の取扱いに留意する。 
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（新設） 
（説明） 

  特例事業受贈者が措置法第 70条の６の８第５項の買換承認を受けた場合には、当該買換承認に係る

特例受贈事業用資産の譲渡があった日から１年を経過する日までに当該譲渡の対価の額の全部又は一

部を充てて買換資産の取得をし、その取得後遅滞なく、措置法規則第 23 条の８の８第 11 項の書類を

納税地の所轄税務署長に提出しなければならないこととされている。 

ところで、当該１年を経過する日までに、買換資産の取得をすることなく当該特例事業受贈者が死

亡した場合又は当該特例事業受贈者に係る贈与者（当該特例事業受贈者に係る贈与が免除対象贈与で

ある場合には、前の贈与者。以下 70 の６の８―43において同じ。）が死亡した場合には、当該特例事

業受贈者の相続人（包括受遺者を含む。）等が、当該１年を経過する日までに買換資産の取得をしな

ければ、納税猶予の期限が確定するのか疑問も生じる。 

しかしながら、買換承認を受けた場合には、当該買換承認に係る特例受贈事業用資産の譲渡があっ

た日から１年を経過する日において、当該譲渡の対価の額の全部又は一部が買換資産の取得に充てら

れていない場合に納税猶予の期限が到来するのであって（措法 70 の６の８⑤二）、当該１年を経過す

る日までに特例事業受贈者等が死亡した場合には、確定事由が生じる前に措置法第 70 条の６の８第

14 項の規定による免除事由が生じることから、買換資産の取得等の有無にかかわらず、納税が猶予さ

れていた贈与税は免除されることとなる。本通達はこのことを留意的に明らかにした。 

なお、特例事業受贈者が死亡した場合において、当該特例事業受贈者がその死亡の日までに買換資

産の取得をし、かつ、措置法規則第 23 条の８の８第 11 項の書類を提出することなく死亡したときで

あっても、当該特例事業受贈者の相続人（包括受遺者を含む。）は当該書類の提出を要しないことに

なる。 

本通達の(注)の１は、このことを留意的に明らかにした。 

また、特例事業受贈者が死亡した場合における当該特例事業受贈者に係る相続税の課税に当たって

は、当該譲渡をした特例受贈事業用資産は相続財産を構成せず、当該特例事業受贈者が相続開始の時

において有していた財産（当該譲渡の対価に係る現金・預貯金等）が相続税の課税価格計算の基礎と

なる。 

本通達の(注)の２は、このことを留意的に明らかにした。 

（買換承認に係る１年を経過する日までに特例事業受贈者が死亡した場合） 

70の６の８―43 措置法第70条の６の８第５項の買換承認を受けた特例事業受贈者が、当該

買換承認に係る特例受贈事業用資産の譲渡があった日から１年を経過する日までに、次に

掲げる場合に該当するときには、納税猶予期限は確定せず、同条第14項の規定により贈与

税は免除されることに留意する。 

 ⑴ 当該特例事業受贈者が死亡した場合 

 ⑵ 当該特例事業受贈者に係る贈与者（当該特例事業受贈者に係る贈与が免除対象贈与で

ある場合には、前の贈与者）が死亡した場合 

 (注)１ 上記⑴の場合において、当該特例事業受贈者がその死亡の日までに買換資産の取

得をし、かつ、措置法規則第23条の８の８第11項の書類を提出することなく死亡し

たときであっても、当該特例事業受贈者の相続人（包括受遺者を含む。）は当該書

類の提出を要しないことに留意する。 

   ２ 上記⑴の場合における当該特例事業受贈者に係る相続税の課税に当たっては、当

該譲渡をした特例受贈事業用資産は相続財産を構成せず、当該特例事業受贈者が相

続開始の時において有していた財産が相続税の課税価格計算の基礎となることに

留意する。 

   ３ 上記⑵の場合には、措置法第70条の６の９第１項（第２項において読み替えて適

用する場合を含む。）の規定により、当該譲渡をした特例受贈事業用資産は、当該

特例事業受贈者が当該贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされ

るのであるが、この場合において、当該特例事業受贈者が措置法第70条の６の10第

１項の規定の適用を受けるときは、措置法令第40条の７の10第35項第５号の規定に

より、当該譲渡は措置法第70条の６の10第５項の譲渡とみなされ、当該買換承認は、

同項の承認とみなされることに留意する。 
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ところで、買換承認を受けた場合には、当該買換承認に係る譲渡をした特例受贈事業用資産は特例

事業受贈者の事業の用に供されているものとみなされることから（措法 70の６の８⑤一）、当該特例

事業受贈者に係る贈与者が死亡した場合には、措置法第 70条の６の９第１項（第２項において読み替

えて適用する場合を含む。）の規定により、当該特例受贈事業用資産は、当該特例事業受贈者が当該

贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされ、措置法第 70 条の６の 10 の規定による相

続税の納税猶予の適用を受けることができることとなる。 

なお、この場合には、措置法令第 40 条の７の 10第 35 項第５号の規定により、当該譲渡は措置法第

70 条の６の 10第５項の譲渡とみなされ、当該買換承認は、同項の承認とみなされることとなる。した

がって、当該譲渡があった日から１年を経過する日までに、当該譲渡の対価の額の全部又は一部が買

換資産の取得に充てられていない場合には、当該特例受贈事業用資産のうちその取得に充てられてい

ない部分は、同日において事業の用に供されなくなったものとして、相続税の納税猶予の確定事由が

生じることとなる。 

本通達の(注)の３は、このことを留意的に明らかにした。 
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（新設） 
（説明） 

  特例事業受贈者が措置法第 70条の６の８第５項の買換承認を受けた場合において、当該買換承認に

係る特例受贈事業用資産の譲渡があった日から１年を経過する日において当該譲渡の対価の額の全部

又は一部が買換資産の取得に充てられていないときには、当該譲渡に係る特例受贈事業用資産のうち

その充てられていないものに対応するものとして、措置法令第40条の７の８第23項に定める部分は、

同日において特例事業受贈者の事業の用に供されなくなったものとみなされることとされている（措

法 70の６の８⑤二）。 

  本通達は、この特例事業受贈者の事業の用に供されなくなったものとみなされる部分の計算方法を、

次の算式により留意的に明らかにした。 

（算式） 

Ａ×
Ｂ Ｃ

Ｂ
 

(注) 上記算式中の符号は次のとおり。 

Ａ＝買換承認に係る特例受贈事業用資産の措置法第70条の６の８第１項の規定の適用

に係る贈与の時における価額 

Ｂ＝買換承認に係る特例受贈事業用資産の譲渡の対価の額 

Ｃ＝買換資産の取得価額 

  なお、当該特例事業受贈者が措置法第 70 条の６の８第 18 項の規定の適用を受けた場合には、上記

Ａの「贈与の時における価額」は、同項に規定する認可決定日における価額となる。 

本通達の(注)の２は、このことを留意的に明らかにした。 

  また、上記Ｂの「譲渡の対価の額」及びＣの「取得価額」については、70 の６の８―39((特例受贈

事業用資産の譲渡の対価の額の意義))及び 41((仲介料、登記費用等の費用))の取扱いによることにな

る。 

本通達の(注)の３は、このことを留意的に明らかにした。 

  

（譲渡の対価の額の全部又は一部が買換資産の取得に充てられていない場合における事業

の用に供されなくなった部分の計算） 

70の６の８―44 措置法第70条の６の８第５項第２号の規定により、同号の「当該譲渡があ

った日から１年を経過する日」において特例事業受贈者の事業の用に供されなくなったも

のとみなされる買換承認に係る特例受贈事業用資産の部分は、次の算式により計算した部

分によることに留意する。 

（算式） 

Ａ×
Ｂ Ｃ

Ｂ
 

(注)１ 上記算式中の符号は次のとおり。 

Ａ＝買換承認に係る特例受贈事業用資産の措置法第70条の６の８第１項の規定の

適用に係る贈与の時における価額 

Ｂ＝買換承認に係る特例受贈事業用資産の譲渡の対価の額 

Ｃ＝買換資産の取得価額 

２ 措置法第70条の６の８第18項の規定の適用を受けた場合における上記Ａの「贈

与の時における価額」は、同項に規定する認可決定日における価額となることに

留意する。 

３ 上記Ｂの「譲渡の対価の額」及びＣの「取得価額」については、70の６の８―

39及び41の取扱いに留意する。 
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（新設） 
（説明） 

  特例受贈事業用資産が事業の用に供されなくなった場合には、その事業の用に供されなくなった部

分に対応する猶予中贈与税額に相当する贈与税の期限が確定することとなるが（措法 70 の６の８④）、

その事由が特定申告期限の翌日から５年を経過する日後の会社の設立に伴う現物出資による全ての特

例受贈事業用資産の移転であるときは、当該移転につき、納税地の所轄税務署長の承認（以下 70の６

の８―48までにおいて「現物出資承認」という。）を受けた場合には、当該承認に係る移転はなかっ

たものと、当該現物出資により取得した株式又は持分は特例受贈事業用資産とそれぞれみなされ、納

税猶予は継続される（措法 70の６の８⑥）。 

そして、この現物出資承認を受けるためには、措置法令第 40 条の７の８第 25 項の規定により、当

該移転があった日から１月以内（以下 70の６の８―45において「申請期限」という。）に同項に規定

する申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならないこととされている。 

したがって、当該申請書が当該申請期限までに提出されない場合には現物出資承認を受けることは

できず、措置法第 70条の６の８第６項の規定の適用を受けることはできないこととなる。本通達はこ

のことを留意的に明らかにしたものである。 

なお、当該申請書の提出に関し、その提出がなかった場合のゆうじょ規定は法令上設けられていな

い。本通達の(注)の１では、このことを留意的に明らかにしている。 

また、当該申請期限は「移転があった日から１月以内」とされているところ（措令 40 の７の８㉕）、

本通達の(注)の２では、その起算日である「移転があった日」については、会社法第 34 条第１項((出

資の履行))の規定に基づく財産の給付として当該特例受贈事業用資産の引渡しがあった日をいうこと

を留意的に明らかにしている。 

   

 

 

  

（現物出資承認に係る申請書が申請期限までに提出されない場合等） 

70の６の８―45 特例事業受贈者が措置法第70条の６の８第６項の規定の適用を受けよう

とする場合には、措置法令第40条の７の８第25項に規定する期限（以下70の６の８―45に

おいて「申請期限」という。）までに同項に規定する申請書を納税地の所轄税務署長に提

出しなければ、措置法第70条の６の８第６項の規定の適用はないことに留意する。 

当該申請書を申請期限までに提出しない場合には、猶予中贈与税額に相当する贈与税に

ついては同項の移転があった日から２月を経過する日（当該移転があった日から当該２月

を経過する日までの間に当該特例事業受贈者が死亡した場合には、当該特例事業受贈者の

相続人（包括受遺者を含む。）が当該特例事業受贈者の死亡による相続の開始があったこ

とを知った日の翌日から６月を経過する日）に納税の猶予に係る期限が到来することに留

意する。 

(注)１ 申請期限までに措置法令第40条の７の８第25項に規定する申請書の提出がなか

った場合のゆうじょ規定は設けられていない。 

   ２ 「移転があった日」とは、会社法第34条第１項((出資の履行))の規定に基づく財

産の給付として当該特例受贈事業用資産の引渡しがあった日をいうことに留意す

る。 
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（新設） 
（説明） 

  措置法第 70 条の６の８第６項は、同項の規定が適用される特例受贈事業用資産の移転について、

「会社の設立に伴う現物出資による全ての特例受贈事業用資産の移転」と規定している（措法 70の６

の８⑥）。 

  したがって、一の贈与者から特例対象贈与により取得をした特例受贈事業用資産に係る事業が２以

上ある場合には、その２以上の事業に係る全ての特例受贈事業用資産の移転が必要であり、これらの

うち一部の事業に係る特例受贈事業用資産の全てを移転したとしても、現物出資承認を受けることは

できないこととなる。 

  他方で、移転を要するのは措置法第 70 条の６の８第１項の規定の適用を受けている特例受贈事業用

資産であることから、その事業の用に供されている資産であっても同項の規定の適用を受けていない

資産については、移転を要しないこととなる。 

  なお、特例事業受贈者に係る贈与者が２以上ある場合における措置法第 70 条の６の８第６項の規定

の適用に当たっては、贈与者の異なるものごとに全ての特例受贈事業用資産の移転をしたかどうかの

判定を行うことから、２以上の贈与者から特例対象贈与により取得をした特例受贈事業用資産に係る

事業が同一の事業である場合であっても、当該２以上の贈与者のうち一部の贈与者に係る特例受贈事

業用資産の全ての移転をすれば足りることとなる。ただし、この場合に移転をしなかった他の贈与者

に係る特例受贈事業用資産について引き続き措置法第 70 条の６の８第１項の規定の適用を受けるた

めには、その移転をしなかった当該特例受贈事業用資産を引き続き当該特例事業受贈者の事業の用に

供する必要がある。 

本通達は、これらのことを留意的に明らかにした。 

  

（措置法第70条の６の８第６項の規定の適用を受けるための移転） 

70の６の８―46 措置法第70条の６の８第６項の規定の適用を受けようとする場合には、会

社の設立に伴う現物出資により同条第１項の規定の適用を受けている特例受贈事業用資

産の全ての移転をする必要があるのであるが、全ての移転をしたかどうかの判定について

は、次によることに留意する。 

 ⑴ 特例事業受贈者が一の贈与者から特例対象贈与により取得をした特例受贈事業用資

産に係る事業が２以上ある場合には、その２以上の事業に係る全ての特例受贈事業用資

産の移転を要すること。 

 ⑵ 当該特例受贈事業用資産に係る事業の用に供されている資産のうちに、同項の規定の

適用を受けていない資産がある場合には、当該資産については移転を要しないこと。 

 ⑶ 特例事業受贈者に係る贈与者が２以上ある場合には、贈与者の異なるものごとに判定

を行うこと 

 (注) ２以上の贈与者から特例対象贈与により取得をした特例受贈事業用資産に係る事業

が同一の事業である場合において、特例事業受贈者が当該２以上の贈与者のうち一部

の贈与者に係る特例受贈事業用資産について措置法第70条の６の８第６項の移転を

したときは、同項の移転をしなかった他の贈与者に係る特例受贈事業用資産について

は、引き続き当該特例事業受贈者の事業の用に供する必要があることに留意する。 
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（新設） 
（説明） 

  特例事業受贈者が現物出資承認を受けた後における当該特例事業受贈者、特例受贈事業用資産とみ

なされた株式若しくは持分（以下 70 の６の８―48までにおいて「株式等」という。）又は当該株式等

に係る会社についての納税猶予の期限の確定や猶予税額の免除等については、措置法令第 40条の７の

８第 27 項において適用関係が規定されている。 

本通達は、これらのうち確定事由については、措置法第 70条の６の８第３項及び第４項の規定の適

用はなく、措置法令第 40 条の７の８第 27 項において準用する措置法第 70 条の７第５項及び第 14 項

（措置法第 70条の７の５第 10項において準用する場合を含む。）の規定によること、すなわち、「非

上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除」（措法 70の７、70 の７の５）における（特例）経

営贈与承継期間経過後の確定事由に準じた取扱いとなることを留意的に明らかにした。なお、この場

合においては、70の７―17((対象受贈非上場株式等の譲渡等の判定))～29((納税猶予税額の一部につ

いて納税猶予の期限が確定する場合の贈与税の額の計算))の取扱いを準用することとなる。 

また、現物出資承認後に納税猶予の期限が到来した場合における利子税の納付については、措置法

第 70 条の６の８第 25 項（同項の表の第３号及び第４号に係る部分を除く。）の規定の適用はなく、

措置法令第 40 条の７の８第 27 項第４号において準用する措置法第 70 条の７第 27 項（同項の表の第

３号及び第５号から第９号までに係る部分に限る。）及び第 70 条の７の５第 22 項（同項の表の第９

号から第 13 号までに係る部分に限る。）の規定によることを、本通達の(注)の２で留意的に明らかに

した。なお、「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除」では、措置法第 70条の７第 28項

及び第 70 条の７の５第 23 項において（特例）経営贈与承継期間（原則として贈与税の申告期限の翌

日から５年間）における利子税の割合を年零％としているが、事業用資産についての納税猶予には（特

例）経営贈与承継期間に相当するものはないため、措置法令第 40 条の７の８第 27 項第４号において

はこれらの規定を準用していない。 

 (注) 措置法第 70 条の６の８第 11 項の規定（継続届出書が届出期限までに提出されない場合における

納税猶予の期限の到来）及び同条第 12 項の規定（増担保命令等に応じない場合の納税猶予の期限

の繰上げ）については、現物出資承認後も同様に適用される。 

  

（現物出資承認を受けた後における確定事由） 

70の６の８―47 特例事業受贈者が措置法第70条の６の８第６項の承認（以下70の６の８―

48において「現物出資承認」という。）を受けた場合には、当該特例事業受贈者に係る贈

与税の納税猶予の期限が到来する事由については、同条第３項及び第４項の規定の適用は

なく、措置法令第40条の７の８第27項において準用する措置法第70条の７第５項及び第14

項（措置法第70条の７の５第10項において準用する場合を含む。）の規定によることに留

意する。 

 (注)１ この場合においては、70の７―17((対象受贈非上場株式等の譲渡等の判定))～

29((納税猶予税額の一部について納税猶予の期限が確定する場合の贈与税の額の

計算))を準用する。 

   ２ 納税猶予の期限が到来した場合における利子税の納付については、措置法令第40

条の７の８第27項第４号において準用する措置法第70条の７第27項（同項の表の第

３号及び第５号から第９号までに係る部分に限る。）及び第70条の７の５第22項（同

項の表の第９号から第13号までに係る部分に限る。）の規定によることに留意する。 
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（新設） 
（説明） 

  特例事業受贈者が現物出資承認を受けた後における当該特例事業受贈者、特例受贈事業用資産とみ

なされた株式等又は当該株式等に係る会社についての納税猶予の期限の確定や猶予税額の免除等につ

いては、措置法令第 40 条の７の８第 27項において適用関係が規定されており、免除事由についても、

確定事由（70の６の８―47 の説明を参照。）と同様に、「非上場株式等についての贈与税の納税猶予

及び免除」（措法 70 の７、70 の７の５）における（特例）経営贈与承継期間経過後の免除事由に準じ

た取扱いとされている。 

  具体的には、特例受贈事業用資産の全てを次の後継者に贈与をした場合における免除（措法 70の６

の８⑭三）については、措置法令第 40 条の７の８第 27項第３号において措置法第 70条の６の８第 14

項第３号の読替規定が設けられており、当該贈与を受けた後継者が非上場株式等についての贈与税の

納税猶予及び免除の規定（措法 70 の７①又は 70 の７の５①）の適用を受ける場合に適用されること

となる。 

  なお、特例事業受贈者から贈与により取得をした当該株式等について、当該贈与に係る受贈者が措

置法第 70 条の７第１項又は第 70 条の７の５第１項の規定の適用を受けない部分がある場合には、当

該部分に係る猶予中贈与税額については免除されず、措置法令第 40 条の７の８第 27 項において準用

する措置法第 70 条の７第５項の規定により納税の猶予に係る期限が到来することとなる。 

  次に、現物出資承認を受けた場合には、特例事業受贈者が特例受贈事業用資産に係る事業を継続す

ることができなくなったことについて措置法規則第 23 条の８の８第 23 項で定めるやむを得ない理由

がある場合の免除（措法 70 の６の８⑭四）の規定の適用はない（措令 40の７の８㉗一）。 

(注) 非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除（措法 70 の７、70 の７の５）においても、

措置法第 70 条の６の８第 14項第４号と同様の事由による免除規定は設けられていない。 

また、免除事由のうち破産等免除、差額免除及び再計算免除については、措置法第 70 条の６の８第

16 項から第 18 項までの規定によらず、措置法令第 40 条の７の８第 27 項第２号において準用する措

置法第 70 条の７第 16 項から第 25 項まで及び第 70 条の７の５第 12 項から第 19 項までの規定による

こととなる（措令 40 の７の８㉗一、二）。 

なお、この場合には、70の７―38((破産免除等の申請書が申請期限までに提出されない場合等))～

42((免除申請があった場合の利子税の計算))及び 70 の７―45((猶予中贈与税額の再計算に係る申請

書が申請期限までに提出されない場合等))～48((対象受贈非上場株式等の認可決定日における価額の

（現物出資承認を受けた後における免除事由） 

70の６の８―48 特例事業受贈者が現物出資承認を受けた場合における贈与税の免除につ

いては、次の取扱いに留意する。 

 ⑴ 特例受贈事業用資産とみなされた株式等（株式又は出資をいう。以下70の６の８―48

において同じ。）の全ての贈与をした場合において、当該贈与により当該株式等を取得

した者が措置法第70条の７第１項又は第70条の７の５第１項の規定の適用を受けたと

きは、措置法第70条の６の８第14項第３号の規定により贈与税が免除される。 

  (注) 特例事業受贈者から贈与により取得をした当該株式等について、当該贈与に係る

受贈者が措置法第70条の７第１項又は第70条の７の５第１項の規定の適用を受け

ない部分がある場合には、当該部分に係る猶予中贈与税額については免除されず、

措置法令第40条の７の８第27項において準用する措置法第70条の７第５項の規定

により納税の猶予に係る期限が到来することに留意する。 

⑵ 措置法第70条の６の８第14項第４号の規定による免除の適用はない。 

⑶ 措置法第70条の６の８第16項から第18項までの規定による免除の適用はなく、措置法

令第40条の７の８第27項第２号において準用する措置法第70条の７第16項から第25項

まで及び第70条の７の５第12項から第19項までの規定による免除が適用される。 

 (注) ⑶の場合には、70の７―38((破産免除等の申請書が申請期限までに提出されない

場合等))～42((免除申請があった場合の利子税の計算))及び70の７―45((猶予中

贈与税額の再計算に係る申請書が申請期限までに提出されない場合等))～48((対

象受贈非上場株式等の認可決定日における価額の意義))並びに70の７の５―

25((事業の継続が困難な事由の判定の時期))～37((差額免除に係る免除申請があ

った場合の利子税の計算))を準用する。 
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意義))並びに 70 の７の５―25((事業の継続が困難な事由の判定の時期))～37((差額免除に係る免除

申請があった場合の利子税の計算))の取扱いを準用することとなる。 

本通達は、これらのことを留意的に明らかにした。 

   

  



122 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（新設） 
（説明） 

  措置法第 70 条の６の８第７項では、贈与者から贈与により取得をした特定事業用資産に係る事業と

同一の事業の用に供されている資産について、次に掲げる規定の適用を受け、又は受けようとする他

の特例事業受贈者又は他の措置法第 70 条の６の 10 第２項第２号に規定する特例事業相続人等がいる

場合には、措置法第 70条の６の８第１項の規定は適用しないこととされている。 

⑴ 措置法第 70 条の６の８第１項 

⑵ 措置法第 70 条の６の 10第１項 

   本通達は、このことを留意的に明らかにした。 

   なお、措置法第 70条の６の８第１項の規定の適用がないのは、他の特例事業受贈者又は他の特例事

業相続人等がいる場合であることから、同項の規定の適用を受けようとする者が、当該特定事業用資

産に係る事業と同一の事業の用に供される資産について上記⑴又は⑵のいずれかの規定の適用を受け

ている場合には、同項の規定の適用を受けることができることになる。 

本通達の(注)の１は、このことを留意的に明らかにした。 

   また、上記の措置法第 70 条の６の８第１項の規定の適用を受けることができるかどうかの判定、す

なわち、贈与を受けた特定事業用資産に係る事業と同一の事業の用に供される資産について上記⑴又

は⑵の規定の適用を受ける他の特例事業受贈者等がいるかどうかの判定は、当該特定事業用資産に係

る事業ごとに行うこととなる。したがって、同一の贈与者から特定事業用資産の贈与を受けた者が２

以上いる場合であっても、その贈与を受けた特定事業用資産に係る事業が異なるものであるときは、

他の特例事業受贈者がある場合には該当しないこととなる。 

本通達の(注)の２は、このことを留意的に明らかにした。 

(注) 「贈与を受けた特定事業用資産に係る事業が異なる場合」には、例えば、２以上の事業を営む

贈与者から、それぞれの事業ごとに異なる者が贈与を受けた場合が該当するのであるが、贈与者

の営む事業が一の事業であっても、当該事業に係る店舗が複数ある場合において、その店舗ごと

に異なる者が贈与を受け、各受贈者がそれぞれ別の事業としてその事業の用に供したときには、

一方の受贈者が贈与を受けた特定事業用資産は、他方の受贈者が贈与を受けた特定事業用資産に

係る事業の用に供されるものではないことから、この場合も「贈与を受けた特定事業用資産に係

る事業が異なる場合」に該当することとなる。 

 

 

  

（既に個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除等の適用を受けている他の

者がいる場合等） 

70の６の８―49 特定事業用資産について、措置法第70条の６の８第１項の規定の適用を受

けようとする場合において、同項の規定の適用を受けようとする者以外の者が当該特定事

業用資産に係る事業と同一の事業の用に供される資産について次に掲げるいずれかの規

定の適用を受け、又は受けようとしているときは、同項の規定の適用を受けることができ

ないことに留意する。 

⑴ 措置法第70条の６の８第１項 

⑵ 措置法第70条の６の10第１項 

(注)１ 措置法第70条の６の８第１項の規定の適用を受けようとする者が、当該特定事業

用資産に係る事業と同一の事業の用に供される資産について上記⑴又は⑵のいず

れかの規定の適用を受けている場合には、同項の規定の適用を受けることができる

ことに留意する。 

２ 上記の措置法第70条の６の８第１項の規定の適用を受けることができるかどうか

の判定は、特定事業用資産に係る事業ごとに行うことに留意する。 
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（新設） 
（説明） 

  措置法第 70 条の６の８第１項の規定の適用を受ける特例事業受贈者は、同項の規定の適用に係る贈

与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部

につき納税の猶予に係る期限が確定する日までの間に特例贈与報告基準日が存する場合には、届出期

限（当該特例贈与報告基準日の翌日から３月を経過する日をいう。）までに、引き続いて同項の規定

の適用を受けたい旨及び同項の特例受贈事業用資産に係る事業に関する事項を記載した届出書（以下

70 の６の８―51 までにおいて「継続届出書」という。）に一定の書類を添付して、納税地の所轄税務

署長に提出しなければならないこととされている（措法 70 の６の８⑨、措令 40の７の８㉘、措規 23

の８の８⑰～⑲）。 

  そして、この継続届出書の提出がない場合には、原則として納税猶予が打ち切られ、当該届出期限

の翌日から２月を経過する日（同日までに当該特例事業受贈者が死亡した場合には、当該特例事業受

贈者の相続人（包括受遺者を含む。）が当該特例事業受贈者の死亡による相続の開始があったことを

知った日の翌日から６月を経過する日）に納税の猶予に係る期限が到来することとされている（措法

70 の６の８⑪㉖）。 

  この継続届出書の提出期間については、その期限（終期）は上記のとおり明らかであるが、いつか

ら（始期）提出できるのかは必ずしも明らかでない。そこで、継続届出書が直近の特例贈与報告基準

日とその前の特例贈与報告基準日との間（３年間）の事業継続を確認するものであることから、本通

達では、当該直近の特例贈与報告基準日の翌日を提出期間の始期として取り扱うこととしたものであ

る。   

 (注) 「特例贈与報告基準日」とは、特定申告期限の翌日から３年を経過するごとの日をいう（措法 70

の６の８⑨）。  

（継続届出書の提出期間） 

70の６の８―50 措置法第70条の６の８第９項に規定する届出書は、同項に規定する特例贈

与報告基準日の翌日から３月を経過するごとの日までに提出しなければならないのであ

るが、その提出期間は、当該特例贈与報告基準日の翌日から当該３月を経過するごとの日

までの期間として取り扱う。 

(注) 上記の「特例贈与報告基準日」とは、特定申告期限（特例事業受贈者の最初の特例

対象贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限又は最初の措置法第70条の

６の10第１項の規定の適用に係る相続に係る同項に規定する相続税の申告書の提出

期限のいずれか早い日をいう。）の翌日から３年を経過するごとの日をいうことに留

意する。 
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（新設） 
（説明） 

  特例事業受贈者が措置法第 70 条の６の８第９項の規定により継続届出書を提出する場合において、

当該特例事業受贈者が特例受贈事業用資産に係る事業（以下 70 の６の８―51 において「特例対象事

業」という。）と別の事業を営んでいるときには、その継続届出書に当該特例対象事業に係る貸借対

照表及び損益計算書を添付して提出することとされている（措規 23の８の８⑰二イ）。 

本通達は、この場合の貸借対照表及び損益計算書は、当該別の事業に係る資産及び債務・資本並び

に収入金額及び必要経費を含まない当該特例対象事業に係る貸借対照表及び損益計算書をいうことを

留意的に明らかにした。 

(注) 所得税の青色申告書には貸借対照表及び損益計算書を添付することとされているため（所法149、

措法 25 の２⑤）、特例事業受贈者が営む事業が特例受贈事業用資産に係る事業のみである場合に

は、継続届出書に貸借対照表及び損益計算書を添付することを要しないこととされている（措規

23 の８の８⑰）。 

なお、特例事業受贈者が特例対象事業と別の事業を営んでいる場合には、措置法令第 40条の７の８

第 39項の規定により、それぞれの事業につき所得税法第 148 条第１項((青色申告者の帳簿書類))の規

定による帳簿書類の備付け、記録又は保存を要することとされており、当該貸借対照表及び損益計算

書は、当該帳簿書類に基づき作成されることとなる。 

本通達の(注)は、このことを留意的に明らかにした。 

(注) 当該特例事業受贈者が特例対象事業と別の事業のそれぞれの事業につき帳簿書類の作成を行っ

ていないことなどの理由により、当該特例対象事業に係る貸借対照表及び損益計算書を継続届出

書に添付して提出できない場合には、措置法第 70 条の６の８第 11 項の規定により、納税の猶予

に係る期限が到来することとなる。 

 

  

（特例受贈事業用資産に係る事業と別の事業を営んでいる場合に継続届出書に添付する貸

借対照表等の意義） 

70の６の８―51 措置法第70条の６の８第１項の規定の適用を受ける特例事業受贈者が同

項の規定の適用を受ける特例受贈事業用資産に係る事業（以下70の６の８―51において

「特例対象事業」という。）と別の事業を営んでいる場合には、同条第９項の規定により

提出する届出書に添付すべき措置法規則第23条の８の８第17項第２号イに掲げる貸借対

照表及び損益計算書は、当該別の事業と区分された当該特例対象事業に係る貸借対照表及

び損益計算書をいうことに留意する。 

(注) 特例事業受贈者が特例対象事業と別の事業を営んでいる場合には、措置法令第40条

の７の８第39項の規定により、それぞれの事業につき所得税法第148条第１項((青色

申告者の帳簿書類))の規定による帳簿書類の備付け、記録又は保存を要することとさ

れており、当該貸借対照表及び損益計算書は、当該帳簿書類に基づき作成することに

留意する。 
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（新設） 
（説明） 

  本通達は、増担保命令等に応じないため納税の猶予に係る期限を繰り上げる場合の納税猶予税額の

取扱いについて留意的に明らかにした。 

  

（増担保命令等に応じない場合の納税猶予の期限の繰上げ） 

70の６の８―52 措置法第70条の６の８第12項の規定により、増担保命令等に応じないため

納税猶予の期限を繰り上げる場合には、担保不足に対応する納税猶予に係る税額だけでな

く、猶予中贈与税額の全額について納税猶予の期限を繰り上げることに留意する。 
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（新設） 
（説明） 

  措置法第 70 条の６の８第１項の規定の適用を受ける特例事業受贈者に係る贈与者が死亡した場合

には、猶予中贈与税額のうち、当該贈与者が贈与をした特例受贈事業用資産に対応する部分の額とし

て、当該贈与者の死亡の直前における猶予中贈与税額に、当該贈与者が贈与をした特例受贈事業用資

産の当該贈与の時における価額（当該贈与者が同条第 14 項第３号の規定の適用に係る贈与（免除対象

贈与）をした特例受贈事業用資産の価額を除く。）が当該贈与者の死亡の直前に当該特例受贈事業用

資産に係る事業の用に供されていた当該特例受贈事業用資産の当該贈与の時における価額のうちに占

める割合を乗じて計算した金額に相当する贈与税を免除することとされている（措法 70 の６の８⑭

二、措令 40の７の８㉚）。本通達は、当該免除される贈与税の計算方法を算式により留意的に明らか

にした。 

  この場合において、当該贈与者の死亡が、措置法第 70 条の６の８第 14 項第３号の規定の適用に係

る贈与（免除対象贈与）を行った贈与者の死亡である場合には、当該免除対象贈与により取得をした

特例受贈事業用資産の納税の猶予の期限は確定せず、当該贈与者に係る前の贈与者の死亡の日まで継

続することから、上記算式の「当該贈与者が贈与をした特例受贈事業用資産の当該贈与の時における

価額」からは、当該贈与者が免除対象贈与をした当該特例受贈事業用資産の価額を控除することとな

る。 

本通達の(注)の１は、このことを留意的に明らかにした（（参考）参照）。 

  次に、特例事業受贈者が、対象事業用資産（特例受贈事業用資産及び措置法第 70 条の６の 10 第１

項に規定する特例事業用資産をいう。）の譲渡等をしている場合には、その譲渡等をした対象事業用

資産の価額は、贈与者の死亡の直前において特例事業受贈者が有する特例受贈事業用資産の価額に含

まれないため、上記算式中の分子から除かれることとなる。 

本通達の(注)の２は、このことを留意的に明らかにした。 

  また、特例受贈事業用資産の陳腐化、腐食、損耗その他これらに準ずる事由により当該特例受贈事

業用資産を廃棄した場合において、措置法令第 40 条の７の８第 18 項の規定に基づく届出をした場合

（贈与者が死亡した場合の免除税額等） 

70の６の８―53 措置法第70条の６の８第14項第２号の規定により免除となる贈与税は、同

号の贈与者の死亡の直前における猶予中贈与税額に次の割合を乗じて計算した金額とな

ることに留意する。 

当該贈与者が贈与をした特例受贈事業用資産の当該贈与の時における価額 

当該贈与者の死亡の直前に当該特例受贈事業用資産に係る事業の用に供されていた全て

の当該特例受贈事業用資産の当該贈与の時における価額 

なお、これにより算出された金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未

満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 

(注)１ 上記の「当該贈与者が贈与をした特例受贈事業用資産の当該贈与の時における 

価額」からは、当該贈与者が措置法第70条の６の８第14項第３号の規定の適用に係

る贈与をした当該特例受贈事業用資産の価額が除かれることに留意する。 

２ 上記の「当該贈与者が贈与をした特例受贈事業用資産の当該贈与の時における価

額」からは、同条第１項の規定の適用を受ける特例事業受贈者が、その有する措置

法令第40条の７の８第40項に規定する対象事業用資産の譲渡等をしている場合に

は、その譲渡等をした当該対象事業用資産の価額は除かれることに留意する。 

なお、この場合において、「当該贈与者が贈与をした特例受贈事業用資産の当該

贈与の時における価額」の算定に当たっては、措置法令第40条の７の８第40項の規

定の適用に留意する。 

   ３ 「当該贈与者の死亡の直前に当該特例受贈事業用資産に係る事業の用に供されて

いた全ての当該特例受贈事業用資産」及び「当該贈与者が贈与をした特例受贈事業

用資産」には、措置法令第40条の７の８第18項の届出に係る特例受贈事業用資産が

含まれることに留意する。 

   ４ 措置法第70条の６の８第18項の規定の適用を受けた場合における上記算式中の

「贈与の時における価額」は、同項に規定する認可決定日における価額となること

に留意する。 
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には、当該届出に係る特例受贈事業用資産に対応する猶予税額については納税猶予が継続されるため

（措法 70の６の８④）、上記算式中の「当該贈与者の死亡の直前に当該特例受贈事業用資産に係る事

業の用に供されていた全ての当該特例受贈事業用資産」及び「当該贈与者が贈与をした特例受贈事業

用資産」には、当該届出に係る特例受贈事業用資産が含まれることとなり、当該特例受贈事業用資産

に係る猶予税額は、他の特例受贈事業用資産に係る猶予税額と併せて免除されることとなる。 

本通達の(注)の３は、このことを留意的に明らかにした。 

  なお、特例事業受贈者が措置法第 70 条の６の８第 18 項の規定による免除（再計算免除）を受けた

場合には、同項に規定する認可決定日における価額により猶予税額が再計算されるため、上記算式中

の「贈与の時における価額」は当該認可決定日における価額とされている（措令 40の７の８㉛）。 

本通達の(注)の４は、このことを留意的に明らかにした。 

 

 

（参考）免除対象贈与を行った者が死亡した場合 
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（新設） 
（説明） 

  特定申告期限の翌日から５年を経過する日後に特例事業受贈者が措置法第 70 条の６の８第１項の

規定の適用に係る特例受贈事業用資産の全てにつき同項の規定の適用に係る贈与（免除対象贈与）を

した場合には、猶予中贈与税額に相当する贈与税を免除することとされている（措法 70 の６の８⑭

三）。 

  このように、措置法第 70 条の６の８第 14 項第３号では「特例受贈事業用資産の全てにつき・・・

贈与をした場合」と規定していることから、特例受贈事業用資産に係る事業が２以上ある場合には、

その２以上の事業に係る全ての特例受贈事業用資産の贈与を行う必要がある。 

なお、この場合に特例事業受贈者がその２以上の事業のうち一部の事業に係る特例受贈事業用資産

のみ贈与をしたときは、当該贈与をした特例受贈事業用資産に係る猶予中贈与税額については同号の

規定の適用はなく、同条第４項の規定により納税の猶予に係る期限が到来することとなるのであるが、

当該贈与を受けた受贈者については、同条第１項の規定の適用に係る要件を満たした場合には、同項

の規定の適用を受けることができることになる。 

（措置法第70条の６の８第１項の適用に係る贈与をした場合の免除） 

70の６の８―54 措置法第70条の６の８第14項第３号の規定による免除については、次によ

ることに留意する。 

 ⑴ 特例事業受贈者が措置法第70条の６の８第14項第３号の規定による免除を受けるた

めには、同項の規定の適用を受けている特例受贈事業用資産の全ての贈与をする必要が

あるのであるが、全ての贈与をしたかどうかの判定については次による。 

  イ 特例受贈事業用資産に係る事業が２以上ある場合には、その２以上の事業に係る全

ての特例受贈事業用資産の贈与を行う必要がある。 

   (注) 上記の場合において特例事業受贈者がその２以上の事業のうち一部の事業に係

る特例受贈事業用資産のみ贈与をしたときは、当該贈与をした特例受贈事業用資

産に係る猶予中贈与税額については免除されず同条第４項の規定により納税の

猶予に係る期限が到来するのであるが、当該贈与を受けた受贈者については、同

条第１項の規定の適用に係る要件を満たした場合には、同項の規定の適用を受け

ることができることに留意する。 

  ロ 当該特例事業受贈者が同一年中に２人以上の受贈者に特例受贈事業用資産の贈与

をした場合において、その贈与が異なる時期に行われたときには、当該贈与のうち最

後に行われた贈与直後において特例受贈事業用資産の全ての贈与が行われたかどう

かの判定を行う。 

 ⑵ 特例事業受贈者から贈与を受けた者が措置法第70条の６の８第１項の規定の適用を

受けるためには、当該特例事業受贈者の事業に係る特定事業用資産の全ての贈与を受け

る必要があることから、当該特例事業受贈者が同条第14項第３号の規定による免除を受

けるには、特例受贈事業用資産の全てに加え、当該事業に係る特例受贈事業用資産以外

の特定事業用資産の全ての贈与を行う必要がある。 

  (注) 上記の要件を満たさない場合には、贈与をした特例受贈事業用資産に係る猶予中

贈与税額については免除されず、同条第４項の規定により納税の猶予に係る期限が

到来することに留意する。 

⑶ 特例事業受贈者からの贈与により取得をした当該特例受贈事業用資産について、当該

贈与に係る受贈者が措置法第70条の６の８第１項の規定の適用を受けない部分がある

場合には、当該部分に係る猶予中贈与税額については免除されず同条第４項の規定によ

り納税の猶予に係る期限が到来する。 

⑷ 措置法第70条の６の８第14項第３号の規定の適用に係る贈与をした特例受贈事業用

資産が、宅地等又は建物である場合において、当該宅地等の面積又は建物の床面積が同

条第２項第１号イ又はロに定める限度面積を超えるときは、当該贈与を受けた受贈者

は、当該宅地等又は建物のうち、当該特例受贈事業用資産に係る部分から先に同条第１

項の規定の適用を受けるものとする。 
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また、当該特例事業受贈者が同一年中に２人以上の受贈者に特例受贈事業用資産の贈与をした場合

において、その贈与が異なる時期に行われたときには、当該贈与のうち最後に行われた贈与直後にお

いて特例受贈事業用資産の全ての贈与が行われたかどうかの判定を行うこととなる。 

本通達の⑴は、これらのことを留意的に明らかにした。 

次に、特例事業受贈者が措置法第 70 条の６の８第 14 項第３号の規定による免除を受けるには、同

号の贈与を受けた受贈者が同条第１項の規定の適用を受ける必要があるところ、当該贈与を受けた者

が同項の規定の適用を受けるためには、当該特例事業受贈者の事業に係る特定事業用資産の全ての贈

与を受ける必要がある。したがって、当該特例事業受贈者が同条第 14 項第３号の規定による免除を受

けるには、特例受贈事業用資産の全てに加え、当該事業に係る特例受贈事業用資産以外の特定事業用

資産の全ての贈与を併せて行う必要がある。仮に、特例受贈事業用資産の贈与しか行わなかった場合

には、贈与を受けた者は同条第１項の規定の適用を受けることはできないことから、その贈与をした

特例受贈事業用資産に係る猶予中贈与税額については免除されず、同条第４項の規定により納税の猶

予に係る期限が到来することとなる。 

本通達の⑵は、このことを留意的に明らかにした。 

また、当該特例事業受贈者から贈与により取得をした特例受贈事業用資産について受贈者が措置法

第 70条の６の８第１項の規定の適用を受けない部分がある場合には、当該部分に係る猶予中贈与税額

については免除されず同条第４項の規定により納税の猶予に係る期限が到来することとなる。 

本通達の⑶は、このことを留意的に明らかにした。 

なお、措置法第70条の６の８第14項第３号の規定の適用に係る贈与をした特例受贈事業用資産が、

宅地等又は建物である場合において、当該宅地等の面積又は建物の床面積が同条第２項第１号イ又は

ロに定める限度面積を超えるときは、当該贈与を受けた受贈者は、当該宅地等又は建物のうち、当該

特例受贈事業用資産に係る部分から先に同条第１項の規定の適用を受けるものとする。 

本通達の⑷は、このことを留意的に明らかにした。 
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（新設） 

（説明） 

  特例事業受贈者がその有する特例受贈事業用資産に係る事業を継続することができなくなった場合

（当該事業を継続することができなくなったことについて措置法規則第 23 条の８の８第 23 項に定め

るやむを得ない理由がある場合に限る。）には、措置法第 70条の６の８第 14 項第４号の規定により、

猶予中贈与税額に相当する贈与税は免除される。 

  ところで、この規定による免除を受けるには、原則として、措置法第 70 条の６の８第 14 項第４号

に掲げる場合に該当することとなった日から同日以後６月を経過する日までに、同項の届出書を納税

地の所轄税務署長に提出することとされている（措法 70 の６の８⑭）。 

本通達は、この提出期限の起算日である「事業を継続することができなくなった場合に該当するこ

ととなった日」とは、原則として、措置法規則第 23 条の８の８第 23 項各号に掲げる事由のいずれか

に該当することとなった日をいうことを留意的に明らかにした。 

なお、「事業を継続することができなくなった」との判断は特例事業受贈者の主観を伴うものであ

り、当該事由に該当することとなった場合であっても、特例事業受贈者によっては、その該当した時

点においては事業の継続は可能と判断するような場合も考えられる。そこで、本通達は、特例事業受

贈者が措置法第 70 条の６の８第 14 項の免除に係る同項の届出書の提出に当たり、当該事由に該当す

ることとなった日後のいずれかの日を「事業を継続することができなくなった場合に該当することと

なった日」とした場合には、同日によることとして差し支えないこととしている。 

  (注)  措置法規則第 23 条の８の８第 23 項に定めるやむを得ない理由については、70 の６の８―

56((特例受贈事業用資産に係る事業を継続することができなくなったやむを得ない理由))の説明

を参照。 

 

 

  

（事業を継続することができなくなった場合に該当することとなった日） 

70の６の８―55 措置法第70条の６の８第14項第４号に掲げる場合に該当することとなっ

た日とは、原則として措置法第70条の６の８第１項に規定する贈与税の申告書の提出期限

（以下70の６の８―56において「贈与税の申告書の提出期限」という。）後に措置法規則

第23条の８の８第23項各号に掲げる事由に該当することとなった日をいうのであるが、特

例事業受贈者が当該事由に該当することとなった日後のいずれかの日を措置法第70条の

６の８第14項第４号に掲げる場合に該当することとなった日として同項に規定する届出

書を提出した場合には、同日によることとして差し支えない。 
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（新設） 
（説明） 

  特例事業受贈者が特例受贈事業用資産に係る事業を継続することができなくなったことについての

やむを得ない理由については、措置法規則第 23 条の８の８第 23 項において規定されているが、本通

達は、同項の規定によりやむを得ない理由とされる事由について、どのようなものがこれに当たるの

かを留意的に明らかにした。 

  すなわち、措置法規則第 23 条の８の８第 23 項に規定するやむを得ない理由とは、次に掲げる事由

に該当することとなったことをいう。 

⑴ 贈与税の申告書の提出期限後において、特例事業受贈者に措置法規則第 23 条の８の８第 23 項各

号に規定する事由が生じたこと 

 ⑵ 特例事業受贈者が贈与税の申告書の提出期限において既に身体上の障害の程度が２級である者と

して記載のある身体障害者手帳の交付を受けていた場合で、当該贈与税の申告書の提出期限後に、

当該身体障害者手帳に記載された身体上の障害の程度が１級に変更されたこと 

 ⑶ 特例事業受贈者が贈与税の申告書の提出期限において既に身体上の障害の程度が１級又は２級で

ある者として記載のある身体障害者手帳の交付を受けていた場合で、当該贈与税の申告書の提出期

限後に、その障害とは別に身体上の障害の程度が１級又は２級である障害が当該身体障害者手帳に

新たに記載されたこと 

 ⑷ 特例事業受贈者が贈与税の申告書の提出期限において既に同項各号に掲げる事由が生じていた場

合で、当該贈与税の申告書の提出期限後に、新たに当該特例事業受贈者に同項各号に掲げる事由が

生じたこと 

 

  

（特例受贈事業用資産に係る事業を継続することができなくなったやむを得ない理由） 

70の６の８―56 措置法第70条の６の８第14項第４号に規定する特例事業受贈者が特例受

贈事業用資産に係る事業を継続することができなくなったことについて措置法規則第23

条の８の８第23項に定めるやむを得ない理由とは、次に掲げる事由に該当することとなっ

たことをいうことに留意する。 

 ⑴ 贈与税の申告書の提出期限後において、特例事業受贈者に措置法規則第23条の８の８

第23項各号に規定する事由が生じたこと 

 ⑵ 特例事業受贈者が贈与税の申告書の提出期限において既に身体上の障害の程度が２

級である者として記載のある身体障害者手帳の交付を受けていた場合で、当該贈与税の

申告書の提出期限後に、当該身体障害者手帳に記載された身体上の障害の程度が１級に

変更されたこと 

 ⑶ 特例事業受贈者が贈与税の申告書の提出期限において既に身体上の障害の程度が１

級又は２級である者として記載のある身体障害者手帳の交付を受けていた場合で、当該

贈与税の申告書の提出期限後に、その障害とは別に身体上の障害の程度が１級又は２級

である障害が当該身体障害者手帳に新たに記載されたこと 

 ⑷ 特例事業受贈者が贈与税の申告書の提出期限において既に同項各号に掲げる事由が

生じていた場合で、当該贈与税の申告書の提出期限後に、新たに当該特例事業受贈者に

同項各号に掲げる事由が生じたこと 
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（免除を受けた特例事業受贈者に係る相続税法第21条の14から第21条の16までの不適用） 

70の６の８―57 措置法第70条の６の８第１項の規定の適用を受ける特例事業受贈者が同条第

14項、第16項から第18項までの規定により猶予中贈与税額の全部又は一部の免除を受けた場合

において、同条第１項の規定の適用に係る特例受贈事業用資産（相続税法第21条の９第３項（措

置法第70条の２の６第１項、第70条の２の７第１項（第70条の２の８において準用する場合を

含む。）又は第70条の３第１項において準用する場合を含む。以下70の６の８―58において同

じ。）の規定の適用を受けるものに限る。）の贈与者の相続が開始したときは、当該特例受贈

事業用資産のうち当該免除を受けた猶予中贈与税額に対応する部分については、相続税法第21

条の14から第21条の16までの規定は適用されないことに留意する。 

  この場合において、「当該特例受贈事業用資産のうち当該免除を受けた猶予中贈与税額

に対応する部分」とは、当該特例事業受贈者が当該免除につき適用を受けた次に掲げる規

定の区分に応じ、それぞれに定める部分をいうことに留意する。 

⑴ 措置法第70条の６の８第14項第１号 当該特例受贈事業用資産のうち当該特例事業受

贈者が同号の死亡の直前に有していたもの 

⑵ 措置法第70条の６の８第14項第２号 当該特例受贈事業用資産のうち同号の贈与者が

贈与（免除対象贈与を除く。）をしたものであって当該特例事業受贈者が同号の死亡の

直前に有していたもの 

⑶ 措置法第70条の６の８第14項第３号 当該特例受贈事業用資産のうち当該特例事業受

贈者が同号の規定の適用に係る贈与をしたもの 

⑷ 措置法第70条の６の８第14項第４号 当該特例受贈事業用資産のうち当該特例事業受

贈者が同号に掲げる場合に該当することとなった直前に有していたもの 

⑸ 措置法第70条の６の８第16項 当該特例受贈事業用資産のうち次の算式により計算し

た金額に相当する部分 

(算式) 

Ａ×
Ｃ

Ｂ
 

(注) 上記算式中の符号は次のとおり。 

Ａ＝当該特例受贈事業用資産の同条第１項の規定の適用に係る贈与の時における価額 

Ｂ＝当該特例受贈事業用資産に係る納税猶予分の贈与税額 

Ｃ＝同条第16項の規定により免除された贈与税の額 

 ⑹ 措置法第70条の６の８第17項 当該特例受贈事業用資産のうち、次の算式により計算

した金額に相当する部分 

  (算式) 

（Ａ－Ｂ）×
Ｃ

Ｃ＋Ｄ
 

(注) 上記算式中の符号は次のとおり。 

Ａ＝当該特例受贈事業用資産の同条第１項の規定の適用に係る贈与の時における価額 

Ｂ＝当該特例受贈事業用資産の同条第17項第１号イの譲渡等の対価の額又は同項第２号

イの廃止の直前における当該特例受贈事業用資産の時価に相当する金額（当該譲渡等

の対価の額が、同項第１号イに規定する当該特例受贈事業用資産の時価に相当する金

額の２分の１以下である場合には、当該２分の１に相当する金額） 

Ｃ＝同条第17項の規定により免除された贈与税の額 

Ｄ＝同条第17項各号ロに掲げる金額 

⑺ 措置法第70条の６の８第18項 当該特例受贈事業用資産のうち次の算式により計算し

た金額に相当する部分 

(算式) 

（Ａ－Ｂ）×
Ｃ

Ｃ＋Ｄ
 

(注) 上記算式中の符号は次のとおり。 

Ａ＝当該特例受贈事業用資産の同条第１項の規定の適用に係る贈与の時における価額 

Ｂ＝当該特例受贈事業用資産の同条第18項に規定する認可決定日における価額 
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Ｃ＝同項の規定により免除された贈与税の額 

Ｄ＝同項第２号に掲げる金額 

(注)１ 上記⑴から⑷に定めるものには、措置法令第40条の７の８第18項の届出に係る特

例受贈事業用資産が含まれることに留意する。 

２ 上記⑸から⑺までに掲げる規定の適用前に当該特例受贈事業用資産について措置法

第70条の６の８第18項の規定の適用を受けている場合には、上記⑸から⑺までの算式中

の「贈与の時における価額」は、同項に規定する認可決定日における価額による。 

 
（新設） 

（説明） 

  この特例は、相続税法第 21 条の９（措置法第 70 条の２の６第１項、第 70 条の２の７第１項（第 70

条の２の８において準用する場合を含む。）又は第 70条の３第１項において準用する場合を含む。以

下 70 の６の８―58 までにおいて同じ。）の相続時精算課税の適用に係る贈与により取得した特定事

業用資産についても適用がある。 

この場合において当該贈与者が死亡したときは、その死亡の際、現に措置法第 70 条の６の８第１項

の規定の適用を受ける特例受贈事業用資産については、措置法第 70 条の６の９の規定により、特例事

業受贈者が当該贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされ、当該贈与者の死亡に係る相

続税の課税対象となる。 

また、当該贈与者の死亡の日前にその全部又は一部について納税猶予に係る期限が確定した贈与税

に対応する特例受贈事業用資産については、措置法第 70 条の６の９の規定の適用はないのであるが、

この場合には、相続税法第 21 条の 15 又は第 21 条の 16 の規定により、当該贈与者の死亡に係る相続

税の課税対象となる（70の６の９―２の説明を参照。）。 

ただし、当該特例事業受贈者が、その納税猶予の期限が確定した贈与税について措置法第 70条の６

の８第 14項又は第 16 項から第 18項までの規定により全部又は一部の免除を受けている場合には、同

条第 13 項第６号の規定により、当該特例受贈事業用資産のうち当該免除を受けた猶予中贈与税額に対

応する部分については、相続税法第 21 条の 14 から第 21 条の 16 までの規定は適用されず、相続税の

課税対象とならないこととなる。 

本通達は、このことを留意的に明らかにするとともに、この「当該特例受贈事業用資産のうち当該

免除を受けた猶予中贈与税額に対応する部分」について、算式等により留意的に明らかにした。 

 

 

（参考）相続税の課税価格に加算されない部分のイメージ（差額免除（措法 70の６の８⑰）の場合） 

   

 

  

【譲渡価額】
8,000万円

〔贈与時〕 相続税評価額：１億円（猶予税額は1,500万円）

〔譲渡時〕 8,000万円（相続税評価額）で一括譲渡し、差額免除を適用（必要経費不算入対価等なし）

⇒ 1,100万円（譲渡対価に基づき再計算した猶予税額）を納付し、猶予税額との差額400万円は免除

〔相続時〕 加算されない部分：（１億円－8,000万円）×400万円/400万円＝2,000万円
加算される部分 ： 8,000万円
控除される税額 ： 1,100万円

【贈与時】

１億円

【譲渡時】

【猶予税額】
1,500万円 1,100万円 納付：1,100万円

免除：400万円

相続税
評価額

8,000万円

【相続時】

2,000万円

相続財産
に加算

免除税額
対応分

納付税額
対応分 相続税額

から控除

加算なし

再計算
税額

【措70の６の８⑬六】

【相21の15等】



134 
 

 

（第二贈与者が死亡した場合の相続税法第21条の14から第21条の16までの不適用） 

70の６の８―58 措置法第70条の６の８第１項の規定の適用を受ける特例事業受贈者の同項

の規定の適用に係る贈与が同条第14項第３号の規定の適用に係る贈与（相続税法第21条の

９第３項の規定の適用を受ける特例受贈事業用資産に係る贈与に限る。以下70の６の８―

58において「第二贈与」という。）であり、かつ、当該特例受贈事業用資産が第二贈与者

（第二贈与をした者をいう。以下70の６の８―58において同じ。）が第一贈与者（第二贈

与前に第二贈与者に当該特例受贈事業用資産の贈与をした者をいう。）からの贈与により

取得をしたものである場合の当該第二贈与者が死亡したときにおける当該特例事業受贈者

が当該第二贈与により取得をした当該特例受贈事業用資産については、相続税法第21条の

14から第21条の16までの規定は適用されないことに留意する。 

 

（新設） 
（説明） 

  措置法第 70 条の６の８第１項の規定の適用を受ける特例事業受贈者の同項の規定の適用に係る贈

与が同条第 14項第３号の規定の適用に係る贈与（免除対象贈与）である場合には、当該特例事業受贈

者に係る贈与税の納税猶予に係る期限は、前の贈与者の死亡の日となり、当該前の贈与者が死亡した

場合には、当該贈与により取得した特例事業用資産は、措置法第 70 条の６の９第２項において読み替

えて適用する同条第１項の規定により、当該特例事業受贈者が当該前の贈与者から相続又は遺贈によ

り取得したものとみなされることとなる。 

  ところで、当該特例事業受贈者に係る贈与が免除対象贈与（相続税法第21条の９第３項の規定の適用

に係る贈与に限る。以下70の６の８―58において「第二贈与」という。）であり、かつ、当該特例受贈

事業用資産が第二贈与者（第二贈与をした者をいう。以下 70 の６の８―58 において同じ。）が第一贈

与者（第二贈与前に第二贈与者に当該特例受贈事業用資産の贈与をした者をいう。以下70の６の８―58

において同じ。）からの贈与により取得をしたものである場合において、当該第二贈与者が死亡したと

きは、相続時精算課税の規定（相法21の 14～21の 16）が適用される場面が生ずることとなる。 

  そこで、措置法第 70 条の６の８第 13 項第７号では、このような場合には、当該特例事業受贈者が

当該第二贈与により取得をした当該特例受贈事業用資産については、相続税法第 21条の 14 から第 21

条の 16 までの規定は適用しないこととしている。 

本通達は、このことを留意的に明らかにした。 

  (注)１ 「第一贈与者からの贈与により取得したもの」には、当該第一贈与者からの贈与により取得

した特例受贈事業用資産について受けた措置法第 70 条の６の８第５項の買換承認に係る買換

資産及び同条第６項の現物出資承認に係る株式又は出資が含まれる。 

２ 特例事業受贈者が第二贈与者からの第二贈与により取得をした措置法第 70 条の６の８第１

項の規定の適用を受ける特例受贈事業用資産のうち第一贈与者からの贈与により取得をしたも

の以外のものについては、当該第二贈与者が死亡した場合には、措置法第 70 条の６の９第１項

の規定により、当該特例事業受贈者が当該第二贈与者から相続又は遺贈により取得したものと

みなされることとなる。 

 

（参考）免除対象贈与をした贈与者が死亡した場合の相続税法第 21条の 14 等の不適用 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１代目事業者 

（第一贈与者） 

２代目事業者 

（第二贈与者） 
納税猶予 

② 第二贈与（免除対象贈与） 

※ 相続時精算課税を適用 

納税猶予 

① 第一贈与 

２代目事業者 

（第二贈与者） 

３代目事業者 

（特例事業受贈者） 

死亡 

〔免除〕 

相 21の 14 等

の適用なし 
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（破産免除等の申請書が申請期限までに提出されない場合等） 

70の６の８―59 特例事業受贈者が措置法第70条の６の８第16項の規定に基づき贈与税の免

除を受けようとする場合には、同項に規定する期限（以下70の６の８―59において「免除

申請期限」という。）までに同項に規定する申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなけ

れば、同項の規定の適用はないことに留意する。 

当該申請書を免除申請期限までに提出しない場合には、猶予中贈与税額に相当する贈与

税については同項各号に掲げる場合に該当することとなった日から２月を経過する日（同

項各号に掲げる場合に該当することとなった日から当該２月を経過する日までの間に当該

特例事業受贈者が死亡した場合には、当該特例事業受贈者の相続人（包括受遺者を含む。）

が当該特例事業受贈者の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から６月を

経過する日）に納税の猶予に係る期限が到来することに留意する。 

(注) 免除申請期限までに措置法第70条の６の８第16項に規定する申請書の提出がなかっ

た場合のゆうじょ規定は設けられていない。 

 

（新設） 
（説明） 

  特例事業受贈者が次に掲げる場合のいずれかに該当することとなった場合には、納税の猶予に係る

期限が確定する贈与税のうち一定の金額が税務署長の通知により免除される（措法 70の６の８⑯㉑）。 

 ⑴ 特例受贈事業用資産の全てについて、当該特例事業受贈者の特別関係者以外の者のうちの１人の

者として一定の者に譲渡等した場合又は措置法第 70 条の６の８第 16 項に規定する再生計画の認可

の決定に基づき当該再生計画を遂行するために譲渡等した場合において、次に掲げる金額の合計額

が当該譲渡等の直前における猶予中贈与税額に満たないとき 

イ 当該譲渡等があった時における当該譲渡等をした特例受贈事業用資産の時価に相当する金額

（その金額が当該譲渡等をした特例受贈事業用資産の譲渡等の対価の額より低い金額である場合

には、当該譲渡等の対価の額） 

ロ 当該譲渡等があった日以前５年以内において、当該特例事業受贈者の特別関係者が当該特例事

業受贈者から受けた必要経費不算入対価等の合計額（以下 70 の６の８―72 までにおいて「直前

必要経費不算入対価等」という。） 

⑵ 当該特例事業受贈者について破産手続開始の決定があった場合 

 ところで、この贈与税の免除を受ける場合には、特例事業受贈者は、上記に掲げる場合に該当する

こととなった日から２月を経過する日（その該当することとなった日から当該２月を経過する日まで

の間に当該特例事業受贈者が死亡した場合には、当該特例事業受贈者の相続人（包括受遺者を含む。）

が当該特例事業受贈者の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から６月を経過する日。

以下 70 の６の８―59 において「免除申請期限」という。）までに、措置法第 70条の６の８第 16項に

規定する申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならないこととされている（措法 70の６の

８⑯㉖）。 

 したがって、当該申請書が当該申請期限までに提出されない場合には、措置法第 70 条の６の８第 16

項の規定の適用を受けることはできないこととなる。本通達は、このことを留意的に明らかにした。 

なお、当該申請書の提出に関し、その提出がなかった場合のゆうじょ規定は法令上設けられていな

い。本通達の(注)では、このことを留意的に明らかにしている。 
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（措置法第70条の６の８第16項第１号の規定の適用を受けるための譲渡等） 

70の６の８―60 措置法第70条の６の８第16項第１号の規定の適用を受けようとする場合に

は、同条第１項の規定の適用を受けている特例受贈事業用資産の全ての譲渡等をする必要

があるのであるが、全ての譲渡等をしたかどうかの判定については、次によることに留意

する。 

 ⑴ 特例受贈事業用資産に係る事業が２以上ある場合には、その２以上の事業に係る全て

の特例受贈事業用資産の譲渡等を行う必要がある。 

 ⑵ 特例事業受贈者に係る贈与者が２以上ある場合には、贈与者の異なるものごとにその

判定を行う。 

 ⑶ 当該特例受贈事業用資産に係る事業の用に供されている資産のうちに、同項の規定の

適用を受けていない資産がある場合には、当該資産については譲渡等をする必要はない。 

 
（新設） 

（説明） 

  措置法第 70 条の６の８第 16 項第１号は、同項の規定の適用対象となる特例受贈事業用資産の譲渡

等について、「特例受贈事業用資産の全てについて、・・・１人の者・・・に対して・・・譲渡等をし

た場合又は・・・再生計画・・・を遂行するために譲渡等をした場合」と規定しており（措法 70 の６

の８⑯一）、同項の規定の適用に当たっては、特例受贈事業用資産の全ての譲渡等が必要となる。 

  本通達は、「全ての譲渡等」をしたかどうかの判定について、次によることを留意的に明らかにし

た。 

まず、一の贈与者から特例対象贈与により取得をした特例受贈事業用資産に係る事業が２以上ある

場合には、その２以上の事業に係る全ての特例受贈事業用資産の譲渡等を行う必要がある。 

  次に、特例事業受贈者に係る贈与者が２以上ある場合には、贈与者の異なるものごとに全ての特例

受贈事業用資産の譲渡等をしたかどうかの判定を行うことなる。 

また、措置法第 70 条の６の８第 16 項第１号においては、「特例受贈事業用資産の全てについて」

と規定していることから、特例事業受贈者の事業の用に供されている資産であっても同条第１項の規

定の適用を受けていない資産については、譲渡等を要しないこととなる。 
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（特例受贈事業用資産の時価に相当する金額の意義） 

70の６の８―61 措置法第70条の６の８第16項第１号イの「特例受贈事業用資産の時価に相

当する金額」は、評価基本通達の定めにより算定することに留意する。 

 
（新設） 

（説明） 

  特例事業受贈者が措置法第 70 条の６の８第 16 項第１号の特例受贈事業用資産の全ての譲渡等をし

た場合において、次に掲げる金額の合計額が当該譲渡等の直前における猶予中贈与税額に満たないと

きは、当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税が税務署長の通知により

免除される（措法 70 の６の８⑯㉑）。 

 ⑴ 当該譲渡等があった時における当該譲渡等をした特例受贈事業用資産の時価に相当する金額（そ

の金額が当該譲渡等をした特例受贈事業用資産の譲渡等の対価の額より低い金額である場合には、

当該譲渡等の対価の額） 

⑵ 直前必要経費不算入対価等 

  本通達は、上記の「特例受贈事業用資産の時価に相当する金額」は、評価基本通達の定めにより算

定することを留意的に明らかにした。 
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（特例受贈事業用資産の譲渡等の対価の額の意義） 

70の６の８―62 措置法第70条の６の８第16項第１号イの「特例受贈事業用資産の譲渡等の

対価の額」の意義については、70の６の８―39((特例受贈事業用資産の譲渡の対価の額の

意義))を準用する。 

 
（新設） 

（説明） 

  本通達は、特例受贈事業用資産の全ての譲渡等をした場合において措置法第 70 条の６の８第 16 項

第１号の規定により免除される贈与税の計算の基礎となる同号イの「特例受贈事業用資産の譲渡等の

対価の額」の意義について、70の６の８―39((特例受贈事業用資産の譲渡の対価の額の意義))を準用

することとしている。 
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（差額免除の申請書が申請期限までに提出されない場合等） 

70の６の８―63 特例事業受贈者が措置法第70条の６の８第17項の規定に基づき贈与税の免

除を受けようとする場合には、同項に規定する期限（以下70の６の８―63において「申請

期限」という。）までに同項に規定する申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければ、

これらの規定の適用はないことに留意する。 

これらの申請書を申請期限までに提出しない場合には、猶予中贈与税額に相当する贈与

税については同項第１号の譲渡等をした日又は同項第２号の事業の廃止をした日から２月

を経過する日（当該譲渡等をした日又は事業の廃止をした日から当該２月を経過する日ま

での間に当該特例事業受贈者が死亡した場合には、当該特例事業受贈者の相続人（包括受

遺者を含む。）が当該特例事業受贈者の死亡による相続の開始があったことを知った日の

翌日から６月を経過する日）に納税の猶予に係る期限が到来することに留意する。 

(注)１ 申請期限までに措置法第70条の６の８第17項に規定する申請書の提出がなかった

場合のゆうじょ規定は設けられていない。 

   ２ 「譲渡等をした日」とは、特例受贈事業用資産の引渡しがあった日ということに

留意する（以下70の６の10―60までにおいて同じ。）。 

 
（新設） 

（説明） 

  措置法第 70 条の６の８第１項の規定の適用を受ける特例事業受贈者が次に掲げる場合のいずれか

に該当することとなった場合（当該特例事業受贈者の特例受贈事業用資産に係る事業の継続が困難な

事由として一定の事由が生じた場合に限る。）には、同項の規定により納税の猶予に係る期限が確定

する贈与税のうち一定の金額が税務署長の通知により免除される。 

 ⑴ 特例事業受贈者が当該特例事業受贈者の特別関係者以外の者に対して特例受贈事業用資産の全て

の譲渡等をした場合において、次に掲げる金額の合計額が当該譲渡等の直前における猶予中贈与税

額に満たないとき  

イ 当該譲渡等の対価の額（その額が当該譲渡等をした時における当該譲渡等をした当該特例受贈

事業用資産の時価に相当する金額の２分の１以下である場合には、当該２分の１に相当する金額）

を特例対象贈与により取得をした特例受贈事業用資産の当該贈与の時における価額とみなして猶

予税額を計算した金額 

ロ 直前必要経費不算入対価等 

⑵ 特例受贈事業用資産に係る事業の廃止をした場合において、次に掲げる金額の合計額が当該廃止

の直前における猶予中贈与税額に満たないとき 

イ 当該廃止の直前における当該特例受贈事業用資産の時価に相当する金額を特例対象贈与により

取得をした特例受贈事業用資産の当該贈与の時における価額とみなして猶予税額を計算した金額 

ロ 直前必要経費不算入対価等 

  ところで、この贈与税の免除を受ける場合には、特例事業受贈者は、当該譲渡等をした日又は事業

の廃止をした日から２月を経過する日（当該譲渡等をした日又は事業の廃止をした日から当該２月を

経過する日までの間に当該特例事業受贈者が死亡した場合には、当該特例事業受贈者の相続人（包括

受遺者を含む。）が当該特例事業受贈者の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から

６月を経過する日。以下 70 の６の８―63 において「申請期限」という。）までに、措置法第 70 条の

６の８第 17 項に規定する申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならないこととされてい

る（措法 70 の６の８⑰㉖）。 

  したがって、当該申請書が当該申請期限までに提出されない場合には、措置法第 70 条の６の８第 17

項の規定の適用を受けることはできないこととなる。本通達はこのことを留意的に明らかにした。 

なお、当該申請書の提出に関し、その提出がなかった場合のゆうじょ規定は法令上設けられていな

い。本通達の(注)の１では、このことを留意的に明らかにしている。 

また、譲渡等をした場合における申請期限の起算日となる「譲渡等をした日」とは、特例受贈事業

用資産の引渡しがあった日をいうことは、本通達の(注)の２において、留意的に明らかにしている（以

下 70の６の 10―60 までにおいて同じ。）。 
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（事業の継続が困難な事由の意義） 

70の６の８―64 措置法第70条の６の８第17項に規定する特例受贈事業用資産に係る事業の

継続が困難な事由とは、次に掲げる事由をいうことに留意する。 

 ⑴ 直前３年内の各年（特例事業受贈者が措置法第70条の６の８第17項各号に掲げる場合

のいずれかに該当することとなった日の属する年の前年以前３年内の各年をいう（⑵に

おいて同じ。）のうち２以上の年において、当該事業に係る事業所得の金額が零未満で

あること。 

 ⑵ 直前３年内の各年のうち２以上の年において、当該事業に係る各年の事業所得に係る

総収入金額が当該各年の前年の総収入金額を下回ること。 

⑶ 特例事業受贈者が心身の故障その他の事由により当該特例受贈事業用資産に係る事業

に従事することができなくなったこと。 

(注) 上記⑴及び⑵の判定については、次の取扱いに留意する。 

⑴ 特例事業受贈者が一の贈与者から特例対象贈与により取得をした特例受贈事業用

資産に係る事業が２以上ある場合には、その２以上の事業の合計額により行うこと。 

⑵ 特例事業受贈者が特例受贈事業用資産に係る事業と別の事業を営んでいる場合に

おける当該別の事業に係る金額は、上記の判定に含まれないこと。 

 
（新設） 

（説明） 

  措置法第 70 条の６の８第 17 項の規定の適用に係る「特例受贈事業用資産に係る事業の継続が困難

な事由として一定の事由」については、措置法令第 40条の７の８第 35 項及び措置法規則第 23 条の８

の８第 27項において、次に掲げる事由が規定されている。 

 ⑴ 直前３年内の各年（特例事業受贈者が措置法第 70 条の６の８第 17 項各号に掲げる場合のいずれ

かに該当することとなった日の属する年の前年以前３年内の各年をいう。⑵において同じ。）のう

ち２以上の年において、当該事業に係る事業所得の金額が零未満であること。 

 ⑵ 直前３年内の各年のうち２以上の年において、当該事業に係る各年の事業所得に係る総収入金額

が当該各年の前年の総収入金額を下回ること。 

⑶ 特例事業受贈者が心身の故障その他の事由により当該特例受贈事業用資産に係る事業に従事する

ことができなくなったこと。 

なお、これらの事由に該当したかどうかの判定は、いずれも特例受贈事業用資産に係る事業を基準とし

て行うことから、特例事業受贈者が一の贈与者から特例対象贈与により取得をした特例受贈事業用資産に

係る事業が２以上ある場合には、その２以上の事業の合計額により上記⑴及び⑵の判定を行う必要がある。 

また、特例事業受贈者が特例受贈事業用資産に係る事業と別の事業を営んでいる場合における当該

別の事業に係る金額は、上記⑴及び⑵の判定に含まれないこととなる。 

  本通達は、これらのことを留意的に明らかにした。 

 

（参考）特例受贈事業用資産に係る事業の継続が困難な事由とその判定について 

  

一号
（所得０未満）

・
二号

（総収入減少）

経営困難事由が
発生した年前年前々々年 前々年

３年内の各年
のうち２以上

三号
（事業継続困難）

譲渡等の時

判定対象時点

判定対象期間判定対象期間判定対象期間
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（措置法第70条の６の８第17項第１号の規定の適用を受けるための譲渡等） 

70の６の８―65 措置法第70条の６の８第17項第１号の「特例受贈事業用資産の全ての譲渡

等」の意義については、70の６の８―60((措置法第70条の６の８第16項第１号の規定の適

用を受けるための譲渡等))を準用する。 

 
（新設） 

（説明） 

  措置法第 70 条の６の８第 17 項の規定は、特例事業受贈者が事業の継続が困難な事由として一定の

事由がある場合において、①特別関係者以外の者に対して特例受贈事業用資産の全ての譲渡等をした

とき、又は、②特例受贈事業用資産に係る事業の廃止をしたときに適用される（措法 70の６の８⑰）。 

  本通達は、これらのうち「特例受贈事業用資産の全ての譲渡等」の意義について、70の６の８―60((措

置法第70条の６の８第16項第１号の規定の適用を受けるための譲渡等))を準用することとしている。 
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（特例受贈事業用資産に係る事業の廃止の意義） 

70の６の８―66 措置法第70条の６の８第17項第２号の「事業の廃止をした場合」とは、特

例受贈事業用資産に係る事業の全てを廃止した場合をいうのであるから、特例事業受贈者

が一の贈与者から特例対象贈与により取得をした特例受贈事業用資産に係る事業が２以上

ある場合において、その一部の事業を廃止したときは、同項の規定の適用はないことに留

意する。 

 (注) 事業の全てを廃止したかどうかの判定は、特例事業受贈者に係る贈与者の異なるも

のごとに行うことに留意する。 

 
（新設） 

（説明） 

  措置法第 70 条の６の８第 17 項の規定は、特例事業受贈者が事業の継続が困難な事由として一定の

事由がある場合において、①特別関係者以外の者に対して特例受贈事業用資産の全ての譲渡等をした

とき、又は②特例受贈事業用資産に係る事業の廃止をしたときに適用される（措法 70 の６の８⑰）。 

  これらのうち、特例事業用資産に係る事業の廃止をした場合（措法 70の６の８⑰二）とは、特例受

贈事業用資産に係る事業の全てを廃止した場合をいうのであるから、特例事業受贈者が一の贈与者か

ら特例対象贈与により取得をした特例受贈事業用資産に係る事業が２以上ある場合において、その一

部の事業を廃止したときは、同項の規定の適用はないこととなる。 

なお、特例事業受贈者に係る贈与者が２以上ある場合には、その贈与者の異なるものごとに事業の

全てを廃止したかどうかの判定を行うこととなる。もっとも、贈与者が異なる場合であっても、当該

贈与者から贈与を受けた特例受贈事業用資産に係る事業が同一の事業であるときには、事業を廃止し

たかどうかは同一の基準をもって判断される。 

本通達は、これらのことを留意的に明らかにした。 
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（免除申請贈与税額の基礎となる金額の計算） 

70の６の８―67 措置法第70条の６の８第17項に規定する免除申請贈与税額の基礎となる同

項各号イの金額の計算については、次の取扱いに留意する。 

⑴ 同項各号イの「特例受贈事業用資産の時価に相当する金額」は、評価基本通達の定め

により算定する。 

⑵ 同項第１号イの「譲渡等の対価の額」の意義については、70の６の８―39((特例受贈

事業用資産の譲渡の対価の額の意義))を準用する。 

⑶ 納税猶予分の贈与税額の計算に当たり措置法令第40条の７の８第８項の「特例受贈事

業用資産の価額から控除した金額」がある場合には、当該控除した金額を措置法第70条

の６の８第17項第１号イに規定する譲渡等の対価の額又は同項第２号イの特例受贈事業

用資産の時価に相当する金額から控除する。 

 
（新設） 

（説明） 

  特例事業受贈者が措置法第 70 条の６の８第 17 項の規定の適用を受けた場合には、次に掲げる場合

に応じそれぞれに定める贈与税が免除される。 

 ⑴ 措置法第 70 条の６の８第 17 項第１号に掲げる場合 同号の譲渡等の直前における猶予中贈与税

額から次に掲げる金額の合計額を控除した残額に相当する贈与税 

  イ 当該譲渡等の対価の額（その額が当該譲渡等をした時における当該譲渡等をした当該特例受贈

事業用資産の時価に相当する金額の２分の１以下である場合には、当該２分の１に相当する金額）

を特例対象贈与により取得をした特例受贈事業用資産の当該贈与の時における価額とみなして猶

予税額を計算した金額 

ロ 直前必要経費不算入対価等 

⑵ 措置法第 70 条の６の８第 17 項第２号に掲げる場合 同号の事業の廃止の直前における猶予中贈

与税額から次に掲げる金額の合計額を控除した残額に相当する贈与税 

イ 当該廃止の直前における当該特例受贈事業用資産の時価に相当する金額を特例対象贈与により

取得をした特例受贈事業用資産の当該贈与の時における価額とみなして猶予税額を計算した金額 

ロ 直前必要経費不算入対価等 

本通達は上記により免除される贈与税に相当する金額（免除申請贈与税額）の基礎となる上記⑴イ

及び⑵イの金額の計算について、以下の取扱いによることを留意的に明らかにした。 

まず、上記⑴イ及び⑵イの「特例受贈事業用資産の時価に相当する金額」は、評価基本通達の定め

により算定する。 

また、上記⑴イの「譲渡等の対価の額」の意義については、70の６の８―39((特例受贈事業用資産

の譲渡の対価の額の意義))を準用する。 

なお、特例受贈事業用資産の贈与とともに引き受けた一定の債務の金額については、納税猶予分の

贈与税額の計算に当たり当該特例受贈事業用資産の価額から控除することとされているが（措法 70の

６の８②三、措令 40の７の８⑧）、この「特例受贈事業用資産の価額から控除した金額」がある場合

には、免除申請贈与税額の計算に当たっても、当該控除した金額を上記⑴イの譲渡等の対価の額又は

上記⑵イの特例受贈事業用資産の時価に相当する金額から控除する。 
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（措置法第70条の６の８第17項の規定の適用を受ける場合の納税猶予の期限） 

70の６の８―68 特例事業受贈者が措置法第70条の６の８第17項の規定の適用を受ける場合

には、次の表の左欄に掲げる場合の区分に応じ、中欄に掲げる金額に相当する贈与税につ

いては右欄に掲げる日から２月を経過する日（当該右欄に掲げる日から当該２月を経過す

る日までの間に当該特例事業受贈者が死亡した場合には、当該特例事業受贈者の相続人（包

括受遺者を含む。）が当該特例事業受贈者の死亡による相続の開始があったことを知った

日の翌日から６月を経過する日）に納税の猶予に係る期限が到来することに留意する。   

場合 金額 日 

⑴ 措置法第70条の６の８第17

項第１号に掲げる場合 

同号イ及びロに掲げる金額

の合計額 

同号の譲渡等をした日 

⑵ 措置法第70条の６の８第17

項第２号に掲げる場合 

同号イ及びロに掲げる金額

の合計額 

同号の事業の廃止をした

日 
   

 

 
（新設） 

（説明） 

  本通達は、特例事業受贈者が措置法第 70 条の６の８第 17 項の規定による免除の適用を受ける場合

に納税の猶予に係る期限が到来する金額及びその期限を表により留意的に明らかにしたものである。 

 

 

（参考１）譲渡時の時価の２分の１超の対価で譲渡した場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考２）譲渡時の時価の２分の１以下の対価で譲渡した場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
【贈与時】

３００

【譲渡時】

譲渡時の時価
（相続税
評価額）

経営環境の悪化により、
贈与時に比べて、価額が減少。

当
初
猶
予
税
額

１５０

２００

８０

再計算税額

相
続
税
評
価
額
（
課
税
価
格
） １００

（時価の１/２）

１２５ ⇒ 免除

２５ ⇒ 納付

実際の
譲渡価額

〔贈与時〕
・ 300の課税価格に対して、猶予税額は150
〔譲渡時〕
・ 相続税評価額が200に下落した場合において、80（相続税評
価額の１/２以下）で譲渡

時価の１/２（100）
を基に計算

【贈与時】

３００

【譲渡時】

経営環境の悪化により、
贈与時に比べて、価額が減少。

当
初
猶
予
税
額

１５０

２００

６０ ⇒ 納付

９０ ⇒ 免除

譲
渡
時
の
時
価

（相
続
税
評
価
額
）

１５０

実際の
譲渡価額

再計算した
猶予税額

相
続
税
評
価
額
（課
税
価
格
）

〔贈与時〕
・ 300の課税価格に対して、猶予税額は150
〔譲渡時〕
・ 相続税評価額が200に下落した場合において、150で譲渡

実際の譲渡価額
（150）を基に計算
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（猶予中贈与税額の再計算に係る申請書が申請期限までに提出されない場合等） 

70の６の８―69 特例事業受贈者が措置法第70条の６の８第18項の規定の適用を受けようと

する場合には、同条第20項の申請期限（以下70の６の８―69において「申請期限」という。）

までに同項に規定する申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければ、同条第18項の規

定の適用はないことに留意する。 

(注) 申請期限までに措置法第70条の６の８第18項に規定する申請書の提出がなかった場

合のゆうじょ規定は設けられていない。 

 
（新設） 

（説明） 

  措置法第 70 条の６の８第１項の規定の適用を受ける特例事業受贈者について民事再生法の規定に

よる再生計画の認可の決定があった場合（再生計画の認可の決定に準ずる措置法令第 40 条の７の８第

34 項で定める事実が生じた場合を含む。）において、当該特例事業受贈者の有する資産につき一定の

評定が行われたときは、措置法第 70 条の６の８第 19項に規定する再計算猶予中贈与税額（以下 70の

６の８―72 までにおいて「再計算猶予中贈与税額」という。）をもって特例受贈事業用資産に係る猶

予中贈与税額とされ、一定の贈与税が税務署長の通知により免除される（措法 70 の６の８⑱～㉑）。 

  ところで、この贈与税の免除を受ける場合には、特例事業受贈者は、当該認可の決定があった日（当

該事実が生じた場合にあっては、債務処理計画が成立した日（以下 70 の６の８―69 において「認可

決定日」という。）から２月を経過する日（当該認可決定日から当該２月を経過する日までの間に当

該特例事業受贈者が死亡した場合には、当該特例事業受贈者の相続人（包括受遺者を含む。）が当該

特例事業受贈者の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から６月を経過する日。以下

70 の６の８―71 までにおいて「申請期限」という。）までに、措置法第 70条の６の８第 20 項に規定

する申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならないこととされている（措法 70 の６の８⑳

㉖）。 

  したがって、当該申請書が当該申請期限までに提出されない場合には、措置法第 70 条の６の８第 18

項の規定の適用を受けることはできないこととなる。本通達はこのことを留意的に明らかにした。 

なお、当該申請書の提出に関し、その提出がなかった場合のゆうじょ規定は法令上設けられていな

い。本通達の(注)では、このことを留意的に明らかにしている。 

 

 

（参考）再計算免除（措法 70の６の８⑱）の概要 

 

 

  

申告期限 再生計画
認可決定

再
計
算
猶
予
中

贈
与
税
額

当
初
猶
予
税
額

納税猶予① 納税猶予②

免除

当初の納税猶予額

再計算後の納税猶予額

●

●

～～

特例受贈事業
用資産の価額
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（債務処理計画が成立した日の意義） 

70の６の８―70 措置法第70条の６の８第18項に規定する「債務処理計画が成立した日」と

は、産業競争力強化法（平成25年法律第98号）第135条第１項に規定する中小企業再生支援

協議会が、措置法第70条の６の８第16項第１号に規定する債務処理計画の策定の支援を含

む特例受贈事業用資産に係る事業の再生を支援する場合において、対象となる債権者全員

が再生計画に同意する旨の書面を提出した日をいうことに留意する。 

 
（新設） 

（説明） 

  70の６の８―69((猶予中贈与税額の再計算に係る申請書が申請期限までに提出されない場合等))の

説明のとおり、措置法第 70 条の６の８第 18 項の規定により一定の贈与税の免除を受けるためには、

申請期限までに同条第 20 項に規定する申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならないこ

ととされている（措法 70の６の８⑳㉖）。 

  この申請期限の起算日は民事再生法の規定による再生計画の認可の決定があった日又は債務処理計

画が成立した日によるところ、「債務処理計画」とは、法人税法施行令第 24 条の２第１項に規定する

事実（同項第１号に規定する一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則が、産業競

争力強化法第 135 条第１項に規定する中小企業再生支援協議会（以下 70 の６の８―70 において「協

議会」という。）が定めたものである場合に限る。）が生じた場合における、同令第 24 条の２第１項

第１号から第３号まで及び第４号又は第５号に掲げる要件に該当する債務処理に関する計画をいうこ

ととされている（措令 40の７の８㉞）。 

  ところで、協議会は、認定支援機関（商工会、都道府県商工会連合会、商工会議所等であって中小

企業再生支援業を行うものとして経済産業大臣の認定を受けたものをいう。）に置かれるものであり

（産業競争力強化法 134、135）、協議会が債務免除等を含む再生計画の策定を支援する場合であって、

再生計画案の調査・報告を行う場合には、債務者、金融機関等の債権者及び協議会は、中小企業庁が

債務処理に関する計画の策定手順を定めた「中小企業再生支援スキーム」（以下「支援スキーム」と

いう。）に従って再生計画を作成することとされている。 

  そして、支援スキームにおいては、再生計画は、対象債権者全員が再生計画案に同意する旨の書面

を提出した時に成立することとされている。 

  本通達は、措置法第 70 条の６の８第 18 項に規定する「債務処理計画が成立した日」とは、協議会

が再生計画の策定を支援する場合において対象となる債権者全員が再生計画に同意する旨の書面を提

出した日をいうことを留意的に明らかにした。 

 

  



147 
 

 

（認可決定日後に確定事由が生じた場合） 

70の６の８―71 措置法第70条の６の８第18項に規定する認可決定日以後同条第21項の規定

による通知が発せられた日（以下70の６の８―71において「通知日」という。）前に、同

条第３項各号に掲げる場合に該当することとなった場合、同条第４項の場合に該当するこ

ととなった場合及び同条第11項の規定の適用があった場合並びに当該通知日前に同条第12

項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあった場合には、同条第18項の規定の適

用がないことに留意する。 

 
（新設） 

（説明） 

  措置法第 70 条の６の８第 18 項の規定の適用を受けようとする特例事業受贈者が同条第 20 項の規

定による申請書を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該税務署長は、当該申請書に記載さ

れた事項について調査を行い、当該申請書に係る申請期限の翌日から起算して６月以内に、当該申請

書に係る再計算免除贈与税の額又は却下をした旨及びその理由を記載した書面により、当該申請書を

提出した特例事業受贈者に通知するものとされている（措法 70の６の８㉑）。 

  ところで、措置法第 70 条の６の８第 18項では、認可決定日以後同条第 21 項の規定による通知が発

せられた日（以下 70 の６の８―71において「通知日」という。）前に、猶予中贈与税額に相当する贈

与税の全部につき同条第３項各号に掲げる場合に該当することとなった場合、同条第４項の場合に該

当することとなった場合及び同条第 11 項の規定の適用があった場合並びに当該通知日前に同条第 12

項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあった場合には、同条第 18 項の規定の適用はないも

のとされている。 

  本通達は、このことを留意的に明らかにした。 
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（再計算猶予中贈与税額の計算） 

70の６の８―72 措置法第70条の６の８第19項に規定する再計算猶予中贈与税額の計算につ

いては、次の取扱いに留意する。 

 ⑴ 同項の「特例受贈事業用資産の認可決定日における価額」は、評価基本通達の定めに

より算定する。 

 ⑵ 納税猶予分の贈与税額の計算に当たり措置法令第40条の７の８第８項の「特例受贈事

業用資産の価額から控除した金額」がある場合には、当該金額を措置法第70条の６の８

第19項の特例受贈事業用資産の認可決定日の価額から控除する。 

 
（新設） 

（説明） 

  特例事業受贈者が措置法第 70 条の６の８第 18 項の規定の適用を受けた場合には、再計算猶予中贈

与税額をもって特例受贈事業用資産に係る猶予中贈与税額とされ、その直前の猶予中贈与税額から当

該再計算猶予中贈与税額及び直前必要経費不算入対価等の合計額を控除した残額に相当する贈与税は

免除され、また、当該直前必要経費不算入対価等に相当する贈与税については、納税の猶予に係る期

限が到来することとされている。 

  この免除される贈与税の計算の基礎となる「再計算猶予中贈与税額」とは、措置法第 70条の６の８

第１項の規定の適用に係る特例受贈事業用資産（猶予中贈与税額に対応する部分に限る。）の認可決

定日における価額を特例対象贈与により取得をした特例受贈事業用資産の当該贈与の時における価額

とみなして、猶予税額を計算した金額をいうこととされている（措法 70の６の８⑲）。 

  本通達は、この再計算猶予中贈与税額の計算について、以下の取扱いによることを留意的に明らか

にした。 

まず、「特例受贈事業用資産の認可決定日における価額」は、評価基本通達の定めにより算定する。 

また、特例受贈事業用資産の贈与とともに引き受けた一定の債務の金額については、納税猶予分の

贈与税額の計算に当たり当該特例受贈事業用資産の価額から控除することとされているが（措法 70の

６の８②三、措令 40の７の８⑧）、この「特例受贈事業用資産の価額から控除した金額」がある場合

には、再計算猶予中贈与税額の計算に当たっても、当該控除した金額を「特例受贈事業用資産の認可

決定日における価額」から控除する。 
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（免除申請があった場合の延滞税の計算） 

70の６の８―73 措置法令第40条の７の８第37項の規定は、措置法第70条の６の８第16項又

は第17項の規定による免除申請書が提出された場合で、同条第22項に規定する納期限又は

当該免除申請書の提出があった日のいずれか遅い日の翌日から同条第21項の規定による免

除通知書を発した日までの間に猶予中贈与税額から同条第16項又は第17項に規定する免除

申請贈与税額（以下70の６の８―74までにおいて「免除申請贈与税額」という。）を控除

した残額に相当する贈与税を納付するときに、それと併せて納付すべき延滞税の額の計算

に関する取扱いであることに留意する。したがって、当該免除通知書を発した日後におい

ては、猶予中贈与税額から同条第21項の規定により免除をする税額を控除した残額に相当

する贈与税を基礎金額として、納付すべき延滞税の額を計算することに留意する。 

(注) 免除申請贈与税額と免除をする税額が異なる場合には、措置法令第40条の７の８第

37項の規定により計算した延滞税の額と免除後の贈与税額を基礎金額として計算した

納付すべき延滞税の額に差額が生じることになるため、同項の規定により計算した延

滞税の額の増額又は減額の処理を行う必要があることに留意する。 

 
（新設） 

（説明） 

  措置法第 70 条の６の８第 16 項又は第 17 項の規定の適用を受けるために免除申請書が提出された

場合、猶予中贈与税額のうちこれらの規定に規定する免除申請贈与税額（以下 70 の６の８―73 にお

いて「免除申請贈与税額」という。）以外の部分については速やかに納付又は徴収する必要があるが、

税務署長の通知により免除される贈与税の額（措法 70の６の８㉑）と免除申請贈与税額が異なる場合

も生じ得る。 

  そこで、措置法令第 40 条の７の８第 37 項において、措置法第 70 条の６の８第 22 項に規定する納

期限又は当該免除申請書の提出があった日のいずれか遅い日の翌日から同条第 21 項の規定による免

除通知書を発した日までの間（以下 70 の６の８―74 までにおいて「特定期間」という。）において猶

予中贈与税額から免除申請贈与税額を控除した残額に相当する贈与税を納付する場合に、その時点で

本税に併せて納付すべき延滞税の額の計算方法が規定されている。 

したがって、当該免除通知書を発した日後においては、猶予中贈与税額から措置法第 70条の６の８

第 21項の規定により免除をする税額を控除した残額に相当する贈与税を基礎金額として、納付すべき

延滞税の額を計算することとなる。本通達は、このことを留意的に明らかにした。 

  なお、措置法令第 40 条の７の８第 37 項の規定による計算は便宜上のものであり、免除申請贈与税

額と免除をする税額が異なる場合には、同項の規定により特定期間において計算した延滞税の額と免

除後の贈与税額を基礎金額として計算した「納付すべき延滞税の額」に差額が生じることになる。 

このため、特定期間において計算した延滞税の額について既に納付又は督促等の処理が行われてい

る場合には、特定期間において計算した延滞税の額と「納付すべき延滞税の額」との差額について、

増額（追加納付、追加督促等が必要となる。）又は減額（納付済みの場合は過誤納金として還付する

等が必要となる。）の清算処理を行う必要がある。 

本通達の(注)は、このことを留意的に明らかにした。 
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（免除申請があった場合の利子税の計算） 

70の６の８―74 措置法令第40条の７の８第38項の規定は、措置法第70条の６の８第16項又

は第17項の規定による免除申請書が提出された場合で、当該免除申請書の提出があった日

から同条第21項の規定による免除通知書を発した日までの間に猶予中贈与税額から免除申

請贈与税額を控除した残額に相当する贈与税を納付するときに、それと併せて納付すべき

利子税の額の計算に関する取扱いであることに留意する。したがって、当該免除通知書を

発した日後においては、猶予中贈与税額から同項の規定により免除をする税額を控除した

残額に相当する贈与税を基礎金額として、納付すべき利子税の額を計算することに留意す

る。 

(注) 免除申請贈与税額と免除をする税額が異なる場合には、措置法令第40条の７の８第

38項の規定により計算した利子税の額と免除後の贈与税額を基礎金額として計算した

納付すべき利子税の額に差額が生じることになるため、同項の規定により計算した利

子税の額の増額又は減額の処理を行う必要があることに留意する。 

 
（新設） 

（説明） 

  本通達は、措置法令第 40 条の７の８第 38 項の規定により、特定期間において利子税の額を計算す

る場合の取扱いを留意的に明らかにしたものである。 

なお、具体的には、70の６の８―73((免除申請があった場合の延滞税の計算))の説明を参照。 
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（２以上の贈与者がある場合の担保の取扱い） 

70の６の８―75 特例受贈事業用資産に係る贈与者が２以上ある場合、措置法第70条の６の

８第１項に係る担保の提供手続き、同条第12項に係る納税猶予の期限の繰上げの取扱いに

当たっては、贈与者の異なるものごとの納税猶予分の贈与税額にそれぞれの規定を適用す

ることに留意する。 

 
（新設） 

（説明） 

  特例受贈事業用資産に係る贈与者が２以上ある場合、贈与者の異なるものごとの納税猶予分の贈与

税額については、それぞれ担保提供財産（担保関係書類）、猶予期間繰上げ事由の発生の有無の状況

等が異なることから、担保に関する取扱いに当たっては、次のとおり、それぞれの納税猶予分の贈与

税額ごとに措置法第 70条の６の８第１項及び第 12項の規定を適用することになる。 

 ⑴ 担保提供手続きや提出すべき担保関係書類は贈与者の異なるものごとに行う。 

 ⑵ 措置法第 70 条の６の８第 12 項第１号に該当するかどうかの判定及び増担保命令等に応じないた

め納税の猶予に係る期限を繰り上げるかどうかの判定に当たっては、それぞれの猶予中贈与税額に

係る担保について増担保命令等に応じない事由が生じたかどうかを判断し、それぞれの猶予中贈与

税額ごとに納税の猶予の期限を繰り上げる。 

本通達は、このことを留意的に明らかにした。 
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【措置法第 70条の６の９((個人の事業用資産の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例))関係】 

（措置法第70条の６の９の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる特例

受贈事業用資産の価額の計算） 

70の６の９―１ 措置法第70条の６の９第１項（同条第２項の規定により読み替えて適用す

る場合を含む。）の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる特例受贈

事業用資産の価額の計算については、次の取扱いに留意する。 

 ⑴ 特例受贈事業用資産の価額は、特例対象贈与の時（措置法第70条の６の９第２項の規

定により読み替えて適用する同条第１項の規定による場合には、前の贈与者が行った前

の贈与の時）における当該特例受贈事業用資産の価額によるが、措置法第70条の６の８

第18項の規定の適用があった場合には、同項に規定する認可決定日における当該特例受

贈事業用資産の価額による。 

 (注)１ 「前の贈与者」とは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める者に当

該特例受贈事業用資産の贈与をした者をいう（以下70の６の９―４までにおいて

同じ。）。 

      イ 贈与者に対する措置法第70条の６の９第１項の規定の適用に係る贈与が、当

該贈与をした者の同条第14項（第３号に係る部分に限る。）の規定の適用に係

るもの（以下このイにおいて「免除対象贈与」という。）である場合 特例受贈

事業用資産に係る免除対象贈与をした者のうち最初に措置法第70条の６の８第

１項の規定の適用を受けた者 

      ロ イに掲げる場合以外の場合 贈与者 

    ２ 「前の贈与」とは、(注)１のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれに

定める者に対する当該特例受贈事業用資産の贈与をいう（以下70の６の９―４ま

でにおいて同じ。）。 

 ⑵ 納税猶予分の贈与税額（措置法第70条の６の８第２項第３号に規定する納税猶予分の

贈与税額をいい、同条第18項の規定の適用があった場合には、同条第19項に規定する再

計算猶予中贈与税額とする。以下70の６の９―１において同じ。）の計算において同条

第２項第３号の債務の金額が控除された場合には、⑴の価額に次の算式による割合を乗

じて計算した価額による。 

  （算式） 

    
Ａ Ｂ

Ａ
 

(注)１ 上記算式中の符号は次のとおり。 

Ａ＝納税猶予分の贈与税額の計算に係る特例受贈事業用資産の価額の合計額 

Ｂ＝納税猶予分の贈与税額の計算において控除された同条第２項第３号の債務

の金額 

２ 上記により計算した価額に１円未満の端数がある場合には、その端数金額を

切り捨てて差し支えない。 

 ⑶ 「相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる特例受贈事業用資産」には、措置

法令第40条の７の８第18項の届出に係る特例受贈事業用資産が含まれる。 

 
（新設） 

（説明） 

  措置法第 70 条の６の８第１項の規定の適用を受ける特例事業受贈者に係る贈与者が死亡した場合

には、同項の規定の適用を受ける特例受贈事業用資産（同条第５項第３号又は第６項の規定により特

例受贈事業用資産とみなされたものを含み、猶予中贈与税額に対応する部分に限る。）は、その者の

死亡による相続税については、当該特例事業受贈者が当該贈与者から相続（当該特例事業受贈者が当

該贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈）により取得したものとみなされる（措法 70の６の

９①）。 

  また、特例事業受贈者の措置法第 70条の６の８第１項の規定の適用に係る贈与が当該特例事業受贈

者に係る贈与者の同条第 14 項第３号の規定の適用に係る贈与（免除対象贈与）である場合において、

当該贈与者の前の贈与者が死亡したときは、当該前の贈与者の死亡による相続税については、当該特

例事業受贈者が当該前の贈与者から相続（当該特例事業受贈者が当該前の贈与者の相続人以外の者で
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ある場合には、遺贈）により特例受贈事業用資産の取得をしたものとみなされる（措法 70 の６の９

②）。 

  本通達は、これらの場合における相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき特例受贈事業用資産

の価額については、以下の取扱いがあることを留意的に明らかにした。 

  まず、特例受贈事業用資産の価額については、特例対象贈与の時（措置法第 70条の６の９第２項の

規定により読み替えて適用する同条第１項の規定による場合には、前の贈与者が行った前の贈与の時）

における当該特例受贈事業用資産の価額によるのであるが、措置法第 70 条の６の８第 18 項の規定に

よる免除の適用を受けている場合には、同項に規定する認可決定日における当該特例受贈事業用資産

の価額によることとなる（（参考１）参照）。 

  また、特例受贈事業用資産の贈与とともに引き受けた一定の債務の金額については、納税猶予分の

贈与税額（措置法第 70 条の６の８第２項第３号に規定する納税猶予分の贈与税額をいい、同条第 18

項の規定の適用があった場合には、同条第 19 項に規定する再計算猶予中贈与税額とする。以下 70 の

６の９―１において同じ。）の計算に当たり当該特例受贈事業用資産の価額から控除することとされ

ているが（措法 70 の６の８②三、措令 40 の７の８⑧）、この「特例受贈事業用資産の価額から控除

した金額」がある場合における相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき特例受贈事業用資産の価

額については、本通達の⑴の価額に、次の割合を乗じて計算した価額によることとされている（措令

40 の７の 10㉟六）（（参考２）参照）。 

  （算式） 

    
Ａ Ｂ

Ａ
 

(注)１ 上記算式中の符号は次のとおり。 

Ａ＝納税猶予分の贈与税額の計算に係る特例受贈事業用資産の価額の合計額 

Ｂ＝納税猶予分の贈与税額の計算において控除された措置法第70条の６の８第２項第

３号の債務の金額 

２ 上記により計算した価額に１円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨て

て差し支えない。 

  なお、特例受贈事業用資産の陳腐化、腐食、損耗その他これらに準ずる事由により当該特例受贈事

業用資産を廃棄した場合において、措置法令第 40 条の７の８第 18 項の届出をした場合には、当該届

出に係る特例受贈事業用資産に対応する猶予税額については納税猶予が継続されるため（措法 70の６

の８④）、相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる特例受贈事業用資産には、同項の届出に

係る特例受贈事業用資産が含まれることとなる。 
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（参考１）再計算免除（措法 70 の６の８⑱）の適用を受けている場合に相続税の課税価格に算入される特

例受贈事業用資産の価額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考２）納税猶予分の贈与税額の計算において控除された債務がある場合に相続税の課税価格に算入さ

れる特例受贈事業用資産の価額 

 

 

  

【宅地】
5,000万円

【建物】
3,000万円

【機械】
2,000万円

１
億
円

債務
【3,000万】

7,000万円

特例受贈事業用
資産の価額

【宅地】
3,500万円

特例受贈
事業用資産

【贈与時】 【相続時】

相続により取得した
ものとみなす

相続税の
課税価格
に算入

【建物】
2,100万円

【機械】
1,400万円

7,000
万円

×
１億円－3,000万円

１億円

１億

相続贈与

贈与税の納税猶予 相続税の納税猶予

7千万円

【贈与時の価額】 【認可決定日の価額】

特例受贈
事業用資産

相続により取得した
ものとみなす

相続税の課税価格
に算入される価額は
「認可決定日の価額」

再計算免除
（措法70の６の８⑱）
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（贈与者の死亡の日前に納税猶予の期限が確定した特例受贈事業用資産） 

70の６の９―２ 措置法第70条の６の８第１項の規定の適用に係る贈与者が死亡した場合

（70の６の９―３に掲げる場合を除く。）において、当該贈与者の死亡の日前に、当該納

税猶予に係る贈与税の全部又は一部についての納税猶予の期限が確定しているときの当該

死亡に係る相続税の課税関係は、次の区分に応じ、それぞれに定めるところによることに

留意する。 

⑴ 納税猶予に係る納税猶予分の贈与税額について措置法第70条の６の８第２項第３号イ

（暦年課税）の規定により計算している場合 

当該贈与者の死亡（当該適用に係る特例対象贈与後３年以内の死亡に限る。）の日前

に、当該納税猶予に係る贈与税の全部又は一部についての納税猶予の期限が確定してお

り、かつ、特例事業受贈者が当該贈与者から相続又は遺贈により財産を取得している場

合における当該期限の確定に係る特例受贈事業用資産は、相続税法第19条の規定により、

特例対象贈与の時における価額で相続税が課税されることに留意する。 

なお、当該特例受贈事業用資産は、措置法第70条の６の10第１項の規定の適用対象と

ならないことに留意する。 

⑵ 納税猶予に係る納税猶予分の贈与税額について措置法第70条の６の８第２項第３号ロ

（相続時精算課税）の規定により計算している場合 

当該贈与者の死亡の日前に、当該納税猶予に係る贈与税の全部又は一部についての納

税猶予の期限が確定している場合における当該期限の確定に係る特例受贈事業用資産

は、相続税法第21条の15又は第21条の16の規定により、特例対象贈与の時における価額

で相続税が課税されることに留意する。 

なお、当該特例受贈事業用資産は、措置法第70条の６の10第１項の規定の適用対象と

ならないことに留意する。 

(注)１ 当該贈与者の死亡の時において、現に措置法第70条の６の８第１項の規定の適用

を受けている特例受贈事業用資産は、措置法第70条の６の９第１項の規定により特

例事業受贈者が当該贈与者から相続（当該特例事業受贈者が当該贈与者の相続人以

外の者である場合には遺贈）により取得をしたものとみなされ、特例対象贈与の時

（措置法第70条の６の８第18項の規定の適用があった場合には、同項に規定する認

可決定日）の価額を基礎として計算した価額で相続税が課税されることに留意する。 

なお、当該特例受贈事業用資産は、措置法第70条の６の10第１項の適用に係る要

件を満たせば、同項の規定の適用対象となることに留意する。 

２ 当該特例受贈事業用資産のうち、措置法第70条の６の８第14項又は第16項から第

18項までの規定により免除を受けた猶予中贈与税額に対応する部分については、上

記⑴及び⑵の規定の適用はないことに留意する。なお、「免除を受けた猶予中贈与

税額に対応する部分」の意義については、70の６の８―57を参照。 

 
（新設） 

（説明） 

  措置法第 70 条の６の８第１項の規定の適用に係る贈与者が死亡した場合（措置法第 70 条の６の９

第２項の規定の適用がある場合（70 の６の９―３に掲げる場合）を除く。）には、それまで納税の猶

予を受けていた贈与税は免除され（措法 70の６の８⑭二）、その免除を受けた納税猶予税額に係る特

例受贈事業用資産は、同条第１項の規定により特例事業受贈者が当該贈与者から相続（当該特例事業

受贈者が当該贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈）により取得したものとみなされ、相続

税が課税されることとなる（措法 70の６の９①）。もっとも、この規定の適用がある特例受贈事業用

資産は当該贈与者の死亡の時において措置法第 70 条の６の８第１項の規定の適用を受けているもの

に限られるのであって、当該贈与者の死亡の日前にその全部又は一部について納税猶予に係る期限が

確定した贈与税に対応する特例受贈事業用資産については、措置法第 70条の６の９第１項の規定は適

用されない。 

  ただし、相続税法においては、同法第 19 条の規定により、相続又は遺贈により財産を取得した者が

相続の開始前３年以内に当該相続に係る被相続人から贈与を受けた財産の価額は、その者の相続税の

課税価格に加算して相続税の計算をすることとされている。 
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また、相続時精算課税適用者については、特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した場合

には、相続税法第 21 条の 15 の規定により、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で相続時

精算課税の規定の適用を受けるものの価額を相続税の課税価格に加算し、特定贈与者から相続又は遺

贈により財産を取得しなかった場合には、同法第 21 条の 16 の規定により、当該特定贈与者からの贈

与により取得した財産で相続時精算課税の規定の適用を受けるものを当該特定贈与者から相続（当該

相続時精算課税適用者が当該特定贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈）により取得したも

のとみなして、それぞれ相続税の計算をすることとされている。 

したがって、納税猶予の適用に係る贈与者が死亡した場合において、当該贈与者の死亡の日前に、

当該納税猶予に係る贈与税の全部又は一部についての納税猶予の期限が確定しているときの当該死亡

に係る相続税の課税関係は、次の区分に応じ、それぞれに定めるところによることになる。 

  ⑴ 納税猶予に係る納税猶予分の贈与税額について措置法第 70 条の６の８第２項第３号イ（暦年課

税）の規定により計算している場合 

当該贈与者の死亡（当該適用に係る特例対象贈与後３年以内の死亡に限る。）の日前に、当該納

税猶予に係る贈与税の全部又は一部についての納税猶予の期限が確定しており、かつ、特例事業受

贈者が当該贈与者から相続又は遺贈により財産を取得している場合における当該期限の確定に係る

特例受贈事業用資産は、相続税法第 19条の規定により、特例対象贈与の時における価額で相続税が

課税される。 

なお、当該特例受贈事業用資産については、贈与者（被相続人）から生前に贈与を受けたもので

あり、措置法第 70条の６の９第１項の規定により当該贈与者から相続又は遺贈により取得したもの

とみなされるものではないことから、措置法第 70 条の６の 10 第１項の規定の適用対象とならない

ことになる。 

⑵ 納税猶予に係る納税猶予分の贈与税額について措置法第 70条の６の８第２項第３号ロ（相続時精

算課税）の規定により計算している場合 

当該贈与者の死亡の日前に、当該納税猶予に係る贈与税の全部又は一部についての納税猶予の期

限が確定している場合における当該期限の確定に係る特例受贈事業用資産は、相続税法第 21 条の

15 又は第 21 条の 16 の規定により、特例対象贈与の時における価額で相続税が課税されることにな

る。 

なお、当該特例受贈事業用資産については、贈与者（被相続人）から生前に贈与を受けたもので

あり、措置法第 70条の６の９第１項の規定により当該贈与者から相続又は遺贈により取得したもの

とみなされるものではないことから、措置法第 70 条の６の 10 第１項の規定の適用対象とならない

ことになる。 

本通達の⑴及び⑵は、これらのことを留意的に明らかにした。 

  上記の取扱いは、贈与者の死亡の日前に納税猶予に係る期限が確定した特例受贈事業用資産に係る

ものであるが、当該贈与者の死亡の時において、現に措置法第 70 条の６の８第１項の規定の適用を受

けている特例受贈事業用資産については、相続税法第 19条又は第 21 条の 15 若しくは第 21条の 16 の

規定の適用はなく、措置法第 70条の６の９第１項の規定により特例事業受贈者が当該贈与者から相続

又は遺贈により取得をしたものとみなされ、特例対象贈与の時（措置法第 70 条の６の８第 18 項の規

定の適用があった場合には、同項に規定する認可決定日）の価額を基礎として計算した価額で相続税

が課税されることとなる。 

なお、当該特例受贈事業用資産は、措置法第 70 条の６の 10 第１項の適用に係る要件を満たせば、

同項の規定の適用対象となる。 

本通達の(注)の１は、このことを留意的に明らかにした。 

また、特例受贈事業用資産のうち、措置法第 70 条の６の８第 14 項又は第 16 項から第 18 項までの

規定により免除を受けた猶予中贈与税額に対応する部分については、上記⑴及び⑵の規定の適用はな

く、贈与者の死亡に係る相続税の課税関係は生じないこととなる。なお、「免除を受けた猶予中贈与

税額に対応する部分」の意義については、70の６の８―57((免除を受けた特例事業受贈者に係る相続

税法第 21条の 14 から第 21 条の 16 までの不適用))の説明を参照。 

本通達の(注)の２は、このことを留意的に明らかにした。 

 

  



157 
 

 

（免除対象贈与を行った贈与者の死亡の日前に納税猶予の期限が確定した特例受贈事業用資

産） 

70の６の９―３ 措置法第70条の６の８第１項の規定の適用に係る贈与者（同項の規定の適

用を受けている特例事業受贈者に限る。）が死亡した場合において、当該贈与者の死亡の

日前に、当該納税猶予に係る贈与税の全部又は一部についての納税猶予の期限が確定して

いるときの当該死亡に係る相続税の課税関係は、次の区分に応じ、それぞれに定めるとこ

ろによることに留意する。 

⑴ 当該納税猶予に係る納税猶予分の贈与税額について措置法第70条の６の８第２項第３

号イの規定（暦年課税）により計算している場合 

当該贈与者の死亡（当該適用に係る特例対象贈与後３年以内の死亡に限る。）の日前

に、当該納税猶予に係る贈与税の全部又は一部についての納税猶予の期限が確定してお

り、かつ、特例事業受贈者が当該贈与者から相続又は遺贈により財産を取得している場

合における当該期限の確定に係る特例受贈事業用資産は、相続税法第19条の規定により、

特例対象贈与の時における価額で相続税が課税されることに留意する。 

なお、当該特例受贈事業用資産は、措置法第70条の６の10第１項の規定の適用対象と

ならないことに留意する。 

⑵ 当該納税猶予に係る納税猶予分の贈与税額について措置法第70条の６の８第２項第３

号ロの規定（相続時精算課税）により計算している場合 

当該贈与者の死亡の日前に、当該納税猶予に係る贈与税の全部又は一部についての納

税猶予の期限が確定している場合における当該期限の確定に係る特例受贈事業用資産

は、相続税法第21条の15又は第21条の16の規定により、特例対象贈与の時における価額

で相続税が課税されることに留意する。 

なお、当該特例受贈事業用資産は、措置法第70条の６の８第10項の規定の適用対象と

ならないことに留意する。 

(注) 当該特例受贈事業用資産のうち、措置法第70条の６の８第14項又は第16項から第18

項までの規定により免除を受けた猶予中贈与税額に対応する部分については、上記⑴

及び⑵の規定の適用はないことに留意する。なお、「免除を受けた猶予中贈与税額に

対応する部分」の意義については、70の６の８―57を参照。 

 
（新設） 

（説明） 

  措置法第 70 条の６の８第１項の規定の適用を受けている者（下記事例１及び２で示せば２代目事業

者）が同項の規定の適用を受ける特例受贈事業用資産について免除対象贈与をした場合には、当該贈

与者に係る猶予中贈与税額の全てが免除され（措法 70の６の８⑭三）、また、この場合における免除

対象贈与を受けた特例事業受贈者（下記事例１及び２で示せば３代目事業者）に係る贈与税の納税猶

予に係る期限は、前の贈与者（下記事例１及び２で示せば１代目事業者）の死亡の日となる（措法 70

の６の８①）。 

そして、当該前の贈与者（１代目事業者）が死亡した場合には、当該前の贈与者（１代目事業者）の

死亡に係る相続税については、当該特例事業受贈者（３代目事業者）が当該前の贈与者（１代目事業

者）から相続又は遺贈により措置法第 70条の６の８第１項の規定の適用に係る特例受贈事業用資産を

取得したものとみなされることとなる（措法 70の６の９②）。 

つまり、措置法第 70条の６の８第１項の規定の適用を受ける特例受贈事業用資産については、免除

対象贈与をした贈与者（２代目事業者）が死亡したとしても、当該死亡に係る相続税について課税関

係が生じることはない。 

ただし、これは、当該贈与者（２代目事業者）の死亡の時において現に措置法第 70条の６の８第１

項の規定の適用を受けている特例受贈事業用資産に限られるのであって、当該贈与者（２代目事業者）

の死亡の日前にその全部又は一部について納税猶予に係る期限が確定した贈与税に対応する特例受贈

事業用資産については、相続税法第 19条又は第 21 条の 15 若しくは第 21条の 16 の規定により、当該

贈与者（２代目事業者）の死亡に係る相続税の課税関係が生じることとなる。 

本通達は、この場合における課税関係を留意的に明らかにしたものである。なお、具体的な課税関

係については、70の６の９―２((贈与者の死亡の日前に納税猶予の期限が確定した特例受贈事業用資

産))の説明を参照。 
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【事例１】納税猶予に係る納税猶予分の贈与税額について暦年課税により計算している場合（本通達の⑴

の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事例２】納税猶予に係る納税猶予分の贈与税額について相続時精算課税により計算している場合（本通

達の⑵の場合） 
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（買換えの承認に係る特例受贈事業用資産） 

70の６の９―４ 特例受贈事業用資産の譲渡につき措置法第70条の６の８第５項の規定によ

る買換えの承認を受けている場合において、同項の特例事業受贈者の事業の用に供される

資産（以下70の６の９―４において「買換資産」という。）を取得する前に贈与者（前の

贈与者を含む。）が死亡したときにおける当該承認に係る譲渡をした特例受贈事業用資産

に係る相続税の課税に当たっては、当該特例受贈事業用資産は、同項の規定により譲渡が

なかったものとみなされることから、措置法第70条の６の９第１項（同条第２項において

読み替えて適用する場合を含む。）の規定により受贈者が当該贈与者から相続又は遺贈に

より取得をしたものとみなされ、当該譲渡に係る特例受贈事業用資産の贈与（前の贈与者

にあっては前の贈与）の時（措置法第70条の６の８第18項の規定の適用があった場合には、

同項に規定する認可決定日）の価額を基礎として計算した価額が相続税の課税価格の計算

の基礎に算入されることに留意する。 

(注) 上記の譲渡に係る特例受贈事業用資産について、措置法第70条の６の10第１項の規

定による相続税の納税猶予の適用を受ける場合には、同条第30項において読み替えて

適用する同条第１項の規定により当該特例受贈事業用資産は、相続又は遺贈により取

得をした同条第２項第１号に規定する特定事業用資産に含まれることから相続税の納

税猶予の適用を受けることができることとなる。   

なお、この場合において、当該譲渡があった日から１年以内に買換資産を取得しな

かったときには、その譲渡があった日から１年を経過する日において譲渡があったも

のとみなされ、当該譲渡に係る特例受贈事業用資産の価額に対応する部分の相続税の

納税猶予税額は、納付を要することに留意する。 

 
（新設） 

（説明） 

  特例受贈事業用資産の譲渡につき措置法第 70 条の６の８第５項の規定による買換えの承認を受け

た場合には、同項第１号の規定により当該特例受贈事業用資産は、特例事業受贈者の事業の用に供さ

れていたものとみなされ、贈与税の納税猶予はそのまま継続することとされている。つまり、その譲

渡がなかったものとされることから、当該買換えの承認に係る同項の特例事業受贈者の事業の用に供

される資産（以下 70 の６の９―４において「買換資産」という。）を取得する前に贈与者（前の贈与

者を含む。）が死亡した場合であっても、その納税猶予税額は、譲渡をした特例受贈事業用資産に対

応する分も含めて免除されることとなる。 

  ところで、贈与税の納税猶予はこれで完了するのであるが、当該贈与者の死亡に係る相続税の課税

上、当該譲渡をした特例受贈事業用資産は、どのように取り扱われることになるのかという問題があ

る。 

  本通達は、この場合の相続税の課税に関する取扱いを次のように留意的に明らかにした。 

  すなわち、特例受贈事業用資産の譲渡につき措置法第 70条の６の８第５項の規定による買換えの承

認を受けている場合において、買換資産を取得する前に贈与者（前の贈与者を含む。）が死亡したと

きは、当該承認に係る譲渡をした特例受贈事業用資産は、措置法第 70 条の６の９第１項（同条第２項

において読み替えて適用する場合を含む。）の規定により特例事業受贈者が当該贈与者から相続又は

遺贈により取得をしたものとみなされ、当該譲渡に係る特例受贈事業用資産の贈与（前の贈与者にあ

っては前の贈与）の時（措置法第 70 条の６の８第 18 項の規定の適用があった場合には、同項に規定

する認可決定日）の価額を基礎として計算した価額が相続税の課税価格の計算の基礎に算入されるこ

とになる。 

また、当該特例受贈事業用資産については、措置法第 70 条の６の 10第 30 項において読み替えて適

用する同条第１項の規定により、相続又は遺贈により取得をした同条第２項第１号に規定する特定事

業用資産に含まれることから、同条第１項の規定による相続税の納税猶予の適用を受けることができ

ることとなる。   

なお、この場合において、当該譲渡があった日から１年以内に買換資産を取得しなかったときには、

当該譲渡があった日から１年を経過する日においてその事業の用に供されなくなったものとみなされ、

当該譲渡に係る特例受贈事業用資産の価額に対応する部分の相続税の納税猶予税額は、納付を要する

ことになる（措法 70 の６の 10⑤、措令 40 の７の 10㉟五）。 
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【措置法第 70条の６の 10((個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除))関係】 

（特例事業用資産の取得の意義等） 

70の６の10－１ 措置法第70条の６の10第１項の適用対象となる同条第１項に規定する被相

続人（以下70の６の10―58までにおいて「被相続人」という。）からの相続又は遺贈によ

る同条第２項第１号に規定する特定事業用資産（以下70の６の10―48までにおいて「特定

事業用資産」という。）の全ての取得は、平成31年１月１日から令和10年12月31日までの

間の相続又は遺贈による取得で、次に掲げるものに限られることに留意する。 

 ⑴ 最初の同項の規定の適用に係る相続又は遺贈による取得 

 ⑵ ⑴の取得の日から１年を経過する日までの相続又は遺贈による取得 

(注)１ 被相続人が２以上の事業を営んでいる場合における特定事業用資産の全ての取得

をしたかどうかの判定は、その事業ごとに行うことに留意する。 

２ 措置法第70条の６の10第１項に規定する相続税の申告書に同項の規定の適用を受

ける旨の記載がある特定事業用資産が同項に規定する特例事業用資産（以下70の６

の10―64までにおいて「特例事業用資産」という。）に該当することに留意する。 

３ 措置法第70条の６の10第１項の規定の適用を受けようとする者が、同項の規定の

適用に係る相続の開始前に贈与により取得をした同項の規定の適用を受けようとす

る特定事業用資産に係る事業と同一の事業に係る他の資産について措置法第70条の

６の８第１項の規定の適用を受けようとする場合又は受けている場合には、70の６

の10―１⑵中「⑴の取得の日」とあるのは「最初の措置法第70条の６の８第１項の

規定の適用に係る贈与の日」となることに留意する。 

４ 被相続人からの相続又は遺贈が「最初の措置法第70条の６の10第１項の規定の適

用に係る相続又は遺贈」に該当するかどうかの判定は、当該相続又は遺贈により財

産を取得した者が、当該相続又は遺贈に係る特定事業用資産に係る事業と同一の事

業に係る他の資産につき既に同項の規定の適用に係る相続若しくは遺贈又は措置法

第70条の６の８第１項の規定の適用に係る贈与を受けていないかどうかにより行う

ことに留意する。 

５ 措置法第70条の６の９第１項（同条第２項の規定により読み替えて適用する場合

を含む。）の規定により贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされ

た特例受贈事業用資産に係る当該取得については、上記の期間内の相続又は遺贈に

よる取得に限られないことに留意する。 

 
（新設） 

（説明） 

  措置法第 70 条の６の 10 第１項の規定の適用を受けるためには、同条第１項に規定する被相続人（以

下 70 の６の 10―23 までにおいて「被相続人」という。）からの相続又は遺贈によりその事業に係る

同条第２項第１号に規定する特定事業用資産（以下 70の６の 10―17 までにおいて「特定事業用資産」

という。）の全てを取得し、当該特定事業用資産について同条第１項に規定する相続税の申告書に同

項の規定の適用を受ける旨の記載（以下 70 の６の 10―17 までにおいて、同項の規定の適用を受ける

ものとして記載された特定事業用資産を「特例事業用資産」という。）をした上で、相続税の申告期

限までに当該申告書を提出する必要がある。 

  本通達は、この「特定事業用資産の取得」の意義について、留意的に明らかにしたものである（具

体的には、70の６の８―３の説明を参照。）。 

   なお、本通達のとおり、特定事業用資産の取得については一定の期間が設けられているが、措置法

第 70条の６の８第１項の規定の適用を受けている特例事業受贈者に係る贈与者（前の贈与者を含む。）

が死亡した場合において措置法第 70 条の６の９第１項（同条第２項の規定により読み替えて適用する

場合を含む。）の規定により当該贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた特例受贈

事業用資産に係る当該取得については、この期間内の取得に限られないこととされている（措法 70の

６の 10㉚）。 

本通達の(注)の５は、このことを留意的に明らかにした。 
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（相続税の納税猶予及び免除の対象とならない資産） 

70の６の10―２ 措置法第70条の６の10第１項の適用対象となる特定事業用資産には、次に

掲げる資産は含まれないことに留意する。 

⑴ 相続税法第19条の規定の適用を受ける資産（措置法令第40条の７の10第３項の規定に

より相続又は遺贈により取得をしたものとみなされるものを除く。） 

⑵ 相続時精算課税の適用を受ける資産（措置法令第40条の７の10第３項の規定により相

続又は遺贈により取得をしたものとみなされるものを除く。） 

⑶ 措置法令第40条の７の８第42項の規定の適用を受ける資産 

 
（新設） 

（説明） 

措置法第 70 条の６の 10 第１項の適用対象となる資産は、被相続人から相続又は遺贈により取得し

た特定事業用資産に限られている。 

したがって、①被相続人から贈与により取得した相続税法第 19 条の規定の適用を受ける資産及び②

被相続人から相続時精算課税に係る贈与により取得した資産は、その適用対象にはならないこととな

る。 

ただし、上記①及び②の資産のうち措置法令第 40 条の７の 10 第３項の規定により相続又は遺贈に

より取得したものとみなされるもの（当該相続の開始と同年中の贈与で、相続税の課税価格に算入さ

れるもの）については、措置法第 70 条の６の 10第１項の適用対象となる。 

本通達の⑴及び⑵は、このことを留意的に明らかにした。 

また、措置法第 70 条の６の８第１項の規定の適用を受けている特例事業受贈者が同条第 14 項第３

号の規定の適用に係る贈与（免除対象贈与）をした場合において、当該贈与の日の属する年中に当該

贈与をした特例事業受贈者が死亡したときは、措置法令第 40 条の７の８第 42 項の規定により、当該

贈与に係る特例受贈事業用資産については、相続税法第 19条、第 21 条の 15 及び第 21 条の 16 の規定

は適用しないこととされている。したがって、当該特例受贈事業用資産については、当該特例事業受

贈者を被相続人とする相続税の課税価格に算入されることはなく、措置法第 70 条の６の 10 第１項の

適用対象とはならないこととなる。 

本通達の⑶は、このことを留意的に明らかにした。なお、その死亡した特例事業受贈者から贈与を

受けた者は、贈与税の申告書を提出する必要があるのであるが、この場合に措置法第 70条の６の８第

１項の規定の適用に係る要件を満たしているときは、同項の規定の適用を受けることができることと

なる（70 の６の８―６((措置法第 70 条の６の８第１項の規定の適用を受けている贈与者が贈与税の

申告期限前に死亡した場合))の説明を参照。）。 

  



162 
 

 

（代償分割により取得をした資産についての相続税の納税猶予及び免除の不適用） 

70の６の10―３ 遺産の分割に当たり、遺産の代償として取得した他の共同相続人の所有に

属する資産は、被相続人が相続の開始の直前に有していたものではないので、措置法第70

条の６の10第１項の規定による納税猶予の対象となる特定事業用資産に該当しないことに

留意する。 

 
（新設） 

（説明） 

  措置法第 70 条の６の 10 第１項の規定の適用を受けることができる特定事業用資産は、被相続人か

ら相続又は遺贈により取得したもの（措置法第 70条の６の９第１項（同条第２項の規定により読み替

えて適用する場合を含む。）の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされるものを含む。）

に限られている。 

  ところで、遺産の分割には、遺産は特定の相続人が取得し、他の相続人にはその代償としてその遺

産を取得した特定の相続人が以前から有する固有財産を与える方法によるものがある。これは一般に

遺産の代償分割といわれているものである。 

  この遺産の代償分割により他の共同相続人の固有財産である特定事業用資産を取得した場合に当該

特定事業用資産について措置法第 70 条の６の 10 第１項の規定の適用を受けることができるかどうか

疑義があるところであるが、その代償財産として取得した特定事業用資産は、被相続人から直接相続

又は遺贈によって取得したものでないことからその特定事業用資産は同項の規定の適用対象とはなら

ない。 

本通達は、このことを留意的に明らかにした。 
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（特例対象贈与に係る贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合） 

70の６の10―４ 特例対象贈与により取得をした特定事業用資産の受贈者が、70の６の８―

４((特例対象贈与に係る贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合))の⑴イ(ｲ)又はロ

に該当し措置法第70条の６の８第１項の規定の適用を受けることができない場合であって

も、当該特例対象贈与により取得をした特定事業用資産は措置法令第40条の７の10第３項

の規定により当該受贈者が当該贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされ

ることから、措置法第70条の６の10第１項の規定の適用に係る要件を満たすときには、当

該受贈者は当該贈与者の死亡に係る相続税について同項の規定の適用を受けることができ

ることに留意する。 

(注) 措置法令第40条の７の８第42項の規定の適用を受ける特定事業用資産については、

措置法令第40条の７の８第３項の規定の適用がないことに留意する。 

 
（新設） 

（説明） 

  贈与税の納税猶予の適用を受けることを前提とした特定事業用資産の贈与があった場合において、

贈与者がその贈与があった日の属する年中に死亡すること、あるいは、その翌年の贈与税の申告書の

提出期限前に、かつ、受贈者による贈与税の申告書の提出前に死亡することがある。 

  ところで、特定事業用資産の特例対象贈与があった日と贈与者の死亡の日とが同一年中である場合

において、相続税法第 21 条の２第４項の規定に該当するとき（70 の６の８―４((特例対象贈与に係

る贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合))の⑴イ(ｲ)に該当する場合）には、当該特例対象贈与

により取得した特定事業用資産は贈与税の課税価格の計算の基礎に算入されず、相続税の課税対象と

されるので、措置法第 70条の６の８第１項の規定の適用はない。 

  また、この場合において、受贈者が相続時精算課税適用者であるとき（70 の６の８―４の⑴ロに該

当する場合）には、当該特例対象贈与により取得した特定事業用資産は贈与税の課税価格の計算の基

礎に算入されるが、相続税法第 28 条第４項の規定により贈与税の申告は不要のため、措置法第 70 条

の６の８第１項の規定の適用はない。 

  ただし、これらの場合には、当該特定事業用資産は、措置法令第 40 条の７の 10 第３項の規定によ

り、受贈者が贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされることから、措置法第 70条の６

の 10第１項の規定の適用に係る要件を満たしている場合には、同項の規定の適用を受けることができ

ることとなる。 

  本通達は、このことを留意的に明らかにした。 

  ただし、措置法第 70 条の６の８第１項の規定の適用を受けている特例事業受贈者が同条第 14 項第

３号の規定の適用に係る贈与（免除対象贈与）をした場合において、当該贈与の日の属する年中に当

該贈与をした特例事業受贈者が死亡したときは、措置法令第 40 条の７の８第 42 項の規定により、当

該贈与に係る特例受贈事業用資産については、相続税法第 19 条、第 21 条の 15 及び第 21 条の 16 の規

定は適用されず、措置法令第 40 条の７の８第３項の規定の適用はないため、その特例受贈事業用資産

の贈与を受けた者は、贈与税の申告書を提出する必要がある。なお、当該受贈者は、措置法第 70条の

６の８第１項の規定の適用に係る要件を満たしている場合には、同項の規定の適用を受けることがで

きる（70 の６の８―６((措置法第 70 条の６の８第１項の規定の適用を受けている贈与者が贈与税の

申告期限前に死亡した場合))の説明を参照。）。 

  本通達の(注)は、このことを留意的に明らかにした。 
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（第２次特例事業相続人がある場合の第１次特例事業相続人に係る相続税の納税猶予及び免

除の適用要件） 

70の６の10―５ 措置法令第40条の７の10第４項に規定する第２次特例事業相続人等（以下

70の６の10―５において「第２次特例事業相続人等」という。）がある場合の同項に規定

する第１次特例事業相続人等（以下70の６の10―５において「第１次特例事業相続人等」

という。）に係る措置法第70条の６の10第１項の規定の適用については、次に掲げること

に留意する。 

⑴ 措置法第70条の６の10第１項の適用対象となる特定事業用資産は、第２次特例事業相

続人等が第１次特例事業相続人等からの相続又は遺贈に係る相続税の期限内申告書に同

項の規定の適用を受ける旨の記載をしたものに限られること。 

⑵ 担保は、第２次特例事業相続人等が第１次特例事業相続人等からの相続又は遺贈に係

る相続税の申告書の提出期限までに、第２次特例事業相続人等に係る納税猶予分の相続

税の額に相当するものの提供をすればよいこと。 

 
（新設） 

（説明） 

  特定事業用資産を相続又は遺贈により取得した特例事業相続人等が、措置法第 70 条の６の 10 第１

項の規定の適用を受けるためには、相続税の期限内申告書及び担保の提供に関する書類を当該申告書

の提出期限までに提出する必要があるが、特定事業用資産を相続又は遺贈により取得した相続人等が、

相続税の申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その者（以下 70の６の

10―５において「第１次特例事業相続人等」という。）においてこれらの要件を満たすことはできな

い。 

そのため、第１次特例事業相続人等から相続又は遺贈により当該特定事業用資産を取得した相続人

等（以下 70 の６の 10―５において「第２次特例事業相続人等」という。）が一定の要件を満たす場合

には、第１次特例事業相続人等についても措置法第 70 条の６の 10 第１項の規定の適用があるものと

し、このことに関する読替規定が、措置法令第 40条の７の 10 第４項に規定されている。 

本通達は、第１次特例事業相続人等が、措置法第 70 条の６の 10 第１項の規定の適用を受けるため

の留意事項を次のとおり明らかにした。  

⑴ 措置法第 70 条の６の 10 第１項の適用対象となる特定事業用資産は、第２次特例事業相続人等が

第１次特例事業相続人等からの相続又は遺贈に係る相続税の期限内申告書に同項の規定の適用を受

ける旨の記載をしたものに限られること。 

⑵ 担保は、第２次特例事業相続人等が第１次特例事業相続人等からの相続又は遺贈に係る相続税の

申告書の提出期限までに、第２次特例事業相続人等に係る納税猶予分の相続税の額に相当するもの

の提供をすればよいこと。 
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（申告期限前に全部確定事由が生じた場合） 

70の６の10―６ 相続の開始の日の翌日から相続税の申告書の提出期限までの間に、措置法

第70条の６の10第３項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなった場合には、当

該相続に係る特定事業用資産について同条第１項の規定の適用を受けることができないこ

とに留意する。 

 
（新設） 

（説明） 

  70 の６の８―８((申告期限前に全部確定事由が生じた場合))の説明を参照。 
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（相次相続控除の算式） 

70の６の10―７ 第２次相続に係る被相続人が措置法第70条の６の10第１項の規定の適用を

受けていた場合又は第２次相続により財産を取得した者のうちに同項の規定の適用を受け

る者がある場合における相次相続控除額は、相続税法基本通達20―３((相次相続控除の算

式))に準じて算出することに留意する。 

この場合において、相続税法基本通達20―３中のＡは、当該被相続人が当該納税猶予の

適用を受けていた場合には、同条第15項又は第17項から第19項までの規定により免除され

た相続税額以外の税額に限ることに留意する。 

 
（新設） 

（説明） 

  相続税法においては、10 年以内に２回以上相次いで相続が発生した場合には、相続税負担が過重と

なることからその調整を図るため、相次相続控除の制度を設けている（相法 20）。 

  この控除は、相続税の納税猶予を受けたものについても適用されるのであるが、一般の場合とは、

控除する相続税額に免除を受けた税額が含まれない点が異なっている。本通達ではその旨を留意的に

明らかにした。 

  なお、相続人又は受遺者のうちに措置法第 70 条の６の 10 第１項の規定の適用を受けた者がいたと

しても、同条には農地の納税猶予における措置法令第 40 条の７第 12 項に相当する読替規定はないた

め、相続税法第 20 条第１項第２号の割合を算定する際の財産の価額は、相続の開始の時の時価を基に

算定することとなる。農地の納税猶予の場合は、当該財産の価額は、農業投資価格を基に算定するこ

ととしている（70の６―38）ことから、この点は農地の納税猶予における取扱いと異なっている。 
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（修正申告等に係る相続税額の納税猶予） 

70の６の10―８ 措置法第70条の６の10第１項の規定の適用を受ける旨の相続税の申告につ

いて特例事業用資産の評価又は税額計算の誤りがあり、その誤りのみに基づいて修正申告

又は更正があった場合における当該修正申告又は更正により納付すべき相続税額（附帯税

を除く。）については、70の６の８―９((修正申告等に係る贈与税額の納税猶予))を準用

する。 

（新設） 
（説明） 

  70 の６の８―９((修正申告等に係る贈与税額の納税猶予))の説明を参照。 

 

 

 

 

 

（担保の提供等） 

70の６の10―９ 措置法第70条の６の10第１項の規定による担保の提供については、国税通

則法第50条から第54条までの規定の適用があることに留意する。 

（新設） 
（説明） 

  70 の６の８―10((担保の提供等))の説明を参照。 

 

 

 

 

 

（相続税の額に相当する担保） 

70の６の10―10 措置法第70条の６の10第１項に規定する「当該納税猶予分の相続税額に相

当する担保」とは、納税猶予に係る相続税の本税の額と当該本税に係る納税猶予期間中の

利子税の額との合計額に相当する担保をいうことに留意する。 

なお、この場合の当該本税に係る猶予期間中の利子税の額は、同項の規定の適用に係る

相続税の申告書の提出期限における特例事業相続人等の平均余命年数を納税猶予期間とし

て計算した額によるものとして取り扱うことに留意する。 

（新設） 
（説明） 

  70 の６の８―11((贈与税の額に相当する担保))の説明を参照。 

 

 

 
 

 

（被相続人の事業の意義等） 

70の６の10―11 被相続人（生計一親族等を含む。）の事業の意義等については、70の６の

８―12((贈与者の事業の意義等))を準用する。 

(注) 「生計一親族等」とは、当該被相続人と生計を一にする配偶者その他の親族及び措

置法令第40条の７の10第５項に規定する者をいう（以下70の６の10―15までにおいて

同じ。）。 

 
（新設） 

（説明） 

  70 の６の８―12((贈与者の事業の意義等))の説明を参照。 
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（被相続人の事業の用に供されていた資産） 

70の６の10―12 措置法第70条の６の10第２項第１号イからハまでに定める資産が被相続人

（生計一親族等を含む。）の事業の用に供されていた資産に該当するかどうかは、当該資

産が同条第１項の規定の適用に係る相続の開始の直前において現実に事業の用に供されて

いたかどうかで判定するのであるが、当該事業の用に供されていた資産には、災害、疾病

等のため、当該相続の開始の直前において一時的に当該事業の用に供されていないものが

含まれることに留意する。 

(注) 被相続人が措置法令第40条の７の10第１項第２号に定める者に該当する場合におけ

る上記の判定は、当該被相続人に係る生計一親族等（同項第１号に定める者に限る。）

の措置法第70条の６の10第１項の規定の適用に係る相続の開始（当該被相続人から同

項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした特定事業用資産について措置法

第70条の６の10第１項の規定の適用を受けようとする者が、当該相続の開始の時前に

生計一親族等（措置法令第40条の７の８第１項第１号に定める者に限る。）から特例

対象贈与により取得をした当該特定事業用資産に係る事業と同一の事業に係る他の資

産について措置法第70条の６の８第１項の規定の適用を受けようとする場合又は受け

ている場合には、当該生計一親族等に係る特例対象贈与。以下70の６の10―13におい

て同じ。）の直前における現況により行うことに留意する。 

 
（新設） 

（説明） 

  70 の６の８―13((贈与者の事業の用に供されていた資産))の説明を参照。 

 

 

 

 

 

 

 

（特定事業用資産の基準となる貸借対照表） 

70の６の10―13 措置法第70条の６の10第１項の規定の対象となる特定事業用資産は、次に

掲げる被相続人の区分に応じ、それぞれに定める貸借対照表に計上されているものに限ら

れることに留意する。 

 ⑴ 措置法令第40条の７の10第１項第１号に定める被相続人 当該被相続人の措置法第70

条の６の10第１項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する年の前年分の事業所得

（所得税法第27条第１項((事業所得))に規定する事業所得をいう。以下70の６の10―56

までにおいて同じ。）に係る青色申告書（同法第２条第１項第40号に規定する青色申告

書をいい、措置法第25条の２第３項の規定の適用に係るものに限る。以下70の６の10―13

において同じ。）の貸借対照表 

 ⑵ 措置法令第40条の７の10第１項第２号に定める被相続人 当該被相続人に係る生計一

親族等（同項第１号に定める者に限る。）の措置法第70条の６の10第１項の規定の適用

に係る相続の開始の日の属する年の前年分の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表 

 (注) ⑴に掲げる被相続人又は⑵に定める生計一親族等の措置法第70条の６の10第１項の

規定の適用に係る相続の開始の直前において事業の用に供されていた措置法第70条の

６の８第２項第１号イからハまでに規定する資産であっても、当該相続の開始の日の

属する年中に取得をした資産など⑴又は⑵に定める貸借対照表に計上されていない資

産については、特定事業用資産に該当しないことに留意する。 

 
（新設） 

（説明） 

  70 の６の８―14((特定事業用資産の基準となる貸借対照表))の説明を参照。 
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（特定事業用資産に該当する宅地等の範囲） 

70の６の10―14 70の６の８―15((贈与者の事業の用に供されていた宅地等の範囲))及び70

の６の８―16((使用人の寄宿舎等の敷地等))は、措置法第70条の６の10第２項第１号イに

掲げる宅地等（以下70の６の10―48までにおいて「宅地等」という。）及び同号ロに掲げ

る建物（以下70の６の10―48までにおいて「建物」という。）が特定事業用資産に該当す

るかどうかの判定について準用する。 

 
（新設） 

（説明） 

  70 の６の８―15((贈与者の事業の用に供されていた宅地等の範囲))及び 70 の６の８―16((使用人

の寄宿舎等の敷地等))の説明を参照。 

 

 

 

 

 

 
 

 

（店舗兼住宅等の敷地の持分の贈与について贈与税の配偶者控除等の適用を受けたものの事

業の用に供されていた部分の範囲） 

70の６の10―15 店舗兼住宅等（被相続人（生計一親族等を含む。）の事業の用に供されて

いた建物のうちに当該事業の用以外の用に供されていた部分のある建物及び当該建物の敷

地の用に供されていた宅地等をいう。）で、措置法第70条の６の10第１項の規定の適用に

係る相続の開始の日の属する年の前年以前にされたその持分の贈与につき相続税法第21条

の６第１項の規定による贈与税の配偶者控除の適用を受け若しくは受けようとするもの

（相続税法基本通達21の６―３のただし書の取扱いを適用して贈与税の申告がされたもの

若しくはされるものに限る。）又は当該相続の開始の日の属する年に被相続人からのその

持分の贈与につき相続税法第19条第２項第２号の規定により特定贈与財産に該当すること

となったもの（相続税法基本通達19―10の後段の取扱いを適用して相続税の申告がされた

ものに限る。）であっても、措置法令第40条の７の10第６項及び第８項に規定する当該被

相続人の当該事業の用に供されていた部分の判定は、当該相続の開始の直前における現況

によって行うことに留意する。 

 
（新設） 

（説明） 

  70の６の８―17((店舗兼住宅等の敷地の持分の贈与について贈与税の配偶者控除の適用を受けたも

のの事業の用に供されていた部分の範囲))の説明を参照。 
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（措置法第70条の６の９の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる特例

受贈事業用資産がある場合の限度面積要件） 

70の６の10―16 特例事業受贈者が措置法第70条の６の９第１項（同条第２項の規定により

読み替えて適用する場合を含む。以下70の６の10―16において同じ。）の規定により贈与

者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた特例受贈事業用資産について措置

法第70条の６の10第１項の規定の適用を受ける場合には、同条第２項第１号イに定める宅

地等に係る限度面積は400㎡から当該特例事業受贈者が措置法第70条の６の８第１項の規

定の適用を受けるものとして贈与税の申告書に記載した同条第２項第１号イの宅地等（以

下70の６の10―16において「贈与取得宅地等」という。）の面積を控除した面積となり、

措置法第70条の６の10第２項第１号ロに定める建物に係る限度面積は800㎡から当該特例

事業受贈者が措置法第70条の６の８第１項の規定の適用を受けるものとして贈与税の申告

書に記載した同条第２項第１号ロの建物（以下70の６の10―16において「贈与取得建物」

という。）の床面積を控除した面積となるのであるが、この場合には、次の取扱いに留意

する。 

 ⑴ 当該特例事業受贈者が当該贈与取得宅地等又は当該贈与取得建物の全部又は一部につ

いて措置法第70条の６の10第１項の規定の適用を受けない場合（当該贈与者の死亡の日

前に当該贈与取得宅地等又は当該贈与取得建物に係る贈与税の全部又は一部について納

税猶予の期限が確定している場合を含む。）であっても、当該特例事業受贈者が措置法

第70条の６の９第１項の規定により当該贈与者から相続又は遺贈により取得をしたもの

とみなされた他の特例受贈事業用資産について措置法第70条の６の10第１項の規定の適

用を受ける場合には、当該贈与取得宅地等の面積又は当該贈与取得建物の床面積につい

ては、上記により控除される。 

⑵ 当該特例事業受贈者が当該贈与取得宅地等又は当該贈与取得建物につき行った措置法

第70条の６の８第５項の譲渡又は第６項の移転につき同条第５項又は第６項の承認を受

けている場合における上記の控除すべき面積又は床面積は、当該譲渡又は移転をした当

該贈与取得宅地等の面積又は当該贈与取得建物の床面積による。 

 
（新設） 

（説明） 

  特定事業用資産である宅地等又は建物については、措置法第 70 条の６の 10 第２項第１号イ又はロ

において限度面積が設けられており、宅地等については、その面積の合計のうち 400 ㎡以下の部分に、

建物については、その床面積の合計のうち 800 ㎡以下の部分に限られている（以下 70 の６の 10―18

までにおいて、この要件を「限度面積要件」という。）。 

(注) 被相続人から相続又は遺贈により取得をした措置法第 69 条の４第１項に規定する小規模宅地

等（以下 70 の６の 10―18 までにおいて「小規模宅地等」という。）について同項の規定の適用

を受ける者がいる場合の限度面積要件については、70 の６の 10―17((個人の事業用資産について

の納税猶予及び免除と小規模宅地等の特例を重複適用する場合))の説明を参照。 

  措置法第 70 条の６の８第１項の規定の適用を受ける特例事業受贈者に係る贈与者が死亡した場合

には、同項の規定の適用を受ける特例受贈事業用資産については、特例事業受贈者が措置法第 70条の

６の９第１項（同条第２項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下 70 の６の 10―16 にお

いて同じ。）の規定により、当該贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされ、当該特

例事業受贈者は、当該特例受贈事業用資産について措置法第 70 条の６の 10 第１項の規定の適用を受

けることができるのであるが、この場合における限度面積要件については、措置法令第 40条の７の 10

第 35 項第２号において読替規定が設けられている。 

すなわち、宅地等に係る限度面積については 400 ㎡から当該特例事業受贈者が措置法第 70条の６の

８第１項の規定の適用を受けるものとして贈与税の申告書に記載した同条第２項第１号イの宅地等

（以下 70 の６の 10―16 において「贈与取得宅地等」という。）の面積を控除した面積となり、建物

に係る限度面積については 800 ㎡から当該特例事業受贈者が措置法第 70 条の６の８第１項の規定の

適用を受けるものとして贈与税の申告書に記載した同条第２項第１号ロの建物（以下 70 の６の 10―

16 において「贈与取得建物」という。）の床面積を控除した面積となる（措令 40 の７の 10㉟二）。 

  そして、この措置法令第 40 条の７の 10 第 35 項の柱書では「法第 70 条の６の９第１項・・・の規

定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた・・・特例受贈事業用資産について・・・特例
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事業受贈者が法第 70 条の６の 10 第１項の規定の適用を受ける場合における・・・同条第２項・・・

の規定の適用については、次に定めるところによる」と規定されていることから、当該特例事業受贈

者が当該贈与取得宅地等又は当該贈与取得建物の全部又は一部について措置法第 70 条の６の 10 第１

項の規定の適用を受けない場合（当該贈与者の死亡の日前に当該贈与取得宅地等又は当該贈与取得建

物に係る贈与税の全部又は一部について納税猶予の期限が確定している場合を含む。）であっても、

当該特例事業受贈者が措置法第 70 条の６の９第１項の規定により当該贈与者から相続又は遺贈によ

り取得をしたものとみなされた他の特例受贈事業用資産について措置法第 70 条の６の 10 第１項の規

定の適用を受ける場合には、当該贈与取得宅地等の面積又は当該贈与取得建物の床面積については、

上記により控除されることとなる。 

  本通達の⑴は、このことを留意的に明らかにした。 

 (注) 仮に、特例事業受贈者が措置法第 70条の６の９第１項の規定により贈与者から相続又は遺贈に

より取得をしたものとみなされた特例受贈事業用資産の全てについて措置法第 70 条の６の 10 第

１項の規定の適用を受けない場合には、上記の面積の控除はされない。 

ところで、措置法第 70 条の６の８では、特例受贈事業用資産の買換えをした場合や特例受贈事業用

資産の現物出資をして会社を設立した場合であっても、税務署長の承認を受けたときは、納税猶予を

継続することとされている（措法 70の６の８⑤⑥）。このため、同条第１項の規定の適用を受ける特

例事業受贈者が、宅地等である特例受贈事業用資産の買換えをした場合、上記の控除すべき面積は買

換え前後のいずれの宅地等の面積によるのか、また、特例受贈事業用資産を現物出資して株式を取得

した場合には、当該株式が特例受贈事業用資産となるが、この場合における上記の控除すべき面積は

どのようになるのか、疑問も生じる。 

この点、上記のとおり、宅地等の面積から控除される面積等は措置法第 70条の６の８第１項の規定

の適用を受けるものとして贈与税の申告書に記載した宅地等の面積等とされていることから、当該特

例事業受贈者が当該贈与取得宅地等又は当該贈与取得建物につき行った措置法第 70 条の６の８第５

項の譲渡又は第６項の移転につき同条第５項又は第６項の承認を受けている場合であっても、上記の

控除すべき面積又は床面積は、当該譲渡又は移転をした当該贈与取得宅地等の面積又は当該贈与取得

建物の床面積によることとなる（（参考）参照）。 

本通達の⑵は、このことを留意的に明らかにした。 

 

（参考）措置法第 70 条の６の８第５項の承認等を受けている場合に限度面積から控除される面積 
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（個人の事業用資産についての納税猶予及び免除と小規模宅地等の特例を重複適用する場

合） 

70の６の10―17 被相続人から相続又は遺贈により取得をした措置法第69条の４第１項に規

定する小規模宅地等（以下70の６の10―18までにおいて「小規模宅地等」という。）につ

いて同項の規定の適用を受ける者がいる場合の措置法第70条の６の10第１項の規定の適用

については、その者が適用を受ける措置法第69条の４第１項に規定する選択特例対象宅地

等（以下70の６の10―17において「選択特例対象宅地等」という。）の次の区分に応じ、

それぞれに定めるところによることに留意する。 

 ⑴ 措置法第69条の４第３項第１号に規定する特定事業用宅地等である選択特例対象宅地

等である場合 当該被相続人から相続又は遺贈により取得をした特定事業用資産につい

ては、措置法第70条の６の10第１項の規定の適用を受けることはできない。 

 ⑵ 措置法第69条の４第３項第３号に規定する特定同族会社事業用宅地等（以下70の６の

10―17において「特定同族会社事業用宅地等」という。）である選択特例対象宅地等で

ある場合（⑶に掲げる場合に該当する場合を除く。） 次の算式により計算した面積が

限度面積となる。 

  （算式） 

400㎡－当該特定同族会社事業用宅地等の面積の合計 

 ⑶ 措置法第69条の４第３項第４号に規定する貸付事業用宅地等（以下70の６の10―17に

おいて「貸付事業用宅地等」という。）である選択特例対象宅地等である場合 次の算

式により計算した面積が限度面積となる。 

  （算式） 

   400㎡－２×（Ａ×
200

330
＋Ｂ×

200

400
＋Ｃ） 

(注)１ 措置法第70条の６の10第２項第１号イに定める限度面積要件を満たす特例

事業用資産である宅地等又は選択特例対象宅地等について、同条第１項又は

措置法第69条の４第１項の適用を受ける場合において、上記の計算に該当す

るときを算式で示せば次のとおりとなる。 

       （算式） 

         Ａ×
200

330
＋（Ｂ＋Ｄ）×

200

400
＋Ｃ≦200㎡ 

２ 上記算式中の符号は次のとおり。 

Ａ＝措置法第69条の４第３項第２号に規定する特定居住用宅地等（以下70の

６の10―17において「特定居住用宅地等」という。）である選択特例対象

宅地等の面積の合計 

Ｂ＝特定同族会社事業用宅地等である選択特例対象宅地等の面積の合計 

Ｃ＝貸付事業用宅地等である選択特例対象宅地等の面積の合計 

Ｄ＝特例事業用資産である宅地等の面積の合計 

 ⑷ 特定居住用宅地等である選択特例対象宅地等である場合（⑶に掲げる場合に該当する

場合を除く。） 400㎡が限度面積となる。 

 
（新設） 

（説明） 

   被相続人から相続又は遺贈により取得をした小規模宅地等について措置法第69条の４第１項

の規定の適用を受ける者がいる場合の措置法第70条の６の10第１項の規定の適用については、そ

の者が適用を受ける措置法第69条の４第１項に規定する選択特例対象宅地等（以下70の６の10―

17において「選択特例対象宅地等」という。）の区分に応じ、次のとおり、その適用が制限され

ている（措法70の６の10②一イ、二ヘ、措令40の７の10⑦）。 

 ⑴ 適用を受ける小規模宅地等が措置法第69条の４第３項第１号に規定する特定事業用宅地等

（以下70の６の10―17において「特定事業用宅地等」という。）である選択特例対象宅地等で

ある場合  

措置法第70条の６の10第２項第２号ヘでは、特例事業相続人等の要件として、被相続人から

相続又は遺贈により財産を取得した者が特定事業用宅地等について小規模宅地等の特例の適
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用を受けていない旨規定している。したがって、当該被相続人から取得をした特定事業用資産

については、措置法第70条の６の10第１項の規定の適用を受けることはできないこととなる

（措法70の６の10②二ヘ）。   

 ⑵ 適用を受ける小規模宅地等が措置法第69条の４第３項第３号に規定する特定同族会社事業

用宅地等（以下70の６の10―17において「特定同族会社事業用宅地等」という。）である選択

特例対象宅地等である場合（⑶に掲げる場合に該当する場合を除く。） 

   次の算式により計算した面積が限度面積となる（措法70の６の10②一イ、措令40の７の10⑦

一）。 

   （算式） 

400㎡－当該特定同族会社事業用宅地等の面積の合計 

  ⑶ 適用を受ける小規模宅地等が措置法第69条の４第３項第４号に規定する貸付事業用宅地等

（以下70の６の10―17において「貸付事業用宅地等」という。）である選択特例対象宅地等で

ある場合  

次の算式により計算した面積が限度面積となる（措法70の６の10②一イ、措令40の７の10⑦

二）。 

   （算式） 

   400㎡－２×（Ａ×
200

330
＋Ｂ×

200

400
＋Ｃ） 

(注) 上記算式中の符号は次のとおり。 

Ａ＝措置法第69条の４第３項第２号に規定する特定居住用宅地等（以下70の６の10―17

において「特定居住用宅地等」という。）である選択特例対象宅地等の面積の合計 

Ｂ＝特定同族会社事業用宅地等である選択特例対象宅地等の面積の合計 

Ｃ＝貸付事業用宅地等である選択特例対象宅地等の面積の合計 

 ⑷ 適用を受ける小規模宅地等が特定居住用宅地等である選択特例対象宅地等である場合（⑶に

掲げる場合に該当する場合を除く。） 

 400 ㎡が限度面積となる（措法 70 の６の 10②一イ、措令 40 の７の 10⑦三）。 

本通達は、これらのことを留意的に明らかにした（具体的な計算については、（参考１）の計

算例を参照。）。 

ところで、法令上、この特例と小規模宅地等の特例を重複適用する場合（上記⑵～⑷）の限度面積

の計算は、まず、小規模宅地等の特例を適用し、次に 400 ㎡からその適用を受けようとする小規模宅

地等に応じて措置法令第 40 条の７の 10 第７項の規定に基づき計算した面積を控除した面積の範囲内

で、この特例の適用を受けることができることとされている（措法 70の６の 10②一イ、措令 40の７

の 10⑦）。 

もっとも、小規模宅地等の特例の適用の有無並びにその適用を受ける場合の小規模宅地等の種類及

び面積は、相続人等の任意によることから、先にこの特例の適用を受ける特例事業用資産である宅地

等の選択をし、その選択をした面積を基に、小規模宅地等の特例の適用を受ける宅地等の選択をした

としても、上記⑵から⑷までに定めるところを満たすのであれば、この特例の適用があることに留意

する必要がある。すなわち、上記⑵の場合には特例事業用資産である宅地等と特定同族会社事業用宅

地等の面積の合計が 400 ㎡以下であるとき、上記⑶の場合には本通達の⑶の(注)の１の算式を満たす

とき、また、上記⑷の場合には特例事業用資産である宅地等の面積の合計が 400 ㎡以下であるときは、

この特例の適用があることになる。 

なお、上記⑵～⑷は、措置法第 70条の６の９第１項（同条第２項の規定により読み替えて適用する

場合を含む。）の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた特例受贈事業用資産に

ついて措置法第 70条の６の 10第１項の規定の適用を受ける場合についても同様であるが（（参考２）

参照）、この場合の限度面積の計算は、措置法第 70 条の６の８第１項の規定の適用を受けるものとし

て同項に規定する贈与税の申告書に記載された宅地等の面積を基準に行うこととされている（措令 40

の７の 10㉟三）。 

(注) 措置法第70条の６の８第１項の規定の適用を受けた特例事業受贈者に係る贈与者が死亡

した場合、当該死亡した贈与者に係る相続税については、当該贈与者から相続又は遺贈によ

り取得をした特定事業用宅地等について小規模宅地等の特例の適用を受けることはできな

い（措法69の４⑥）。 
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（参考１）納税猶予の対象となる宅地等の限度面積の計算例 

  ○ 小規模宅地等の特例の対象となる宅地等 

・ 宅地Ａ（66 ㎡：特定居住用宅地等に該当） 

・ 宅地Ｂ（100 ㎡：特定同族会社事業用宅地等に該当） 

・ 宅地Ｃ（80 ㎡：貸付事業用宅地等に該当） 

   

小規模宅地等の適用 

を受ける宅地等 
計算 

納税猶予の対象とな

る宅地等の限度面積 

Ａ（居住） 400 ㎡－０㎡＝400 ㎡ 400 ㎡ 

Ｂ（同族） 
     同族 

400 ㎡－100 ㎡＝300 ㎡ 
300 ㎡ 

Ｃ（貸付） 
      貸付 

400 ㎡－２×80 ㎡＝240 ㎡ 
240 ㎡ 

Ａ ＋ Ｂ 
    同族 

400 ㎡－100 ㎡＝300 ㎡ 
300 ㎡ 

 

Ａ ＋ Ｃ 

 

       居住      貸付 

400 ㎡－２×（66 ㎡×
200

330
＋80 ㎡）＝160 ㎡ 

160 ㎡ 

 

Ｂ ＋ Ｃ 

 

       同族      貸付 

400 ㎡－２×（100 ㎡×
200

400
＋80 ㎡）＝140 ㎡ 

140 ㎡ 

 

Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ 

 

       居住      同族      貸付 

400 ㎡－２×（66 ㎡×
200

330
＋100 ㎡×

200

400
＋80 ㎡） 

＝60 ㎡ 

60 ㎡ 

 

 
 
（参考２）贈与税の納税猶予に係る贈与者が死亡した場合における限度面積の計算例 
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（個人の事業用資産についての納税猶予及び免除、小規模宅地等の特例又は特定計画山林の

特例を重複適用する場合に限度面積要件等を満たさないとき） 

70の６の10―18 小規模宅地等、措置法第69条の５第１項に規定する選択特定計画山林（以

下70の６の10―18において「選択特定計画山林」という。）又は特例事業用資産のうち宅

地等（以下70の６の10―18において「猶予対象宅地等」という。）について、措置法第69

条の４第１項、第69条の５第１項又は第70条の６の10第１項の規定の適用を重複して受け

ようとする場合において、その猶予対象宅地等の面積が同条第２項第１号イに規定する限

度面積（70の６の10―17参照）を超えるとき又はその選択特定計画山林の価額が措置法第

69条の５第５項（措置法令第40条の２の２第９項において読み替えて適用する場合を含

む。）に規定する限度額（69の５―12参照）を超えるときは、その猶予対象宅地等につい

て措置法第70条の６の10第１項の規定の適用はないことに留意する。 

(注)１ 上記の限度面積を超える場合における当該小規模宅地等又は上記の限度額を超え

る場合における当該小規模宅地等及び当該選択特定計画山林は、その全てについて

措置法第69条の４第１項及び第69条の５第１項の適用もないことに留意する（69の

４―12及び69の５―13参照）。 

     なお、この場合、その小規模宅地等又は選択特定計画山林については、その後の

国税通則法第18条第２項に規定する期限後申告書及び同法第19条第３項に規定する

修正申告書において、当該限度面積又は当該限度額を超えないこととなったときは、

措置法第69条の４第１項又は第69条の５第１項の規定の適用があることに留意す

る。 

   ２ 上記の「猶予対象宅地等」には、措置法第70条の６の９第１項（同条第２項の規

定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定により相続又は遺贈により取得

をしたものとみなされた特例受贈事業用資産のうち同条第２項第１号イに掲げるも

のを含むことに留意する。 

 
（新設） 

（説明） 

  この特例と、小規模宅地等の特例及び措置法第 69条の５の「特定計画山林についての相続税の課税

価格の計算の特例」（以下 70 の６の 10―18 において「特定計画山林の特例」という。）を重複して

適用する場合には、その適用を受ける特例事業用資産である宅地等（以下 70 の６の 10―18 において

「猶予対象宅地等」という。）、小規模宅地等及び措置法第 69条の５第１項に規定する選択特定計画

山林（以下 70 の６の 10―18 において「選択特定計画山林」という。）については、一定の限度面積

（措法 70の６の 10②一イ。なお、70 の６の 10―17 参照）及び限度額（措法 69の５⑤、措令 40の２

の２⑨。なお、69の５―12 参照）が設けられている。 

  本通達は、その猶予対象宅地等の面積が措置法第 70条の６の８第２項第１号イに規定する限度面積

を超えるとき又はその選択特定計画山林の価額が措置法第 69 条の５第５項（措置法令第 40 条の２の

２第９項において読み替えて適用する場合を含む。）に規定する限度額を超えるときは、法令の要件

を満たす有効な選択が行われていないことから、その猶予対象宅地等の全てについて、措置法第 70条

の６の 10第１項の規定の適用はないことを留意的に明らかにした。 

また、この場合には、当該小規模宅地等及び当該選択特定計画山林の全てについても同様に、小規

模宅地等の特例及び特定計画山林の特例の適用がないこととなる（69 の４―12 及び 69 の５―13 参

照）。 

ただし、当該小規模宅地等又は当該選択特定計画山林については、その後の国税通則法第 18条第２

項に規定する期限後申告書及び同法第 19 条第３項に規定する修正申告書において、当該限度面積又は

当該限度額を超えないこととなったときは、措置法第 69 条の４第１項又は第 69 条の５第１項の規定

の適用を受けることができる。 

本通達の(注)の１は、このことを留意的に明らかにした。 

  (注)  小規模宅地等の特例及び特定計画山林の特例については、期限内申告に限り適用される措置法

第 70条の６の 10 第１項の規定（70の６の 10―８の説明を参照。）と異なり、ゆうじょ規定が設

けられている（措法 69の４⑧、69の５⑪）。 

  なお、「猶予対象宅地等」には、措置法第 70条の６の９第１項（同条第２項の規定により読み替え

て適用する場合を含む。）の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた特例受贈事
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業用資産のうち同条第２項第１号イに掲げるものが含まれることから、本通達の(注)の２は、このこ

とを留意的に明らかにした。 
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（特定事業用資産である減価償却資産に該当するリース資産） 

70の６の10―19 70の６の８―19((特定事業用資産である減価償却資産に該当するリース資

産))は、リース資産（所得税法第67条の２第１項に規定するリース資産をいう。）が措置

法第70条の６の10第２項第１号ハに定める減価償却資産に該当するかどうかの判定につい

て準用する。 

 
（新設） 

（説明） 

  70 の６の８―19((特定事業用資産である減価償却資産に該当するリース資産))の説明を参照。 

 

 

 

 

 

 
 

（相続の開始の直前において事業に従事していたこと） 

70の６の10―20 70の６の８―20((３年以上事業に従事していたこと))は、被相続人から相

続又は遺贈により特定事業用資産を取得した者が、措置法第70条の６の10第２項第２号ロ

に規定する当該特定事業用資産に係る事業に従事していたかどうかの判定について準用す

る。 

 (注) 被相続人が60歳未満で死亡した場合には、上記の要件は不要とされることに留意す

る。 

 
（新設） 

（説明） 

  70 の６の８―20((３年以上事業に従事していたこと))の説明を参照。 

  なお、被相続人が 60 歳未満で死亡した場合には、特例事業相続人等に係る要件から措置法第 70 条

の６の 10 第２項第２号ロに掲げる要件は除かれていることから（措法 70 の６の８②二）、本通達の

(注)において、これを留意的に明らかにした。 
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（納税猶予の対象とならない資産保有型事業の意義） 

70の６の10―21 措置法第70条の６の10第２項第２号ホの要件を判定する場合において、特定事

業用資産に係る事業が同項第４号に規定する資産保有型事業に該当するかどうかの判定は、同

条第１項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する年の前年１月１日から当該相続に係る相

続税の申告期限までの間のいずれかの日において次の算式を満たすかどうかにより行うことに

留意する。 

（算式） 

   
Ｂ＋Ｃ

Ａ＋Ｃ
 ≧ 

70

100
  

(注)１ 上記算式中の符号は次のとおり。 

Ａ＝当該いずれかの日における当該事業に係る貸借対照表に計上されている総資産

の帳簿価額の総額 

Ｂ＝当該いずれかの日における当該事業に係る貸借対照表に計上されている特定資

産（現金、預貯金その他の資産であって措置法規則第23条の８の８第８項に規定す

るものをいう。以下70の６の10―21において同じ。）の帳簿価額の合計額 

Ｃ＝当該いずれかの日以前５年以内において特別関係者（特例事業相続人等と措置法

令第40条の７の８第15項に規定する特別の関係がある者をいう。以下70の６の10―

21において同じ。）が当該特例事業相続人等から受けた措置法第70条の６の８第４

号ハに規定する必要経費不算入対価等（以下70の６の10―21において「必要経費不

算入対価等」という。）の合計額 

    ２ 上記算式中の金額の算定については、次の取扱いに留意する。 

⑴ 上記Ｃの金額の算定に当たり、特定事業用資産に係る事業に従事したことその他の

事由により特別関係者が支払を受けた対価又は給与の金額がある場合で、当該対価又

は給与の金額が、最初の措置法第70条の６の10第１項の規定の適用に係る相続の開始

の時（当該相続の開始の時前に措置法第70条の６の８第１項の規定の適用に係る贈与

により取得をした当該事業と同一の事業に係る他の資産について同項の規定の適用

を受けようとする場合又は受けている場合には、最初の同項の規定の適用に係る贈与

の時。以下70の６の10―21において同じ。）前又は当該相続の開始の時以後のいずれ

に属するものか区分することができないときは、当該区分することができない金額を

当該相続の開始の日の属する年の１月１日から当該相続の開始の日の前日までの日

数と当該相続の開始の日からその年の12月31日までの日数がそれぞれその年の日数

に占める割合によりあん分する。この場合において、あん分後の金額に１円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨てて差し支えない。なお、必要経費不算入対

価等の意義については、70の６の８―23((必要経費不算入対価等の意義))を参照。 

⑵ 上記算式による判定は特定事業用資産に係る事業について行うことから、特例事

業相続人等が特定事業用資産に係る事業以外の事業（以下70の６の10―21において

「特例対象外事業」という。）を行っている場合には、当該特例対象外事業の用に

供される資産及び当該特例事業相続人等の特別関係者が当該特例対象外事業に従事

したことその他の事由により支払を受けた対価又は給与の金額は、上記の算式に算

入されない。 

⑶ 特例事業相続人等が被相続人から措置法第70条の６の10第１項の規定の適用に係

る相続又は遺贈により取得をした特定事業用資産に係る事業が２以上ある場合にお

ける上記算式中の各金額は、その２以上の事業の合計による。 

３ 特例事業相続人等の事業活動のために必要な資金の借入れを行ったことその他の措置

法規則第23条の８の９第５項において準用する措置法規則第23条の８の８第７項に規定

する事由が生じたことにより、当該いずれかの日において当該特定事業用資産に係る事業

が上記算式を満たした場合には、当該いずれかの日から同日以後６月を経過する日までの

期間は、資産保有型事業の判定に係る上記の期間から除かれることに留意する。 

（新設） 
（説明） 

  70 の６の８―21((納税猶予の対象とならない資産保有型事業の意義))の説明を参照。 
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（納税猶予の対象とならない資産運用型事業の意義） 

70の６の10―22 措置法第70条の６の10第２項第２号ホの要件を判定する場合において、特

定事業用資産に係る事業が同項第５号に規定する資産運用型事業に該当するかどうかの判

定は、相続の開始の日の属する年の前年１月１日から当該相続の開始の日の属する年の12

月31日までの間のいずれかの年において次の算式を満たすかどうかにより行うことに留意

する。 

（算式） 

  
Ｂ

Ａ
 ≧ 

75

100
 

(注)１ 上記算式中の符号は次のとおり。 

Ａ＝当該いずれかの年における総収入金額 

Ｂ＝当該いずれかの年における特定資産の運用収入の合計額 

２ 特例事業相続人等の事業活動のために必要な資金を調達するために特定資産を

譲渡したことその他の措置法規則第23条の８の９第６項において準用する措置法

規則第23条の８の８第９項に規定する事由が生じたことにより、当該いずれかの

年において当該特定事業用資産に係る事業が上記算式を満たした場合には、当該

いずれかの年の１月１日からその翌年12月31日までの期間は、資産運用型事業の

判定に係る上記の期間から除かれることに留意する。 

３ 70の６の10―21(注)２は、資産運用型事業の判定を行う場合について準用する。 

 
（新設） 

（説明） 

  70 の６の８―22((納税猶予の対象とならない資産運用型事業の意義))の説明を参照。 

 

 

 

 

 

 

（特例事業用資産に係る事業に関するものと認められる債務の意義） 

70の６の10―23 措置法第70条の６の10第２項第３号に規定する納税猶予分の相続税額（以

下70の６の10―64までにおいて「納税猶予分の相続税額」という。）の計算をする場合に

おける措置法令第40条の７の10第10項第３号の「特例事業用資産に係る事業に関する債務」

の意義については、70の６の８―25((特例受贈事業用資産に係る事業に関するものと認め

られる債務の意義))を準用する。 

 (注) 70の６の８―25(注)⑴から⑶までに掲げるもののほか、被相続人に係る葬式費用も

同号の「特例事業用資産に係る事業に関する債務」に該当しないことに留意する。 

 
（新設） 

（説明） 

  70の６の８―25((特例受贈事業用資産に係る事業に関するものと認められる債務の意義))の説明を

参照。 

  なお、70 の６の８―25 の(注)の ⑴から⑶においては、措置法令第 40 条の７の 10第 10 項第３号の

「特例事業用資産に係る事業に関する債務」に該当しないものを例示しているが、被相続人に係る葬

式費用についても同号の債務に該当しない。 

本通達の(注)は、このことを留意的に明らかにした。 
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（事業を廃止した場合の意義） 

70の６の10―24 措置法第70条の６の10第３項第１号の「事業を廃止した場合」の意義につ

いては、70の６の８―28((事業を廃止した場合の意義))を準用する。 

 
（新設） 

（説明） 

  70 の６の８―28((事業を廃止した場合の意義))の説明を参照。 

 

 

 

 

 

 
 

（確定事由となる資産保有型事業又は資産運用型事業の意義） 

70の６の10―25 措置法第70条の６の10第３項第２号の要件を判定する場合には、70の６の

10―21((納税猶予の対象とならない資産保有型事業の意義)) 及び70の６の10―22((納税

猶予の対象とならない資産運用型事業の意義))を準用する。 

この場合において、70の６の10―21中「相続の開始の日の属する年の前年１月１日」と

あるのは「相続税の申告期限の翌日」と、「贈与税の申告期限」とあるのは「措置法第70

条の６の10第４項に規定する猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき納税の猶予に

係る期限が確定する日」と、70の６の10―22中「特例対象贈与の日の属する年の前年１月

１日」とあるのは「贈与税の申告期限の翌日」と、「の開始の日の属する年の12月31日」

とあるのは「に係る措置法第70条の６の10第４項に規定する猶予中相続税額に相当する相

続税の全部につき納税の猶予に係る期限が確定する日の属する年の前年12月31日」となる

ことに留意する。 

 
（新設） 

（説明） 

  70 の６の８―29((確定事由となる資産保有型事業又は資産運用型事業の意義))の説明を参照。 

 

 

 

 
 

 

（性風俗関連特殊営業に該当することとなった日の意義） 

70の６の10―26 措置法第70条の６の10第３項第２号の風俗営業等の規制及び業務の適正化

等に関する法律第２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業に「該当することとなった日」

の意義については、70の６の８―30((性風俗関連特殊営業に該当することとなった日の意

義))を準用する。 

 
（新設） 

（説明） 

  70 の６の８―30((性風俗関連特殊営業に該当することとなった日の意義))の説明を参照。 
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（事業所得の総収入金額が零となった場合） 

70の６の10―27 措置法第70条の６の10第３項第３号の「当該事業に係る事業所得の総収入

金額が零となった場合」の判定については、70の６の８―31((事業所得の総収入金額が零

となった場合))を準用する。 

 
（新設） 

（説明） 

  70 の６の８―31((事業所得の総収入金額が零となった場合))の説明を参照。 

 

 

 

 

 
 

（特例事業相続人等が個人の事業用資産についての納税猶予の適用を取りやめる場合の期

限） 

70の６の10―28 措置法第70条の６の10第３項第６号の規定に該当することによる納税の猶

予に係る期限は、同条第１項の規定の適用を受けている特例事業相続人等から同項の規定

の適用を受けることをやめる旨の届出書の提出があった日から２月を経過する日（当該届

出書の提出があった日から当該２月を経過する日までの間に当該特例事業相続人等が死亡

した場合には、当該特例事業相続人等の相続人（包括受遺者を含む。）が当該特例事業相

続人等の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から６月を経過する日）と

なることから、当該納税猶予に係る相続税の額及び当該相続税の額に係る利子税の額の納

付の有無に関わらず、当該２月を経過する日に確定することに留意する。 

 
（新設） 

（説明） 

  70の６の８―32((特例事業受贈者が個人の事業用資産についての納税猶予の適用を取りやめる場合

の期限))の説明を参照。 

 

 

 

 

 
 

（特例事業用資産の譲渡等の判定） 

70の６の10―29 措置法第70条の６の10第４項又は第５項の規定を適用する場合における特

例事業用資産の譲渡又は贈与（以下70の６の10―60までにおいて「譲渡等」という。）が

あったかどうかの判定は、措置法令第40条の７の10第37項及び第38項の規定により行うこ

とに留意する。 

(注) なお、特例事業用資産を措置法第70条の６の10第15項第２号の規定による贈与をし

たかどうかの判定についても上記により行うことに留意する。 

 
（新設） 

（説明） 

  70 の６の８―34((特例受贈事業用資産の譲渡等の判定))の説明を参照。 
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（納税猶予税額の一部について納税猶予の期限が確定する場合の相続税の額の計算） 

70の６の10―30 措置法第70条の６の10第４項の規定により納税猶予税額の一部について、

納税猶予の期限が確定する場合における相続税の額の計算は、同項の規定に該当する直前

の猶予中相続税額（同項に規定する猶予中相続税額をいう。以下70の６の10―66までにお

いて同じ。）に、次に定める割合を乗ずることにより行うことに留意する。 

なお、これにより算出された金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未

満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨て、その切り捨てた金額は、納税猶

予税額として残ることに留意する。 

 

事業の用に供されなくなった特例事業用資産の措置法第70条の６の10第１項の規定の適

用に係る相続の開始の時における価額 

当該事業の用に供されなくなった時の直前において当該事業の用に供されていた全ての

特例事業用資産の措置法第70条の６の10第１項の規定の適用に係る相続の開始の時にお

ける価額 

(注)１ 「当該事業の用に供されなくなった時の直前において当該事業の用に供されてい

た全ての特例事業用資産」には、措置法令第40条の７の10第15項の届出に係る特例

事業用資産が含まれることに留意する。 

２ 「事業の用に供されなくなった特例事業用資産」には、災害、疾病等のためやむ 

を得ず一時的に当該事業の用に供されていない特例事業用資産は含まれないことに

留意する。 

   ３ 措置法第70条の６の10第19項の規定の適用を受けた場合における上記算式中の

「相続の開始の時における価額」は、同項に規定する認可決定日における価額となる

ことに留意する。 

 
（新設） 

（説明） 

  70 の６の８―35((納税猶予税額の一部について納税猶予の期限が確定する場合の贈与税の額の計

算))の説明を参照。 

 

 

 

 

 
 

（廃棄に係る届出書が届出期限までに提出されない場合等） 

70の６の10―31 70の６の８―36((廃棄に係る届出書が届出期限までに提出されない場合

等))は、特例事業相続人等が措置法令第40条の７の10第15項の規定の適用を受けようとす

る場合に準用する。 

 
（新設） 

（説明） 

  70 の６の８―36((廃棄に係る届出書が届出期限までに提出されない場合等))の説明を参照。 



183 
 

 

（特例事業用資産の処分によって得た対価がある場合） 

70の６の10―32  70の６の８―37((特例受贈事業用資産の処分によって得た対価がある場

合))は、措置法令第40条の７の10第15項の事由による特例事業用資産の処分によって得た

対価がある場合について準用する。 

 
（新設） 

（説明） 

  70 の６の８―37((特例受贈事業用資産の処分によって得た対価がある場合))の説明を参照。 

 

 

 

 

 
 

（買換承認に係る申請書が申請期限までに提出されない場合等） 

70の６の10―33 70の６の８―38((買換承認に係る申請書が申請期限までに提出されない場

合等))は、特例事業相続人等が措置法第70条の６の10第５項の規定の適用を受けようとす

る場合に準用する。 

 
（新設） 

（説明） 

  70 の６の８―38((買換承認に係る申請書が申請期限までに提出されない場合等))の説明を参照。 

 

 

 

 

 
 

（特例事業用資産の譲渡の対価の額の意義） 

70の６の10―34 措置法第70条の６の10第５項の納税地の所轄税務署長の承認（以下70の６

の10―39までにおいて「買換承認」という。）に係る同項の特例事業用資産の譲渡の対価

の額の意義については、70の６の８―39((特例受贈事業用資産の譲渡の対価の額の意義))

を準用する。 

 
（新設） 

（説明） 

  70 の６の８―39((特例受贈事業用資産の譲渡の対価の額の意義))の説明を参照。 

 

 

 

 

 
 

（買換資産の取得の意義等） 

70の６の10―35 措置法第70条の６の10第５項に規定する特例事業相続人等の事業の用に供

される資産（以下70の６の10―39までにおいて「買換資産」という。）の取得の意義等に

ついては、70の６の８―40((買換資産の取得の意義等))を準用する。 

 
（新設） 

（説明） 

  70 の６の８―40((買換資産の取得の意義等))の説明を参照。 
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（仲介料、登記費用等の費用） 

70の６の10―36 70の６の８―41((仲介料、登記費用等の費用))は、措置法第70条の６の10

第５項の規定による買換承認を受けている場合において同項に規定する特例事業用資産の

譲渡又は買換資産の取得に要した仲介料、登記費用等の費用の取扱いについて準用する。 

 
（新設） 

（説明） 

  70 の６の８―41((仲介料、登記費用等の費用))の説明を参照。 

 

 

 

 

 

 
 

（特例事業用資産とみなされる買換資産の意義） 

70の６の10―37 措置法第70条の６の10第５項第３号の規定により特例事業用資産とみなさ

れる買換資産の意義については、70の６の８―42((特例受贈事業用資産とみなされる買換

資産の意義))を準用する。 

 
（新設） 

（説明） 

  70 の６の８―42((特例受贈事業用資産とみなされる買換資産の意義))の説明を参照。 

 

 

 

 

 

 
 

（買換承認に係る１年を経過する日までに特例事業相続人等が死亡した場合） 

70の６の10―38 措置法第70条の６の10第５項の買換承認を受けた特例事業相続人等が、当

該買換承認に係る特例事業用資産の譲渡があった日から１年を経過する日までに死亡した

場合には、納税猶予期限は確定せず、同条第15項の規定により相続税は免除されることに

留意する。 

(注)１ 上記の場合において、当該特例事業相続人等がその死亡の日までに買換資産の取

得をし、かつ、措置法規則第23条の８の９第８項において準用する措置法規則第23

条の８の８第11項の書類を提出することなく死亡したときであっても、当該特例事

業相続人等の相続人（包括受遺者を含む。）は当該書類の提出を要しないことに留

意する。 

   ２ 上記の場合における当該特例事業相続人等に係る相続税の課税に当たっては、当

該譲渡をした特例事業用資産は相続財産を構成せず、当該特例事業相続人等が相続

開始の時において有していた財産が相続税の課税価格計算の基礎となることに留意

する。 

 
（新設） 

（説明） 

  70の６の８―43((買換承認に係る１年を経過する日までに特例事業受贈者が死亡した場合))の説明

を参照。 
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（譲渡の対価の額の全部又は一部が買換資産の取得に充てられていない場合における事業の

用に供されなくなった部分の計算） 

70の６の10―39 措置法第70条の６の10第５項第２号の規定により、同号の「当該譲渡があ

った日から１年を経過する日」において特例事業相続人等の事業の用に供されなくなった

ものとみなされる買換承認に係る特例事業用資産の部分は、次の算式により計算した部分

によることに留意する。 

（算式） 

Ａ×
Ｂ Ｃ

Ｂ
 

(注)１ 上記算式中の符号は次のとおり。 

Ａ＝買換承認に係る特例事業用資産の措置法第70条の６の10第１項の規定の適用

に係る相続の開始の時における価額 

Ｂ＝買換承認に係る特例事業用資産の譲渡の対価の額 

Ｃ＝買換資産の取得価額 

２ 措置法第70条の６の10第19項の規定の適用を受けた場合における上記Ａの「相

続の開始の時における価額」は、同項に規定する認可決定日における価額となる

ことに留意する。 

３ 上記Ｂの「譲渡の対価の額」及びＣの「取得価額」については、70の６の10― 

34及び36の取扱いに留意する。 

（新設） 
（説明） 

  70の６の８―44((譲渡の対価の額の全部又は一部が買換資産の取得に充てられていない場合におけ

る事業の用に供されなくなった部分の計算))の説明を参照。 

 

 

 

 

 
 

（現物出資承認に係る申請書が申請期限までに提出されない場合等） 

70の６の10―40 70の６の８―45((現物出資承認に係る申請書が申請期限までに提出されな

い場合等))は、特例事業相続人等が措置法第70条の６の10第６項の規定の適用を受けよう

とする場合に準用する。 

（新設） 
（説明） 

  70の６の８―45((現物出資承認に係る申請書が申請期限までに提出されない場合等))の説明を参照。 

 

 

 

 

 
 

（措置法第70条の６の10第６項の規定の適用を受けるための移転） 

70の６の10―41 特例事業相続人等が措置法第70条の６の10第６項の規定の適用を受けよう

とする場合において、会社の設立に伴う現物出資により同条第１項の規定の適用を受けて

いる特例事業用資産の全ての移転をしたかどうかの判定については、70の６の８―46((措

置法第70条の６の８第６項の規定の適用を受けるための移転))を準用する。 

（新設） 
（説明） 

  70の６の８―46((措置法第 70条の６の８第６項の規定の適用を受けるための移転))の説明を参照。 
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（現物出資承認を受けた後における確定事由） 

70の６の10―42 特例事業相続人等が措置法第70条の６の10第６項の承認（以下70の６の10

―43において「現物出資承認」という。）を受けた場合には、当該特例事業相続人等に係

る相続税の納税猶予の期限が到来する事由については、同条第３項及び第４項の規定は適

用されず、措置法令第40条の７の10第25項において準用する措置法第70条の７の２第５項

及び第15項（措置法第70条の７の６第11項において準用する場合を含む。）の規定による

ことに留意する。 

 (注)１ この場合においては、70の７の２―18((対象非上場株式等の譲渡等の判定))～

30((納税猶予税額の一部について納税猶予の期限が確定する場合の相続税の額の計

算))を準用する。 

   ２ 納税猶予の期限が到来した場合における利子税の納付については、措置法令第40

条の７の10第25項第４号において準用する措置法第70条の７の２第28項（同項の表

の第３号及び第５号から第９号までに係る部分に限る。）及び第70条の７の６第23

項（同項の表の第９号から第13号までに係る部分に限る。）の規定によることに留

意する。 

 
（新設） 

（説明） 

  70 の６の８―47((現物出資承認を受けた後における確定事由))の説明を参照。 

 

 

 

 

 

 
 

（現物出資承認を受けた後における免除事由） 

70の６の10―43 特例事業相続人等が現物出資承認を受けた場合における相続税の免除につ

いては、次の取扱いに留意する。 

 ⑴ 特例事業用資産とみなされた株式等（株式又は出資をいう。以下70の６の10―43にお

いて同じ。）の全ての贈与をした場合において、当該贈与により当該株式等を取得した

者が措置法第70条の７第１項又は第70条の７の５第１項の規定の適用を受けたときは、

措置法第70条の６の10第15項第２号の規定により相続税が免除される。 

  (注) 特例事業相続人等から贈与により取得をした当該株式等について、当該贈与に係

る受贈者が措置法第70条の７第１項又は第70条の７の５第１項の規定の適用を受け

ない部分がある場合には、当該部分に係る猶予中相続税額については免除されず、

措置法令第40条の７の10第25項において準用する措置法第70条の７の２第５項の規

定により納税の猶予に係る期限が到来することに留意する。 

⑵ 措置法第70条の６の10第15項第３号の規定による免除の適用はない。 

⑶ 措置法第70条の６の10第17項から第19項までの規定による免除の適用はなく、措置法

令第40条の７の10第25項第２号において準用する措置法第70条の７の２第17項から第26

項まで及び第70条の７の６第13項から第20項までの規定による免除が適用される。 

  (注) ⑶の場合には、70の７の２―42((破産免除等の申請書が申請期限までに提出され

ない場合等))～46((免除申請があった場合の利子税の計算))及び70の７の２―

49((猶予中相続税額の再計算に係る申請書が申請期限までに提出されない場合等))

～52((対象非上場株式等の認可決定日における価額の意義))並びに70の７の６―

25((事業の継続が困難な事由の判定の時期))～37((差額免除に係る免除申請があっ

た場合の利子税の計算))を準用する。 

 
（新設） 

（説明） 

  70 の６の８―48((現物出資承認を受けた後における免除事由))の説明を参照。 
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（既に個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除等の適用を受けている他の者

がいる場合等） 

70の６の10―44 特定事業用資産について、措置法第70条の６の10第１項の規定の適用を受

けようとする場合において、同項の規定の適用を受けようとする者以外の者が当該特定事

業用資産に係る事業と同一の事業の用に供される資産について次に掲げるいずれかの規定

の適用を受け、又は受けようとしているときは、同項の規定の適用を受けることができな

いことに留意する。 

⑴ 措置法第70条の６の８第１項 

⑵ 措置法第70条の６の10第１項 

(注)１ 措置法第70条の６の10第１項の規定の適用を受けようとする者が当該特定事業用

資産について上記⑴又は⑵のいずれかの規定の適用を受けている場合には、同項の

規定の適用を受けることができることに留意する。 

２ 上記の措置法第70条の６の10第１項の規定の適用を受けることができるかどうか

の判定は、特定事業用資産に係る事業ごとに行うことに留意する。 

 
（新設） 

（説明） 

  70の６の８―49((既に個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除等の適用を受けてい

る他の者がいる場合等))の説明を参照。 

 

 

 

 

 

 
 

（継続届出書の提出期間） 

70の６の10―45 措置法第70条の６の10第10項に規定する届出書は、同項に規定する特例相

続報告基準日の翌日から３月を経過するごとの日までに提出しなければならないのである

が、その提出期間は、当該特例相続報告基準日の翌日から当該３月を経過するごとの日ま

での期間として取り扱う。 

(注) 上記の「特例相続報告基準日」とは、特定申告期限（特例事業相続人等の最初の措

置法第70条の６の10第１項の規定の適用に係る相続に係る同項に規定する相続税の申

告書の提出期限又は最初の措置法第70条の６の８第１項の規定の適用に係る贈与の日

の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限のいずれか早い日をいう。）

の翌日から３年を経過するごとの日をいうことに留意する。 

 
（新設） 

（説明） 

  70 の６の８―50((継続届出書の提出期間))の説明を参照。 
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（特例事業用資産に係る事業と別の事業を営んでいる場合に継続届出書に添付する貸借対照

表等の意義） 

70の６の10―46 70の６の８―51((特例受贈事業用資産に係る事業と別の事業を営んでいる

場合に継続届出書に添付する貸借対照表等の意義))は、措置法第70条の６の10第１項の規

定の適用を受ける特例事業相続人等が同項の規定の適用を受ける特例事業用資産に係る事

業と別の事業を営んでいる場合において、同条第10項の規定により提出する届出書に添付

すべき貸借対照表及び損益計算書の意義について準用する。 

 
（新設） 

（説明） 

  70の６の８―51((特例受贈事業用資産に係る事業と別の事業を営んでいる場合に継続届出書に添付

する貸借対照表等の意義))の説明を参照。 

 

 

 

 

 

 
 

（増担保命令等に応じない場合の納税猶予の期限の繰上げ） 

70の６の10―47 措置法第70条の６の10第13項の規定により、増担保命令等に応じないため

納税猶予の期限を繰り上げる場合には、担保不足に対応する納税猶予に係る税額だけでな

く、猶予中相続税額の全額について納税猶予の期限を繰り上げることに留意する。 

 
（新設） 

（説明） 

  70 の６の８―52((増担保命令等に応じない場合の納税猶予の期限の繰上げ))の説明を参照。 
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（措置法第70条の６の８第１項の適用に係る贈与をした場合の免除） 

70の６の10―48 措置法第70条の６の10第15項第２号の規定による免除については、次によ

ることに留意する。 

 ⑴ 特例事業相続人等が措置法第70条の６の10第15項第２号の規定による免除を受けるた

めには、同項の規定の適用を受けている特例事業用資産の全ての贈与をする必要がある

のであるが、全ての贈与をしたかどうかの判定については次による。 

  イ 特例事業用資産に係る事業が２以上ある場合には、その２以上の事業に係る全ての

特例事業用資産の贈与を行う必要がある。 

   (注) 上記の場合において特例事業相続人等がその２以上の事業のうち一部の事業に

係る特例事業用資産のみ贈与をしたときは、当該贈与をした特例事業用資産に係

る猶予中相続税額については免除されず同条第４項の規定により納税の猶予に係

る期限が到来するのであるが、当該贈与を受けた受贈者については、措置法第70

条の６の８第１項の規定の適用に係る要件を満たした場合には、同項の規定の適

用を受けることができることに留意する。 

  ロ 当該特例事業相続人等が同一年中に２人以上の受贈者に特例事業用資産の贈与をし

た場合において、その贈与が異なる時期に行われたときには、当該贈与のうち最後に

行われた贈与直後において特例事業用資産の全ての贈与が行われたかどうかの判定を

行う。 

 ⑵ 特例事業相続人等から贈与を受けた者が措置法第70条の６の８第１項の規定の適用を

受けるためには、当該特例事業相続人等の事業に係る特定事業用資産の全ての贈与を受

ける必要があることから、当該特例事業相続人等が措置法第70条の６の10第15項第２号

の規定による免除を受けるには、特例事業用資産の全てに加え、当該事業に係る特例事

業用資産以外の特定事業用資産の全ての贈与が必要となる。 

  (注) 上記の要件を満たさない場合には、贈与をした特例事業用資産に係る猶予中相続

税額については免除されず、同条第４項の規定により納税の猶予に係る期限が到来

することに留意する。 

⑶ 特例事業相続人等から贈与により取得をした当該特例事業用資産について、当該贈与

に係る受贈者が措置法第70条の６の８第１項の規定の適用を受けない部分がある場合に

は、当該部分に係る猶予中相続税額については免除されず措置法第70条の６の10第４項

の規定により納税の猶予に係る期限が到来することに留意する。 

⑷ 措置法第70条の６の10第15項第２号の規定の適用に係る贈与をした特例事業用資産

が、宅地等又は建物である場合において、当該宅地等の面積又は建物の床面積が同条第

２項第１号イ又はロに定める限度面積を超えるときは、当該贈与を受けた受贈者は、当

該宅地等又は建物のうち、当該特例事業用資産に係る部分から先に同条第１項の規定の

適用を受けるものとする。 

 
（新設） 

（説明） 

  70 の６の８―54((措置法第 70 条の６の８第１項の適用に係る贈与をした場合の免除))の説明を参

照。 
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（事業を継続することができなくなった場合に該当することとなった日） 

70の６の10―49 措置法第70条の６の10第15項第３号に掲げる場合に該当することとなった

日の意義については、70の６の８―55((事業を継続することができなくなった場合に該当

することとなった日))を準用する。 

（新設） 
（説明） 

  70の６の８―55((事業を継続することができなくなった場合に該当することとなった日))の説明を

参照。 

 

 

 

 

 

（特例事業用資産に係る事業を継続することができなくなったやむを得ない理由） 

70の６の10―50 措置法第70条の６の10第15項第３号に規定する特例事業相続人等が特例事

業用資産に係る事業を継続することができなくなったことについてのやむを得ない理由の

意義については、70の６の８―56((特例受贈事業用資産に係る事業を継続することができ

なくなったやむを得ない理由))を準用する。 

（新設） 
（説明） 

  70の６の８―56((特例受贈事業用資産に係る事業を継続することができなくなったやむを得ない理

由))の説明を参照。 

 

 

 

 
 

（破産免除等の申請書が申請期限までに提出されない場合等） 

70の６の10―51 70の６の８―59((破産免除等の申請書が申請期限までに提出されない場合

等))は、特例事業相続人等が措置法第70条の６の10第17項の規定に基づき相続税の免除を

受けようとする場合に準用する。 

（新設） 
（説明） 

  70 の６の８―59((破産免除等の申請書が申請期限までに提出されない場合等))の説明を参照。 

 

 

 

 

 

（措置法第70条の６の10第17項第１号の規定の適用を受けるための譲渡等） 

70の６の10―52 措置法第70条の６の10第17項第１号の規定の適用を受けようとする場合に

は、同条第１項の規定の適用を受けている特例事業用資産の全ての譲渡等をする必要があ

るのであるが、当該特例事業用資産に係る事業の用に供されている資産であっても、同項

の規定の適用を受けていない資産については譲渡等を要しないことに留意する。 

（新設） 
（説明） 

  70 の６の８―60((措置法第 70条の６の８第 16項第１号の規定の適用を受けるための譲渡等))の説

明を参照。 
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（特例事業用資産の時価に相当する金額の意義） 

70の６の10―53 措置法第70条の６の10第17項第１号イの「特例事業用資産の時価に相当す

る金額」は、評価基本通達の定めにより算定することに留意する。 

 
（新設） 

（説明） 

  70 の６の８―61((特例受贈事業用資産の時価に相当する金額の意義))の説明を参照。 

 

 

 

 

 

 

 

（特例事業用資産の譲渡等の対価の額の意義） 

70の６の10―54 措置法第70条の６の10第17項第１号イの「特例事業用資産の譲渡等の対価

の額」の意義については、70の６の10―34((特例事業用資産の譲渡の対価の額の意義))を

準用する。 

 
（新設） 

（説明） 

  70 の６の 10―34((特例事業用資産の譲渡の対価の額の意義))の説明を参照。 

 

 

 

 

 

 
 

（差額免除の申請書が申請期限までに提出されない場合等） 

70の６の10―55 70の６の８―63((差額免除の申請書が申請期限までに提出されない場合

等))は、特例事業相続人等が措置法第70条の６の10第18項の規定の適用を受けようとする

場合に準用する。 

 
（新設） 

（説明） 

  70 の６の８―63((差額免除の申請書が申請期限までに提出されない場合等))の説明を参照。 
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（事業の継続が困難な事由の意義） 

70の６の10―56 措置法第70条の６の10第18項に規定する特例事業用資産に係る事業の継続

が困難な事由とは、次に掲げる事由をいうことに留意する。 

 ⑴ 直前３年内の各年（特例事業相続人等が措置法第70条の６の10第18項各号に掲げる場

合のいずれかに該当することとなった日の属する年の前年以前３年内の各年をいう（⑵

において同じ。）のうち２以上の年において、当該事業に係る事業所得の金額が零未満

であること。 

 ⑵ 直前３年内の各年のうち２以上の年において、当該事業に係る各年の事業所得に係る

総収入金額が当該各年の前年の総収入金額を下回ること。 

⑶ 特例事業相続人等が心身の故障その他の事由により当該特例事業用資産に係る事業に

従事することができなくなったこと。 

(注) 上記⑴及び⑵の判定については、次の取扱いに留意する。 

⑴ 特例事業相続人等が一の被相続人から措置法第70条の６の10第１項の規定の適用

に係る相続又は遺贈により取得をした特例事業用資産に係る事業が２以上ある場合

には、その２以上の事業の合計額により行うこと。 

⑵ 特例事業相続人等が特例事業用資産に係る事業と別の事業を営んでいる場合にお

ける当該別の事業に係る金額は、上記の判定に含まれないこと。 

（新設） 
（説明） 

  70 の６の８―64((事業の継続が困難な事由の意義))の説明を参照。 

 

 

 

 

 

 

（措置法第70条の６の10第18項第１号の規定の適用を受けるための譲渡等） 

70の６の10―57 措置法第70条の６の８第18項第１号の「特例事業用資産の全ての譲渡等」

の意義については、70の６の10―52((措置法第70条の６の10第17項第１号の規定の適用を

受けるための譲渡等))を準用する。 

（新設） 
（説明） 

  70 の６の 10―52((措置法第 70 条の６の 10 第 17 項第１号の規定の適用を受けるための譲渡等))の

説明を参照。 

 

 

 

 

 
 

（特例事業用資産に係る事業の廃止の意義） 

70の６の10―58 措置法第70条の６の10第18項第２号の「事業の廃止をした場合」とは、特

例事業用資産に係る事業の全てを廃止した場合をいうのであるから、特例事業相続人等が

被相続人から同条第１項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした特例事業用資

産に係る事業が２以上ある場合において、その一部の事業を廃止したときは、同項の規定

の適用はないことに留意する。 

（新設） 
（説明） 

  70 の６の８―66((特例受贈事業用資産に係る事業の廃止の意義))の説明を参照。 
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（免除申請相続税額の基礎となる金額の計算） 

70の６の10―59 措置法第70条の６の10第18項に規定する免除申請相続税額の基礎となる同

項各号イの金額の計算については、次の取扱いに留意する。 

⑴ 同項各号イの「特例事業用資産の時価に相当する金額」は、評価基本通達の定めによ

り算定する。 

⑵ 同項第１号イの「譲渡等の対価の額」の意義については、70の６の10―34((特例事業

用資産の譲渡の対価の額の意義))を準用する。 

⑶ 納税猶予分の相続税額の計算に当たり控除した措置法令第40条の７の10第９項に規定

する特定債務額がある場合には、当該特定債務額を措置法第70条の６の10第18項第１号

イに規定する譲渡等の対価の額又は同項第２号イの特例事業用資産の時価に相当する金

額から控除する。 

 
（新設） 

（説明） 

  70 の６の８―67((免除申請贈与税額の基礎となる金額の計算))の説明を参照。 

 

 

 

 

 

 
 

（措置法第70条の６の10第18項の規定の適用を受ける場合の納税猶予の期限） 

70の６の10―60 特例事業相続人等が措置法第70条の６の10第18項の規定の適用を受ける場

合には、次の表の左欄に掲げる場合の区分に応じ、中欄に掲げる金額に相当する相続税に

ついては右欄に掲げる日から２月を経過する日（当該右欄に掲げる日から当該２月を経過

する日までの間に当該特例事業相続人等が死亡した場合には、当該特例事業相続人等の相

続人（包括受遺者を含む。）が当該特例事業相続人等の死亡による相続の開始があったこ

とを知った日の翌日から６月を経過する日。）に納税の猶予に係る期限が到来することに

留意する。  

場合 金額 日 

⑴ 措置法第70条の６の10第

18項第１号に掲げる場合 

同号イ及びロに掲げる金額

の合計額 

同号の譲渡等をした日 

⑵ 措置法第70条の６の10第

18項第２号に掲げる場合 

同号イ及びロに掲げる金額

の合計額 

同号の事業を廃止した日 

 

 
（新設） 

（説明） 

  70 の６の８―68((措置法第 70条の６の８第 17項の規定の適用を受ける場合の納税猶予の期限))の

説明を参照。 
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（猶予中相続税額の再計算に係る申請書が申請期限までに提出されない場合等） 

70の６の10―61 70の６の８―69((猶予中贈与税額の再計算に係る申請書が申請期限までに

提出されない場合等))は、特例事業相続人等が措置法第70条の７の２第19項の規定の適用

を受けようとする場合に準用する。 

 
（新設） 

（説明） 

  70の６の８―69((猶予中贈与税額の再計算に係る申請書が申請期限までに提出されない場合等))の

説明を参照。 

 

 

 

 

 

 
 

（債務処理計画が成立した日の意義） 

70の６の10―62 措置法第70条の６の10第19項に規定する「債務処理計画が成立した日」の

意義については、70の６の８―70((債務処理計画が成立した日の意義))を準用する。 

 
（新設） 

（説明） 

  70 の６の８―70((債務処理計画が成立した日の意義))の説明を参照。 

 

 

 

 

 

 
 

（認可決定日後に確定事由が生じた場合） 

70の６の10―63 措置法第70条の６の10第19項に規定する認可決定日以後同条第22項の規定

による通知が発せられた日（以下70の６の10―63において「通知日」という。）前に、同

条第３項各号に掲げる場合に該当することとなった場合、同条第４項の場合に該当するこ

ととなった場合及び同条第12項の規定の適用があった場合並びに当該通知日前に同条第13

項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあった場合には、同条第19項の規定の適

用がないことに留意する。 

 
（新設） 

（説明） 

  70 の６の８―71((認可決定日後に確定事由が生じた場合))の説明を参照。 
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（再計算猶予中相続税額の計算） 

70の６の10―64 措置法第70条の６の10第20項に規定する再計算猶予中相続税額の計算につ

いては、次の取扱いに留意する。 

 ⑴ 同項の「特例事業用資産の許可決定日における価額」は、評価基本通達の定めにより

算定する。 

 ⑵ 納税猶予分の相続税額の計算に当たり控除した措置法令第40条の７の10第９項に規定

する特定債務額がある場合には、当該特定債務額を措置法第70条の６の10第20項の特例

事業用資産の認可決定日における価額から控除する。 

 
（新設） 

（説明） 

  70 の６の８―72((再計算猶予中贈与税額の計算))の説明を参照。 

 

 

 

 

 

 

（免除申請があった場合の延滞税の計算） 

70の６の10―65 措置法令第40条の７の10第33項の規定は、措置法第70条の６の10第17項又

は第18項の規定による免除申請書が提出された場合で、納期限又は当該免除申請書の提出

があった日のいずれか遅い日の翌日から同条第22項の規定による免除通知書を発した日ま

での間に猶予中相続税額から同条第17項又は第18項に規定する免除申請相続税額（以下70

の６の10―66までにおいて「免除申請相続税額」という。）を控除した残額に相当する相

続税を納付するときに、それと併せて納付すべき延滞税の額の計算に関する取扱いである

ことに留意する。したがって、当該免除通知書を発した日後においては、猶予中相続税額

から同条第22項の規定により免除をする税額を控除した残額に相当する相続税を基礎金額

として、納付すべき延滞税の額を計算することに留意する。 

(注) 免除申請相続税額と免除をする税額が異なる場合には、措置法令第40条の７の10第

33項の規定により計算した延滞税の額と免除後の相続税額を基礎金額として計算した

納付すべき延滞税の額に差額が生じることになるため、同項の規定により計算した延

滞税の額の増額又は減額の処理を行う必要があることに留意する。 

 
（新設） 

（説明） 

  70 の６の８―73((免除申請があった場合の延滞税の計算))の説明を参照。 
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（免除申請があった場合の利子税の計算） 

70の６の10―66 措置法令第40条の７の10第34項の規定は、措置法第70条の６の10第17項又

は第18項の規定による免除申請書が提出された場合で、当該免除申請書の提出があった日

から同条第22項の規定による免除通知書を発した日までの間に猶予中相続税額から免除申

請相続税額を控除した残額に相当する相続税を納付するときに、それと併せて納付すべき

利子税の額の計算に関する取扱いであることに留意する。したがって、当該免除通知書を

発した日後においては、猶予中相続税額から同条第22項の規定により免除をする税額を控

除した残額に相当する相続税を基礎金額として、納付すべき利子税の額を計算することに

留意する。 

(注) 免除申請相続税額と免除をする税額が異なる場合には、措置法令第40条の７の10第

34項の規定により計算した利子税の額と免除後の相続税額を基礎金額として計算した

納付すべき利子税の額に差額が生じることになるため、同項の規定により計算した利

子税の額の増額又は減額の処理を行う必要があることに留意する。 

 
（新設） 

（説明） 

  70 の６の８―74 ((免除申請があった場合の利子税の計算))の説明を参照。 

  


